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平成２８年山形村議会第４回定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

平成28年12月11日（日曜日）午前 ９時００分開会 

      開会宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議員（１２名） 

１番 大 池 俊 子 君  ２番 上 条 浩 堂 君 

３番 新 居 禎 三 君  ５番 小 林 武 司 君 

６番 籠 田 利 男 君  ７番 増 澤 武 志 君 

８番 大 月 民 夫 君  ９番 西 牧 一 敏 君 

１０番 竹 野 入 恒 夫 君  １１番 赤 羽 千 秋 君 

１２番 三 澤 一 男 君  １３番 平 沢 恒 雄 君 

欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村   長 百瀬  久  君  副 村 長 中村俊春  君 

教 育 長 根橋範男  君  会計管理者 小林好子  君 

総 務 課 長 住吉  誠  君  住 民 課 長 塩原美智代 君 

保 健 福 祉 

課 長 
堤  岳志  君  

子 育 て 

支 援 課 長 
百瀬尚代  君 

保 育 園 長 宮澤寛徳  君  
産 業 振 興 

課 長 
赤羽孝之  君 
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建 設 水 道 

課 長 
籏町通憲  君  教 育 次 長 上條憲治  君 

総 務 課 

財 政 係 長 
宮越卓也  君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

事務局長 百瀬  清  君  書  記 神通川直美 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎開議宣告 

○議長（平沢恒雄君） おはようございます。 

 全員が出席で定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第４回山形村

議会定例会の本会議を再開します。 

 出席要求者から欠席届が提出されております。篠原税務課長は私用のため欠席です。 

 本日の会議に先立ちまして傍聴人に申し上げます。議会傍聴規則により、撮影・録

音等をすることは禁止されております。 

なお、報道関係者から取材の申し込みがありましたので、これを許可しました。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議事日程の報告 

○議長（平沢恒雄君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１２５条の規定により、６番、籠田利男議員、７番、増澤武志議員を指

名します。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎一般質問 

○議長（平沢恒雄君） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問の順序は、お手元に配付の質問表に従って行います。 

 本定例会の一般質問は、１人４０分を限度に一問一答方式で行います。 

 質問者は、質問・答弁が終わるまで一般質問者席でお願いします。 

念のため申し上げますが、質問・答弁は簡潔明快にお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 三 澤 一 男 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位１番、三澤一男議員の質問を行います。 

 三澤一男議員、質問事項１「地域活性化策は」について質問をしてください。 

 三澤一男議員。 

         （１２番 三澤一男君 登壇） 

○１２番（三澤一男君） 議席番号１２番、三澤一男です。本日は山形村議会始まって

以来、初めて行われる休日議会であります。このことは、全国では多くの議会が議会

基本条例を制定し、活動するのを見るにつけ、村議会としてまずできることから行い、

村民の皆様と村政をいかに身近なものとするかということを話し合う中で行うことと

なりました。 

  議会が首長、行政のチェック機能を果たさず、追認機関となっているのではないか

など、多くの批判があります。村議会はできるだけ多くの皆様に議会活動の一端であ

る一般質問の場である議場においでいただき、原則すべて公開する議会を目指すもの

であります。 

本日は休日ということで、質問時間の短縮を行い、議員１１名が登壇し、これから

山形村をどのようにするか、いかに村政に生かしていくかをそれぞれの立場から質問

をします。長部局の積極的な答弁をいただき、傍聴席の皆様は時間の許す限り傍聴い

ただきますよう申し上げて、質問に入らせていただきます。 

村の状況を、昨年度決算の類似団体比較カードを分析しながら、村長の考える将来

の村の形をどうするか、私見を交え、人口対策・定住促進を主として所見をお伺いい
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たします。 

１番目として、人口対策についてでございますが、地方の多くの自治体では少子化

や高齢化対策として、子育て支援や福祉の充実を行い、住民はもとより都市部や他の

市町村から移住し、定住してもらえるかを模索しております。本村もその例に漏れま

せん。 

そこで、減少傾向の人口対策として、山村留学を受け入れる考えはないか、お伺い

いたします。山村留学を始めたのは、北安曇郡の八坂村、現在大町市でございますが、

現在、長野県内では１０カ所ほどその体制ができている事例があります。現在、その

交流人数はかなりの数と聞いています。その場合、小学校としての受け入れはどうな

るのか、お伺いしたいと思います。 

２番目として、定住促進であります。子育て世代が定住するための判断には、生活

基盤の安定が最低条件となります。村は基幹産業として農業を挙げています。新規就

農制度等はございますが、他業種へも積極的な創業支援策が必要だと考えますが、ご

所見をお伺いします。 

また、外部の見地から携わる地域おこし協力隊の活躍を見聞しております。職員の

派遣を含め、産・官・学・金など、多くの外部専門家の力をお借りすることも必要だ

と思いますが、あわせてお伺いいたします。 

以上、通告に基づく質問といたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、質問順位１番、三澤一男議員のご質問にお答えしま

す。まず、質問事項１「地域活性化策は」のご質問にお答えします。 

まず、１番目のご質問の人口対策についてでありますが、山村留学は自然体験や生

活体験の少ない都市部の子どもたちに、本物の体験活動を長期間行うことにより、自

立心や協調性を高め、社会で生きていく力を育てる教育活動として行われています。

一方、受け入れ側の自治体としては、人口が減少し、地域の学校を維持していくこと

が困難な状況にあることから、山村留学により一定の児童数を確保し、学校を維持し

ていくことを主な目的としています。 

  本村におきましては、昨年策定されました人口ビジョンから推計しますと、小学校

への就学児童数が減少し、複式学級で学級編成をしなければならないという事態は考
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えられないこと、また、山村留学が直接人口の定住・移住促進につながる制度ではな

いことから、人口減少抑制対策としての山村留学の受け入れは現時点では考えており

ません。なお、山村留学の波及効果として、わずかではありますが、移住促進や地域

経済への効果等が認められております。 

  次に、交流人数に関する小学校の受け入れについてですが、受け入れ人数は先進事

例から見ますと、１学校当たり１０人から１５人ほどのようです。留学する子どもた

ちは、住民票を留学先に移動しますので、異動後は留学先の住民となります。また、

山村留学の対象は義務教育段階の子どもになりますので、保護者には子どもを小中学

校等に就学させる義務が発生します。このことから、小学校において留学生を入学者

として受け入れることになります。 

  次に、２番目のご質問の定住促進策についてでありますが、山形村としては農業を

はじめとする地域産業の振興が重要だと考えています。三澤議員が言われるように、

農業については新規就農制度などの多くの支援がありますが、他業種・商工業につい

ては、取り巻く環境は厳しい状況で課題も多く、支援もないのが現状であります。  

しかし、地域産業が活性化することで雇用の創出が生まれ、定住へつながります。

このため、商工会と連携しながら企業につながる情報の提供や支援体制の強化を図っ

ていきたいと考えています。 

地域おこし協力隊については、周辺市町村の活動事例が新聞報道されるなど、よく

目にします。当村では今のところ受け入れ予定はありませんが、受け入れる場合は双

方の目的に合ったマッチングが不可欠であります。今後、村の事業を推進していく上

で必要があれば検討していく考えであります。 

以上、第１回目の答弁とします。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） ご答弁いただきました。山村留学、確かに、今回私は類似団

体と比較してということを申し上げましたけれども、取り上げた山村留学については

本村とは条件的に確かに違います。人口は減少、高齢化、それと学校の複式化という

観点から、どうしてもそういう受け入れをしないと学校の維持ができないということ

から始まったという経緯は確かにあると思います。 

  今回、私が提案したかったのは、これは事例でございますけれども、住民の方が組

織をつくって、児童を受け入れ家族により引き受ける、里親として受け入れるという

ような事例。それから、空き家等を利用して、子どもと親が地域住民となって、これ
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は先ほど村長答弁にございましたように、地域の住民とならないといけないというこ

とでございますから、地域の住民となって生活する。これは親子で留学する親子留学。

それから、これはまたちょっと話は変わりますが、留学が長期にわたった場合には、

村としてではなくて、そこの地域住民が組織をつくった中で、住宅を建築した場合に

はその土地を無償貸与する。それから、１５年以上居住した場合は、無償譲渡をする

というような例があるようでございます。 

  そういうような事例も踏まえて、村としてはどのように考えるか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 先ほど村長が答弁したとおりなのですけれども、山村留学に

ついては先ほど三澤議員さんがおっしゃったとおりに、学校を運営できないと。義務

教育学校の標準校があるのですが、その中には１学級、基準とする学級の人数という

のが国で定められているのですけれども、複式で２つの学年で構成をする最低の人数

というものが決められていますが、それにも満たないといった場合には、学校運営が

できないという状況になってしまいます。地域から学校がなくなってしまうというこ

とですので、山村留学によってよそから児童を学校に求めて、学校運営していくと。  

  それともう１つは都市部の中で、先ほど言いましたとおり、生活体験や社会生活体

験が少ない子どもたちに本物の体験をさせるという、両方のニーズが合った中で山村

留学が行われております。 

  この山村留学が確かに若干では移住促進につながるわけですけれども、それが主目

的ではありませんので、いかに地域の中で学校を運営していくか、維持していくかと

いうことが大きな目的になります。 

  であれば、山形村としては、移住・定住促進にこの山村留学を位置づけていくとい

うのはなかなか、ＮＰＯなり地域住民の方々に留学生を受け入れるための学園の組織

といったものをつくっていただくということも必要になってくるものですから、山形

村としては現状から考えますと、山村留学によって新たな住民の組織をつくって学園

運営をしながら学校の発展にも寄与していくというのは現状では困難というか、山形

村には直接には該当はなかなか難しいかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 
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○１２番（三澤一男君） 答弁をいただきますと、なかなかそれを学校に導入するとい

うのは難しいという答弁でございます。 

  私はこの事例からいきますと、確かに学校維持をすることが目的でそれをやってい

るＮＰＯ等がございますけれども、村としては、１つ私は、ほかの多くの人との交流

が村の児童にとってもある意味では励みや活気が出る、刺激になるというようなこと

になるのではないかということもございまして、この件を提案というか、お伺いして

いるわけでございます。 

  そういったことから言って、人口対策としての効果は少ないかもしれませんが、そ

ういう意味で、こんなことをやっている村だよということを発信することも必要では

ないかというふうに考えるのですが、今の答弁ではやる気はないというようなお話で

すから、これ以上お聞きしてもこのまま進まないということもございますので、この

件は今後どのような形になるかは別としても、山形村の現在の状態で行けば、学校は

維持できていくということで、特に山村留学として受け入れはできないということで

よろしいのでしょうか。もう一度、お伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山村留学について、山形村として取り組むという計画というか

予定はないということでございますけれども、三澤議員が言われましたように、子ど

もたちの交流と、こういう面においてはほかの市町村、また、いろいろな団体と交流

するということは検討していく価値はあると思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） 最後にもう一度、教育長にお伺いしますけれども、この件を

質問するにあたりまして、少し外れるかもしれませんけれども、幼児教育の必要性を

多くの教育者が話されていまして、そういう段階で村に移住してきた子どもがいた場

合に、児童がいた場合に、山形には保育園と小学校がございます。それで、幼保連携

とかいうことも、今、小中ということになりますと、山形村は中学校は鉢盛中学校で

組合立がありますから、村内の話ではございませんので、保小連携というようなこと、

それからそれぞれの行政区分が違うというようなことになると思いますけれども、認

定こども園等にすることによって、教育委員会主管になるのではないかというような

ことも考えられますので、その辺のところも含めてお伺いしたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 教育長、答弁願います。 



 －３４－ 

根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 幼児教育の必要性については、教育基本法の中でも、幼児教

育が生涯の人格を形成する上での基礎になる教育になるものですから、これを振興し

なければいけないというように教育基本法が位置づけております。 

  それを受けて、学校教育法の中の「幼稚園」という中に、幼児教育ということで５

つの領域が定められております。三澤議員おっしゃられるとおり、非常に幼児教育と

いうのが大事で、これが次の発達段階へつながっていく基礎になる部分になります。  

  それでは、公立で幼稚園を設置し、幼保連携型の認定こども園ですとか、幼稚園型

の認定こども園にしていったらというご提案ですけれども、現在、保育ニーズがどん

なところにあるかというのを見てみますと、幼稚園の需要というのはあまりなくて、

保育園の需要がはるかに大きいと。そういうことからすれば、幼稚園を公立で設置し

ていくというのはなかなか運営上、課題があるかなというふうに考えます。 

  それと保育園については、平成２０年に保育所保育指針が改訂をされております。

従来の保育園の役割として、養護という部分に加えて教育基本法の考え方もあって、

保育園の中でも教育に関する視点を持って保育をするということで、保育所指針の中

には教育の５領域の考え方が入ってきています。基本的な生活習慣ですとか、協調性

ですとか、自然環境に関心を持つですとか、そういった視点で保育をするということ

も指針の中で定められております。したがいまして、現在の保育園の中で運営されて

いる保育の中に養護と教育の役割が含まれていますので、当面は保育園の中で保育所

指針に従って運営していくことによって小学校へ教育的視点としてつながる部分があ

るというふうに考えています。 

  いずれにしても、小学校と保育園が連携をして、それぞれの発達段階で子どもたち

にどういう力をつけていくかというのは、連携協議、熟議をしていく必要があるかな

というふうに感じています。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） 長い答弁をいただきました。この件は長の判断によるところ

になるとは思いますけれども、これは先ほどの山村留学、長いことお聞きしましたけ

れども、これは今後多様化する住民のニーズを行政としては組織の垣根を越えて、あ

らゆる角度から検討していただくことが必要だというふうに思いますので、この件は

これで締めさせていただきまして、定住促進策の件についての質問に入らせていただ
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きます。 

  当然のことでございますけれども、この定住促進ということは、転出を食い止めて、

転入を促進すると。そのためには、村のベースとして、快適な居住空間の創出、これ

は医療や福祉の充実、環境保全の推進、公共交通の充実をするというのがベースにな

ってくるのだと思いますが、こういうことから、転出の食い止めとしては、雇用、産

業支援、子育て支援等があると思います。さらに綱領、施策、それから既存住宅、農

地の活用によって転入を促進することで定住人口が増えることにつながると思うのです。

本議会冒頭の村長あいさつにもありましたが、農業以外の業種にも補助をしていると

しておりまして、先ほども商工会等というような件もありましたが、もう一度、その

辺のところを、どのようなことを考えているのか、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 人口減少の対策については、やはり招集のあいさつのときも申

し上げましたけれども、私の考え方としては、人口を減らさない。そしてまた人口を

増やす。そして人口を維持すると、このような形の対策が必要かということで、いろ

いろ整理をさせていただきました。 

  今、三澤議員の話の中の、人口を減らさないというような観点で捉えてみますと、

やはり新規就農者の皆様方によって基幹産業である農業を維持し、発展させるという

ようなことが国の制度としてあるわけでございますけれども、商工業につきましては

そういった制度がとられていないのも実情でございます。 

  私は、以前の一般質問でもお答えしたかと思いますけれども、商工業についてはい

ろいろな形での支援が足りない、同じ後継者の育成につきましても、商工会と連携を

とりながら若者たちが家業を継ぐ、また新しく事業を起こしていく、そういったとこ

ろに焦点を当てて、山形村の事業の後継を図っていかなければならないというふうに

思っております。 

これは今後の課題でございますけれども、今、山形村の産業を見ますと、自動車修

理産業や、それから理容業、そしてまた、おそば屋さんを中心とした飲食業、そうい

った産業が増えているのは実情でございます。これは現在の山形村の人口が８，７００

人で成長してきたからでございますけれども、これが減少していく状況を考えたとき

でも、極端に減少が起こるわけではない形になっておりますので、その人口を支える

ために山形村にはそういう企業が頑張っていけるという、そういう要素があると。企
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業自体が生きていける状況にあるという状況でありますので、こういったところをさ

らに支援をしていくことは大事だなというふうに思っていますし、また、雇用を促進

するにあたりましては、今まで私の任期中はリフォームを継続するというような形で

取り組んでまいりました。 

今年も2,000万円の当初予算を計上しまして、事業を紹介、応援してきたわけでご

ざいますけれども、村内のそういったリフォーム事業にかかわる皆さんたちの雇用に

ついては継続また発展をしてきたかなというふうに思っておりますが、雇用を促進す

るという形になりますと、今ある山形村の中の企業を発展させるということで、従業

員を増やすというようなことであれですけれども、私が考えておりますことは、この

近くに松本の臨空工業団地がありまして、今、４０％の土地が空いているようでござ

います。そういったところに企業誘致という形で、松本市が取り組むという、そうい

うところには山形村の近隣である利便性、生活空間の利便性をＰＲしながら、山形村

に住んでもらう、または従業員を採用する。そういったような形の取り組みをしてい

きたいというように考えておりまして、人口の減少に対する対策を考えている次第で

あります。 

  以上、長くなりましたけれども、以上で答弁とします。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） 長い答弁をいただきましたが、どうもいろいろなところにい

ろいろな支援をしていきたいということは何となくわかったのですが、では具体的に

何をやるのかというのはなかなか見えてこないのですけれども。 

こういった事例がありますので、これもお伺いしたいなというふうに思っておりま

す。ある自治体では、条件があるのですけれども、認められた地域へ移住した場合に、

経費の一部を補助している。それで総額の５分の１、最高200万円ということで、移

住・定住促進事業として、これはやられているところがあります。本村ではまだそう

いった施策ではありませんが、これは参考事例として申し上げておきますけれども、

移住するのにやはりその前に、そこに住んで、本当にそこがいいかどうかというよう

なお試しというケースもあるようです。 

これは現在、村でも調査中だとは思いますけれども、空き家が何軒かあるというよ

うなところを、住宅整備事業を行い、それでそのところを整備する補助をするという

ようなことで、そうすることによってこれも雇用の一部といえば一部になるのではな

いかと思いますけれども、そういったことをすることによって建築業、それから設備
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業者の方の雇用の一助にはなるのではないかというふうに思いますけれども、そんな

ような雇用の創出、村内における雇用の創出というような部分で行くと、そういうこ

とも考えられるのではないかと思いますが、その辺のところに関してはどのように考

えているかお伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 雇用の創出の関係でございますけれども、ご存じのとおり、

村は土地利用計画で、業務系、住居系というような指定で、その中で商工業の導入で

すか、特に最近ですけれどもアイシティの東側、ここは業務系になっておりますけれ

ども、２社ほど進出ということで、今、計画が進んでおります。さらに、その南側も

業務系に指定されているわけでございますけれども、いろいろな規制がありまして、

なかなか思うように進んでいないのが現状でございますけれども、そこら辺も村の工

業導入というようなことを考えれば可能な面も出てこようかというふうに思っており

ますので、雇用の面ではそういった業務系の土地に商工業の誘致ということで今後も

考えてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） 当然、企業の誘致、それから現在の商工業の活性化のための

支援というのは必要だと思います。 

そういった中で、もう１点だけお聞きしたいと思いますけれども、村長もこの議会

のときにお話しされていたように、Ｉターン、Ｕターンというようなケースもあるよ

うだと、そういうような方についても何とか帰ってきていただくようにしたいという

ことを申しておりましたけれども、そのような方が村に帰ってくるための情報発信と

いうことがかなり必要になるのではないかということでございます。それで、帰って

きたら、こういうことが、こういう場所がありますよ、こういう条件でありますよと

いうようなことを、いろいろな形で情報発信をするということも必要ではないかとい

うふうに思いますけれども、その辺のところの情報発信が少し足りないのではないか

というふうに思いますが、それもお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） Ｉターン、Ｕターンについての取り組みというのについては明

確な形での取り組みはしていないのが実情でございますけれども、今、三澤議員が言

われたとおり、帰ってきたときにきちんとした雇用が生まれ、そしてまた住むところ
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があるというようなことについては、今後、明確にして対応していく必要があると思

っております。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） それではそういう形で、いろいろと私もお聞きしたいことが

ありますので、最後に１点、地域おこし協力隊の活用が当村ではないわけですけれど

も、他町村ではあります。これはニーズがないからということと、地域おこし協力隊

の要件というのがありますので、そういった要件にマッチしないと、なかなかそうい

う方が来ていただいて活躍していただくことができないということになると思うので

すが、もう一度、地域おこし協力隊は先ほども受け入れも今のところ考えていないと

いうような答弁がございましたけれども、今後どんなような分野でというようなこと

でもいいのですが、考えがあったらお聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） これは竹野入議員の質問にもありましたので、そのときにお答

えしようと思っていた回答でございますけれども、山形村として地域おこし協力隊に

ついては取り入れていませんけれども、実際は来ていただいて、山形村を活性化をし

ていただきたいというふうに思っております。 

  しかし、それを受け入れて段取りをしてというか、地域おこし協力隊にやっていた

だくまでの仕事が対応できないという実情がありまして、その体制ができましたら、

即、協力隊をお願いしてやっていきたいというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） それでは、今後はそういうことで、村のほうでも、私はいろ

いろな、冒頭申し上げたようにいろいろな方から協力をいただいて村政運営をしてい

ただきたいというふうに思います。そんな意味で、村にも専門性を持った方が何人も

いらっしゃると思うのですよ。そういう方の活用をいただく意味でも、活躍の場を設

けていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

  それから最後に、財政状況の類似団体比較カードで見る村と他町村ということを申

し上げて通告したわけですけれども、今、分類としては村は「Ⅱ－０」という位置づ

けになると思います。これは長野県内ではたしか１０町村あると思いますが、それか

ら全国では同じ「Ⅱ－０」というのが１０７団体、私の調べたのでは１０７団体なの

ですけれども、他の自治体との比較でいきますと、これは総務省で出しているもので
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すから総務省のホームページを見ていただければわかると思うのですけれども、当村

の歳入の合計は１人当たり 39万 7,000円。他団体は 92万 5,000円。歳出合計は 38万

1,000円で、類似団体は88万7,000円と、歳入、歳出とも、ほぼ類似団体に比べて４３％

ぐらいという大変効率のいい運営をされている村であるというふうに思います。  

  ただ、その中で、１点気になっておりますのは、面積的には長野県で一番小さな村

になるわけでございますが、類似団体の職員数でありますけれども、これは１５人、

本村は８．５人というようなことで、１０７団体の中から言うと、全国でも３番目ぐ

らいの位置になっております。これを見ますときに、今後、この職員体制で行くとい

うことが今後の行政運営に支障がないかどうかということだけお聞きしておきたいと

思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今、三澤議員が言われたとおり、山形村の職員１人当たりの仕

事というのは大変厳しくなってございます。したがいまして、山形村の発展をさせて

いくにはもう少しきちんとした対応で増員を考えていくべきかというふうに私は思っ

ております。 

  また、一人ひとりの職員の質を高めるということで、人材育成にも力を入れている

のが今の実情でございますが、やはり職員が希望を持って村のために頑張るというの

が山形村が元気になる１つの要素だということで私も申し上げてきましたので、本当

に仕事がいっぱいで大変だというようなことを避けてやったり、また、その仕事に誇

りが持てるような形にしていくというようなことを育てながら、適正な山形村を活性

化するための人員は確保していかなければならないというふうに考えております。  

  以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 三澤一男議員。 

○１２番（三澤一男君） 答弁いただきました。今回、私は地域活性化策ということで、

人口対策、定住促進を主に質問させていただきましたけれども、村長は続投を表明し

ておりますけれども、任期中は明るく元気な村づくりを期待して私の質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で三澤一男議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         ◇ 新 居 禎 三 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位２番、新居禎三議員の質問を行います。 

新居禎議員、質問事項１「環境にやさしいごみ減量とリサイクルについて」を質問

してください。 

新居禎三議員。 

         （３番 新居禎三君 登壇） 

○３番（新居禎三君） 議席番号３番、新居禎三です。 

今日は、今ありましたように、ごみの問題と高齢者の免許返納という２つの視点か

ら質問したいと思います。 

  最初にごみの問題ですが、村では今年度、５カ年計画の第３次環境基本計画を策定

し、「ともに守り、未来へつなごう、山形の環境と暮らし」ということで将来の環境

像を策定しております。その中では、環境先進地になることを目指しています。その

際、実施した村民アンケートの中でも、ごみ処理とリサイクルについては重要度が高

い分野として評価されております。 

  そこでお伺いします。まず１点目ですが、資源ごみのリサイクル率は昨今、民間事

業者等の改修が活発になり、村のリサイクル処理量は減少しています。その分、村の

負担も軽減していると思われますが、新たに資源としてリサイクル活用できる品目等

を増やして回収する考えがあるかどうかを所見をお伺いします。 

  ２番目としまして、家庭で不要になったものを資源として活用するには、細かな分

別等で村民にも協力を求めているところですが、現在、村で回収している資源瓶に関

しては、色ごとに分けて袋詰めで出すようになっています。近隣と比べましても、よ

り利便性向上のためにコンテナ等で少量でも回収に出せるような方法を検討できない

かどうかをお伺いします。 

  以上２点、お伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは質問順位２番、新居禎三議員の質問にお答えします。

「環境にやさしいごみ減量とリサイクルについて」のご質問であります。 

まず１番目のご質問の「新たに資源としてリサイクル活用できる品目を増やして回

収する考え」についてでありますが、資源ごみの処理量、実績を年度ごとに見ますと、
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平成２５年度から減少傾向が見られ、紙と小型家電製品、布類は大きく減少が続いて

います。これは民間事業者の影響による部分が大きいと思われます。 

  一方、金物、ペットボトル、瓶類につきましては、一定量のものが維持されている

のが現状であります。また、資源ごみの経費の主なものは収集運搬委託料ですが、回

収の回数は前年度と同様ですので、経費としては軽減されておりません。このような

状況のため、新たに品目を増やすことは現状では考えておりません。 

  次に、２番目のご質問の「家庭で不要になったものを資源として」についてであり

ますが、少量でも出せるようにコンテナで回収を実施するためには、地域のごみステ

ーションを管理されている皆さんに新たに３種のコンテナを回収時間前に設置し、回

収後は片づける作業を行っていただくことになりますので、そのために十分な準備と、

何より村民の皆さん、区長さんをはじめ、地区の役員さんの協力が必要であり、関係

者で十分協議をする時間が必要であります。村民の皆さんからの要望を踏まえ、今後

検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 村長が言われるように、資源ごみの回収量自体は減っているの

は事実であります。ただ、回数はそのままであるということで、実際に車を見たわけ

ではありませんが、それぞれ回収業者の方が回収される際に果たして効率のよい回収

になっているのかどうかと考えれば、現状を見る中で、回数を減らしてでも品目を増

やしたほうがより環境にはいいのかと思いますが、その辺のお考えは今のところ全く

ありませんか。お伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 先ほども村長の答弁にございましたように、ごみの回収

の回数ですけれども、資源ごみもそうですけれども、長年この回数でやって、住民の

皆様も慣れた中で行ってきております。 

  特に可燃ごみ等は週３回というような回数でも行ってきておりまして、やはり山形

村の今までの習慣といいますか、ものを変えるとなると、相当に事前に住民の皆さん

に周知徹底をして、そして誤った日に出されて、それを役員の皆さんが手間をかけて

片づけると、そういうようなことが生じないような配慮が非常に大事だと思います。  

  確かにリサイクル率は本当に上げたいというのは、行政としても、本当に願いとし
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ては持っておりますので、いい方法があれば検討は十分これからもしていきたいとい

うふうに基本的には考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 言われるように、リサイクル率はそういう意味で、資源ごみ、

民間業者が集めているので、数字的にはかなり目標までには全然行かない状況である

と思います。 

  その中で、資源としての回収がほかの品目を増やす部分で考えますと、今言ったよ

うに、たしか一番近いところで始まったのが布類の回収ですよね。これも今、民間業

者がかなり集めている関係で、そんなには出ていないのではないかなと思いますし、

小型家電ですか、今、店舗や公民館等にボックスを置いていますよね。そこでの小型

家電の回収の実績は実際どのぐらいありますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） すみません。今日、今、ここに細かい、民間で集めてい

る小型家電の関係ですけれども、ご存じのように村内の大型店で回収をされているも

のですから、それがすべて村民の皆様が出されているかどうかということは把握はで

きていないのですけれども、ただ、１業者の方で調べましたところが、平成２７年度

の実績で、金属類ですと１１１．７３トン。今おっしゃっていました小型家電に関し

ましては６９．６トンを１年間に回収しているという話がございました。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 当然、大型店舗等にもありますから、村民以外の方も入れてい

る可能性はありますが、それにしてもああいう店舗、公民館等で集めただけで約７０

トン集まるという部分で、私が調べた範囲で近隣の市町村でやっていて山形村がやっ

ていない部分で、食用油の回収がされていないのですよね。 

  食用油に関しましては、大きな松本市や安曇野市、塩尻市等は回収されています。

町村でいきますと、ここが一番調べた中で長野県内ですごいのですが、箕輪町は普通

の可燃ごみ等と同じようにごみステーションで週１回、回収しているということなの

ですよね。松本市や安曇野市等は、いわゆる山形村の小型家電と同じような集め方で

す。公民館、役場等にポリタンクを置いて、そこに持ってきてもらう形で回収してい

ると。塩尻市は年に３回ほど日にちを決めて公民館等で一斉に集めているということ
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で、昨今言われますように、食用油は再生してバイオディーゼルエンジンの燃料にな

ります。松本市なんかはごみ収集車の燃料に使ったりしていると思いますが、長野市

は路線バスにも使っています。 

  そういう意味で、食用油を集めることは、今現在、山形村では可燃ごみに一定の処

理をして出せという形になっていますが、可燃ごみの、そんなには一気に量は減らな

いと思いますが、資源として回収する検討はできないかどうかお伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 収集の方法につきましても、例えば今、お話に出ました

小型家電ですが、山形の場合は役場１カ所のみで、あとは本当の小型、ボックスに入

る内容のものだけを集めているということで、それも地区の役員の皆様にご迷惑をお

かけしないようにということで、職員が定期的にそのボックスの中のものを回収して、

最終的には役場の民間業者が設置したものに納めると。それで業者に引き取ってもら

うと。そういうような形をとっております。 

  食用油につきましても、やはりリサイクルするということは非常にいいことだと思

うのですけれども、回収したものをどこにどのように活用させていくかというところ

が明確になっていなければ回収もできませんし、また、各市町村でもともと始めたの

は消費者の会ですとかそういった市民団体の皆様がやはりリサイクルをということで

始めたことが、どこの市町村も契機になっているかと思います。そういった中で、村

ではそういう各種団体が皆さん活動を停止されてきたという歴史もありますので、そ

ういったことも含めて考えていかなければならない問題かなというふうには思ってお

ります。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 食用油は十分再生する業者がこの平にもありますし、過去には

消費者団体が集めていたのかどうか詳しくは私はわかりませんが、消費者団体がやめ

たなら行政でやるべきではないかなと私は思います。 

  そういう意味で、ぜひ検討項目に加えてもらうのと、資源ごみではないですが、山

形村の可燃ごみ、平成２４年からずっと見ていますが、年間およそ１，２００トンか

ら１，３００トンの間でほとんど増減があまりないような状況であります。 

そういう意味でごみの減量という部分では、この間、対策としてさほどされてこな

かったのかなと思っておりますが、特に言われるのは可燃ごみのうち、これは全国平
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均ですが、水分が８０％近くではないかと。重量で行きますと。この水分を減らすだ

けで、かなり、当然、焼却灰等々の処理の問題も量が減ってくる部分で、水分を減ら

す、確かにごみの回収には書いてますよ、水切りをよくしてくださいという部分で。

その部分でさらに啓発等をして減らすという考えといいますか、そういう方法、もっ

とほかにも減らす方法はあると思いますが、何かお考えはありますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 議員さんおっしゃるように、本当に可燃ごみについては

水分を、重さで結局は量られてきますので、いかに水分を切るかということは非常に

大事なことだというふうに認識をしております。 

  今年度、ごみの分別手帳を２０１２年に出して以来、また今年度中に更新する予定

でおりますので、そういった機会に合わせて、また村民の皆様方にごみに対する認識

というのを深めていただきたいということは、１点考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） そういう意味で、１点お伺いしますが、山形村も生ごみ処理機

の購入に対しては補助を出しておりますが、この辺の補助申請の件数といいますか、

その辺の、もしわかりましたらお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） ここ最近、やはり太陽光等は申請があるのですけれども、

ごみ処理機の件数は下がってきておりまして、昨年度はたしか１件だったというふう

に記憶しております。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 今、住民課長が言われたように、なかなか自分の家庭で処理機

を買ってということが減ってきている中で、先般、委員会の中で視察に行った福井県

の町ですが、こちらは民間のＮＰＯが回収していると言いましたが、生ごみを回収し

て、回収は民間の団体が回収して、町で堆肥化をしていると。それをさらに、堆肥を、

特にお年寄りの生きがいもありますが、家庭用につくっている野菜等の栽培に配布し

ながら、少し余計につくってもらって、お年寄りの生きがいを兼ねて、さらにそれを

町の特産ではないですが、有機栽培の野菜としてアンテナショップに出したところ、

かなり売れているという話を聞きました。これはやはり回収の手間が一番かかるので、
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民間のＮＰＯがやっているのだと思います。当然、堆肥化する施設は行政がやってい

るにしても、お金もかかります。 

  それ以外の事例でちょっと私が調べた中で、家庭でとりあえず生ごみを一次発酵ま

でしてもらう。小さなポリバケツです。ポリバケツの中に生ごみを入れて、そこへ行

政が配った堆肥、生ごみを処理した堆肥を混ぜることによって発酵が促されて、それ

を１週間ぐらい各家庭で発酵してもらうと。それを行政のごみ回収の日ではないです

が、週２回やっていると言いましたが、ポリバケツをそこに、大きなコンテナみたい

なものだと思いますが、そこへ出してもらうと。それを最終的に行政で堆肥までにし

て、回収していると。これで、やはりこれをやると、いわゆる可燃ごみの水分がほと

んどなくなったと。 

  山形村、年間１，３００トンの８０％の水分がなくなれば、かなり減ると思います

が、そういう意味での可燃ごみの減量という部分で、検討はされていますか。環境基

本計画の中で減量も書いていますが、お伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） そういった新しい方法での減量というところまではまだ

具体的なそういう検討までは入っておりませんので、今日もお話をお伺いしましたの

で、今後研究をしていきたいと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 今言いました一次発酵は、滋賀県の水口町、今、市町村合併で

甲賀市になっていますが、合併後は広くなった地域でもやっているそうであります。  

  なぜここがこれを成功したかと言いますと、山形村とよく似ているのですよね。こ

この町は可燃ごみ回収ごみ袋が高いのです。１枚約30円弱。山形村はもうちょっと高

いかもしれません。そういう意味で、町民の負担も大きかった部分で、これをやるこ

とによって、だから４，０００世帯ぐらいだったそうですが、始めたところ、最初に

バケツを買ってもらうのが、４分の１、町が補助を出しているということですが、幾

らか、1,000円ぐらいの負担がいるそうです。でも、ごみ袋を週１回出すにしても、

負担していることを考えればということで、４，０００世帯ぐらいの町で、３，０００

世帯ぐらいがそれを始めたという部分で、山形村のごみ袋が高い、高いという声は村

民からよく聞こえる部分で、値下げをしましたが、まだ近隣に比べると高い部分で、

ぜひこういう部分を検討していただいて、ごみの減量、ある意味で可燃ごみの中の生
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ごみの資源化という部分で、先ほどの資源ごみのリサイクル率も当然、この中に反映

してくると思います。ぜひその辺を検討をお願いして、ごみのリサイクルの方は終わ

りたいと思います。 

  続いて、瓶の回収ですが、先ほど来、村長の答弁にもありましたが、たしか一昨年

でしたか、実験的にやるのでということでコンテナの購入に村で予算をつけたと思い

ますが、その辺の実験の結果はどうだったのか、お伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 実験的のところについては、区との調整が十分にできず

期限が来てしまったので、実際には実施されていないという引き継ぎを受けておりま

す。 

  また、先ほど来のコンテナ回収につきましては、やはり始めるのであれば全区一斉

に行っていかないと、先ほどの回収の手間ですとかコスト等の問題もありますので、

またそれは区長さん、あるいは区長代理さんの入られている環境整備委員会等の場が

ございますので、十分地元と協議をして、機が熟したところで、ご理解が十分いただ

けたところで、一斉にできればというふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 瓶に関しましては色分けして袋詰めということで、あまり、色

ごとに分けていますから、たまる色は結構袋にたまるのですが、少量の色の、変な色

の瓶とかはなかなか袋いっぱいにならない。かといって少量で出すと、先ほども言い

ましたように山形村の袋は高いです。ということで各家庭で保存といいますか、保管

場所に苦労しているのが実情であります。 

  ぜひコンテナ回収をお願いしたいのですが、これも先ほど言いましたように、当然

区の役員の皆さん等の負担は出るかもしれませんが、公民館や役場等でのコンテナの

回収はできませんか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 今すぐ準備といいますか、検討、今まで役場で回収する

というようなことを検討はしてきておりませんので、また今後の課題として承ってお

きたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 
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○３番（新居禎三君） ぜひ検討していただきたいと思います。 

  こんなことはないと思いますが、結局、埋め立てごみに割って砕いて出されてしま

うと、それこそ村の焼却灰、サンクスＢＢが容量が少なくなってきていますので、そ

ういう意味でも資源にできるものはもう１００％資源にできるような体制をぜひ検討

をお願いして、環境の先進地をぜひ目指していただきたいと思います。 

  これで１つ目のごみ減量とリサイクルについては質問を終わりたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。次に、質問事項２「高齢者の運転免許返納につ

いて」を質問してください。 

新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 今、奇しくも全国一斉に交通安全運動が行われておりますが、

最近、特に高齢者による重大自動車事故等の報道がしきりにされ、社会問題となって

おります。 

  山形村では６５歳以上の免許保有率が約７３％と、県内でも高率の保有率でありま

す。幸いに重大事故こそ発生しておりませんが、今後も高齢者が増えてくる中におい

て、何らかの対策を検討する必要があると思います。高齢者自身が自主的に返納しや

すい環境づくりについてお伺いします。 

  １番目としまして、自動車運転免許返納者に対してほかの移動手段の利用に対する

支援策が何か考えられますか。また、２番目として、福祉バスの利便性向上等が今、

検討されておりますが、福祉バス以上のきめ細かい移動手段の提供をする予定、また

は検討されているか、お伺いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、質問事項２「高齢者の運転免許返納について」のご

質問にお答えします。 

  まず、１番目の質問の運転免許返納者の移動手段利用に対しての支援策についてで

ありますが、具体的な支援策は現時点では村にはございませんが、タクシー協会の行

っている運賃割引や福祉バス等のご紹介と免許返納に伴う日常生活の不安要素につい

て、地域包括支援センターで相談を受けております。 

  次に、２番目のご質問の福祉バス以外の移動手段の提供検討についてでありますが、

本年度、福祉バスの運行見直しを行っており、その中で路線バスや西部コミュニティ
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バスなど、現在ある移動手段の有効活用も合わせて検討しております。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 最初の支援策は、具体的に今、考えていないということであり

ますが、来年３月より改正道交法が施行されます。高齢者の免許更新の際に、今まで

もありましたが、更新の際の認知症検査で一定の要件になると医師の診断が義務づけ

されるそうです。県内の県警本部長の新聞記事が出ていますが、恐らく来年３月以降

は年間２，０００人ぐらいが医師による診断が義務づけられるのではないかというこ

とで、そこで最終的に認知症または認知症の疑いと判断されると、免許の取り消しま

たは停止になる可能性が大であるという部分で、今現在は免許の返納は自主的な部分

でありますが、今後こういう検査で、診断で引っかかったといいますか、言葉は悪い

ですが引っかかると、免許証返納しなければいけなくなる人が出る可能性は多々ある

と思います。 

  その際に、結局、なぜ山形村の免許保有者が７３％か。免許返納すると、移動手段

が不便であるというか、なかなか移動できなくなる可能性があるということで、皆さ

ん、自分でわかりながらも車を運転している方が多々いらっしゃると思うのですが、

今度それが仮に検査で引っかかった場合、いよいよ運転できなくなる。その可能性が

出てきますので、その際に現状の村の中の移動手段がありますが、それに対してタク

シー協会は長年県内で全部やっていますが、それだけで果たして本当にいいものかど

うか。再度、お伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 新居議員さんおっしゃるとおり、この問題は村だけの

問題ではなくて広域的に取り組むべき問題と考えております。 

  当然、現在福祉バスの見直しをしておりますが、それだけでは当然、交通手段の部

分では不足している部分があるかと思います。近隣でいきますと、デマンドタクシー、

乗り合いタクシー等の利用をされているところもございますけれども、当面としまし

ては、来年度に向けて予定をしております福祉バスの見直し、運行状況をまたできる

だけ早めに検証した上で、皆様のご意見を聞きながら、そういう乗り合いタクシー的

なものも今後検討が必要なようでしたら、課内等で調整していきたいというふうに考

えております。 
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  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 今、課長が言われたように、乗り合いタクシーやデマンドバス

が現在考えられる中でベターな方法かなと私も思いますが、それを実施するには、当

然、検討を含めて、費用も含めて、かなりな部分、時間もかかると思います。  

  そういう意味で見ますと、これも継続的にやっているところはなかなか少ないので

すが、いわゆる既存のタクシー利用に対する補助だとか、路線バスの補助等をされて

いる市町村はかなりあります。 

  そういう意味で、来年３月から道交法改正ですが、早急に何かしら検討していかな

いといけないと思いますが、事例を申し上げますと、安曇野市はバスの回数券「あづ

みん」、市でやっている回数券を9,000円補助していると。飯島町は福祉タクシーの券

を、初乗り運賃月３回補助。これは何年続くかちょっと私そこまで調べていないので

すが、月３回、タクシーの初乗りですから、距離が延びると、当然自己負担が出ます

が。喬木村もタクシー券の補助、700円。700円ということは今のほとんど初乗り運賃

だと思います。これを３６枚補助していると。あと県外ですが、電動自転車の購入に

対して補助しているところもあります。 

  そういう部分で、２番の部分で、乗り合いタクシー、デマンドバスが一番いいので

すが、それ以前の検討課題として、今言ったような部分を検討する余地はないのかど

うかお聞きします。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 長野県内でも２３市町村ほどそのような町営バスの割

引ですとかタクシーの割引を導入されているところがあると聞いております。  

  いずれにしろ、タクシーの回数券とかも金額、回数的には限度がございます。恐ら

く通常の車の運転をしていたようには利便性は向上しないと思いますので、そのほか

車以外の移動手段のほかの支援策としましては、買い物のお手伝いですとか、社教で

やっている「たのみましょ」、あと、食材の宅配サービス等いろいろそういう部分で

は、免許を返納された方が外に出づらくなった場合の補完的なそういうサービスもあ

りますので、移動手段のみではなくて、そういう部分も総括的に、ご相談に来た方に

包括の方でお話をさせていただいて、普段生活に困っていることがありましたら何で

もご相談いただいて対応するようにしております。 
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  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 新居禎三議員。 

○３番（新居禎三君） 生活支援全般、それはもちろん必要なことであります。 

  ただ、やはりお年寄りも家の中にこもってしまいますと、より、言葉は悪いですが

老け込んでしまうというか、やはり外に出て、いろいろな新鮮な空気を吸いながら生

きがいづくりをしていくという部分も大事なことだと思いますので、ぜひ検討をお願

いしたいと思います。 

  先ほど課長から答弁がありましたが、そういう意味で、これは簡単にはいかないと

思いますが、福祉バス、プラス、デマンドまたは乗り合いタクシー等も、引き続き検

討をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で、新居禎三議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 赤 羽 千 秋 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位３番、赤羽千秋議員の質問を行います。 

赤羽千秋議員、質問事項１「災害への備えは」を質問してください。 

赤羽千秋議員。 

         （１１番 赤羽千秋君 登壇） 

○１１番（赤羽千秋君） 議席ナンバー１１番、赤羽千秋議員です。 

  それでは「災害への備えは」ということでもって６点ほど質問いたします。 

  平成２８年、今年の４月には熊本県、１０月には鳥取県と、多くの地震に揺れた１

年でした。鳥取県は昭和１８年震度７．２、平成１２年に続き、今年も震度６弱と大

きな地震に見舞われました。これらの地震は南海トラフのひずみが蓄積し、断層帯が

動くことにより発生したと想定されています。 

山形村も９月４日に総合防災訓練を実施いたしましたが、「災害への備えは」とい

うことでもって、１番目としまして、避難地トレセングラウンドは仮設住宅６４戸の設

置、収容人員１万１，５００人となっていますが、これは可能なのか。また、今後新

たな防災拠点の確保の計画は。 

２番目としまして、各区の公民館等１１カ所の避難所に５，１６５人の収容可能と

なっていますが、寝泊りまで想定しているのか。 

３番目としまして、避難所へ向かう道路の安全性の確認は。例えばブロック塀など
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の建て替えの補助は。 

４番目としまして、全村家屋の耐震性の現状は。今後、耐震化補助制度の考えは。 

５番目としまして、現在のハザードマップはいつごろ作成したものか。今後の更新

は。 

６番目としまして、災害時の要援護者について。高齢者や障がい者など、特別な配

慮が必要な方に申請・登録してもらい、援助の際に役立てるという制度が平成２１年

度から始まっていますが、山形村の登録者数は。また、今後の対策は。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位３番、赤羽千秋議員のご質問にお答えします。質問事

項は「災害への備えは」のご質問でございます。 

  まず１番目のご質問の避難地トレセングラウンドと新たな防災拠点の確保について

でありますが、仮設住宅は縦横１０メートルで可能と想定しております。収容人員は

地域防災計画では１万１，５００㎡に１万１，５００人と記載をされています。１㎡に

１人ということになります。 

  防災拠点の確保については、村と地域の実情に合わせて調整をしながら進めていき

たいと思います。 

  次に２番目のご質問の各区の公民館等の寝泊りについてでありますが、こちらも地

域防災計画に載っていますが、寝泊りの想定はしています。 

  今後、安全管理として重要なことですので、村の地域防災計画において検討、見直

し等を行っていきたいと思います。 

  次に３番目のご質問の道路の安全性確認、ブロック塀などの建て替えの補助につい

てでありますが、現在のところ、具体的には考えておりません。 

  今後、他市町村の状況も参考にしながら、検討するとともに、災害に対する意識を

高めていきたいと考えております。 

  次に４番目のご質問の家屋の耐震性の現状、耐震化補強制度についてでありますが、

村としては全村家屋の耐震調査は実施しておりませんので、正確な戸数の把握はでき

ておりません。 

  国の耐震診断を行う判断基準は、昭和５６年５月３１日以前に着工した一戸建ての
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在来木造住宅が対象となっていますので、村ではおよそ全体の４分の１にあたる

１，０００棟ほどが対象になると思われますが、中には増改築された家屋もありま

すので、その場合は耐震診断の対象から外れてしまいますから、実棟数はさらに下が

ります。 

耐震化補助制度につきましては、現在、村でも補助金を出す制度はございます。  

内容といたしましては、昭和５６年５月３１日以前に着工した一戸建ての在来木造

住宅で、補助事業による精密診断を受けた結果、危険あるいはやや危険と診断された

住宅で、一定要件を満たす補強に対して90万9,000円を限度に補助を行う内容となっ

ております。 

次に５番目のご質問のハザードマップの作成、更新についてでありますが、ハザー

ドマップと呼ばれています地図は長野県が平成１８年７月に指定しました土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の地図であり、平成２２年度に一部下竹田地区を加

えたものが現在のハザードマップとなっています。 

直近の見直し調査は今年２月にありましたが、対象地区の利用形態に変化がないこ

とから、特に見直す予定は現在のところありません。 

なお、指定区域数は、警戒区域５７カ所、特別警戒区域２４カ所となっています。  

次に６番目のご質問の災害時要支援者の登録者数、今後の対策についてであります

が、村内の登録者数は１１月末現在４７４名で、そのうち自主防災会へ名簿提出に同

意いただいている方は３２１名となっております。 

今後の対策については、同意いただいていない方へ制度の周知を行い、同意をいた

だけるように啓発していきたいと考えています。 

以上で１回目の答弁といたします。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 避難地の場合、障がい者の避難地というのは特別に設けてい

るのか。トレセンのグラウンドの中には一般の人と対等に考えているのか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 避難所につきましては、福祉避難所というものを１カ

所、山形村では保健福祉センターいちいの里に設けております。そちらの福祉避難所

については、障がい者の方で介護の認定を受けている方、妊婦さん等は通常の一般の

避難所とは別にそちらの方で受け入れるように予定をしております。 
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  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） それと、例えば仮設住宅ですけれども、この場合、特にトイ

レなんかが１つは問題になるかと思いますが、避難した場合、車いすの場合、普通の

一般的な仮設トイレは車が入らないですが、その辺の仮設６４戸建てる中にもそうい

ったことも考えているのか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 村の地域防災計画というのがあります。なかなか一般質問

の際にも多くの議員さんから災害に対してのいろいろなご意見の中で、いろいろなご

意見がありまして、その中でやはり、高齢者の方もおりますし、障がい者の方、いろ

いろなことがあります。 

  やはり地域防災計画につきましても、見直す中で順次、時代に合ったものに変えて

いかなければいけないということでありまして、仮設住宅につきましても車いす等も

対応できるようなことで今後実際の場面では考えていくというか、運用していきたい

というようなことで考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） よろしくお願いいたします。それと、やはりあとは避難地へ

来るにあたって車での移動が多いかと思うのですが、例えば今、山形村の１１月１日

現在の世帯主が２，９５７世帯。これが例えば、全員が車で移動したとなりますと、

駐車場と道路の混雑とが非常に心配されるわけですが、駐車場等についてはどうお考

えでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 災害もいろいろな災害があるかと思いますので、一概には

言えないと思いますけれども、やはり災害となると、もう車の移動ということ自体が

非常に難しいかというようなことでは考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） それと、トレセンが避難地になっていますけれども災害はい

つなんどき、どういうタイミングで起きるかわからないということはご承知のとおり

ですけれども、例えばトレセンの周りの、トレーニングセンター、この体育館には
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１，０６８人。ふれあいドームで１，１６２人。ミラ・フードで６９０人。２，９２０

人の収容ということになっていますけれども、やはり箱物である以上、これも実際に

使えるかわからないわけですので、そういった意味からももっと災害に適した、季節

に合った、あるいは屋根があるような収容施設というものも今後必要かと思うのです

が、その辺からはどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） どのような、いろいろな災害があるかと思うのですけれど

も、村におきましては中央というか役場周辺にいろいろ村の公共施設があります。あ

と、それぞれの区におきましては公民館等もございますので、そこが中心になろうか

と思いますけれども、それだけではやはり足りないようなケースも多々ありますので、

そこら辺は仮設住宅なり、また緊急に設置するようなものについて考えていかなけれ

ばいけないというようなことでは思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 災害が起こってからいろいろ対応しても遅いと思うのですよ

ね。やはり災害のないときにそういった対応をきちんとして、より安全に避難地へ行

けるような、そういった場所。例えば普段土地をそこでもって遊ばせておくというよ

うなことではなくて、運動場でもテニスコートでも何でもいいですが、そういったも

ので普段は使っていて、いざというときにはそこも避難地に使えるようなものを考え

ていただけないでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 確かに、それぞれの地区において公園とかそういうものが

あるものですから、そこら辺も今後は地域防災計画の中に取り入れた中で、少しでも

実態に合った、住民の皆様が安全にお過ごしできるような形には順次変えていかなく

てはいけないというようなことでは考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） やはり、より安全な山形村という評判に対して、より安全な

山形村というものを打ち出すということは、やはり人口の減少ということにもつなが

ってくるかと思いますので、そういうことはもっと行政としましても真剣に考えてい

ただきたいと思います。 
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  次、２番目の質問に入ります。 

  各区の公民館、今、１１カ所とあって、これも５，１６５人の収容となっておりま

す。寝泊まりは想定ということですけれども、例えば上大池のコミュニティセンター

３６０㎡で２２４人の収容。中大池の語部の館が２，２０７㎡の１５０人の収容とな

っていますけれども、実際、本当にこれだけの人が入れるかというのはやはり疑問な

のですよね。それを、これも皆さん、五体満足な人だけならいいのですけれども、緊

急でもってという場合はやはり車いすとかいろいろの人たちがいるものですから、実

際に緊急でもってこれだけの人が入れるかどうかという点では非常に疑問だと思いま

すので、そういう緊急のときに対しても、いちいの里等でもってカバーするのか。  

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） この何年かの間に、日本のあちこちでいろいろな災害等起

こっています。そこら辺のいろいろ実際の事例等もいろいろ村に情報として来ており

ますので、そこら辺も合わせた中で、本当に村に合ったものはどんなものかというこ

とも考えていかなければいけないものですから、地域防災計画の見直し等に合わせた

中で、いろいろ住民の皆様のご意見等も含めた中で、今後の課題かと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） こういう災害の訓練ということは日々必要なことだと思いま

す。先日、２月１０日、先日ですか、社会福祉協議会で災害ボランティアセンターの

起ち上げということで訓練がございました。これに一言添えますと、やはり行政から

の参加する人たちが、福祉は別としまして、そこの場で私の見る限り、１人参加して

いただけだったのですよ。やはりこれは村全体で一人ひとりがもっと危機感を持って、

こういったところへは積極的に参加してもらいたいのですが、そこら辺のところはど

うでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 災害におきましても、村は村としてできること、それから

地域の住民の皆様は住民の皆様でやっていただかなければいけないこと、いろいろあ

るかと思います。やはり自分のできることは、自分のそれぞれの分野におきましてで

きる範囲でやっていただくということがありますけれども、やはり村としてもそうい

う災害に対するＰＲというものが非常に足りないということは十分認識しております
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ので、今後そこら辺も含めた中でそれぞれ周知等も含めて対応していきたいというよ

うなことで考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 確かに強制するものではありませんけれども、これから協力

をよろしくお願いいたします。 

  それと、やはり災害に備えて、抜き打ち的に職員の招集訓練なんかを行う。そうい

ったことは今後どうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） よく、市においては抜き打ちでとか、県においてはやって

おります。村においてそういうことはあまりやってきた経過はないかと思いますけれ

ども、やはり今後、それぞれの職員、村内ばかりではなくて、結構塩尻とか松本とか

にも在住の職員もおりますので、今後の課題かと思いますので、そういうことについ

ても実施の方向に向けた中で考えていきたいというようなことで考えています。  

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 村外の人もたしか、それはそうですけれども、やはり山形村

の役場に勤務している以上、山形村が災害があった。そのときの招集のときはもう待

ったなしでもって招集に従う。それはもう絶対に必要なことだと思いますので、その

辺を踏まえながら、今後ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

  それから、来年の３月に防災無線が完備されるわけですけれども、緊急でもって情

報をいち早く知らせるというような１つの手段に過ぎないと思うのですが、村の人一

人ひとり全員に、いち早く避難する。これはやはり我々五体満足な者だったら、スピ

ーカーの数もいろいろと増やして聞こえるようにはなると思うのですけれども、障が

い者、耳の遠い人とかもいるわけですね。そういった人たちの対応というのはどのよ

うに考えていますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 今回の防災行政無線の整備の関係でございますけれども、

耳が全然聞こえないという家庭もあるように聞いております。そういうことについて

は、今、文字で出るというような方法もあるということでございますので、そういう

ご家庭につきましては文字でわかるような設備を村で提供したいというようなことで
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考えておりますし、あと、それぞれいろいろな障がいを持った方もおりますので、そ

れにつきましては福祉課と調整しながら、地元にいる近隣の方が少しでも手助けして

いただいて、災害から逃れるようなことで対応していきたいというようなことで考え

ています。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 多分、これは絶対に必要になってくるかと思いますので、新

年度に向けてぜひ予算化をしていただきたいと思います。 

  それから、これも２９年の５月からですけれども、災害避難用費用の補償というこ

とでもって保険に今度入れるようになります。これはそういったときの補償が、いち

早くできて、皆さんに手厚い補償ができると思うのですけれども、その辺のところは

今のところはどんな考えでいますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 保障の内容等を十分に確認し、内容を検討した中で必要な

ものについては村としても加入等を考えていきたいというようなことで思っています。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） これは今年の５月からです。もしこういったものも先行に検

討していただいて、予算化できるのであれば予算化していただきたいと思います。 

  それから、次の３番目の、避難所へ向かうときの安全性の確認ですけれども、今年

も９月４日に総合防災訓練を実施して、第１次避難所に集合して第２の方に移動とい

うそんな訓練ですけれども、これも実際に災害があって、そういった向かうときに、

塀とかそういったものが倒れていれば、なかなか安全に、無事に避難地へ到達できな

いと思うのですが、今後その辺のところは現状をもう少しきちんと調べていただいて、

危険度の高いものには補助を出すとかいう考え方はないでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 非常にそこら辺、重要なことと思いますので、近隣の市町

村の実情、そのほか全国的にいろいろな事例等を調べた中で、住民の方にとって必要

なものについては村としても対応していきたいと考えています。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） やはりこれも一人ひとりが安全に避難できるように、そんな
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処置も早めに手を施していただきたいと思います。 

  続きまして、４番目の全村の耐久性の問題ですけれども、これは、こういったマニ

ュアルは非常に、白馬村なんかは手厚い補助を出しております。危険性のあるところ

には、先ほど４分の１ですか、90万9,000円の補助があるという現状ではございます

けれども、白馬村なんかは２分の１ぐらい。そういう危険度のあるところはそういっ

た補助を出しているようですが、今後そういった補助を、もう少し手厚い保護をとい

うことは考えていないでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 籏町建設水道課長。 

○建設水道課長（籏町通憲君） 村の補助の基準でございますけれども、実は去年の段

階で県の部分、補助の基準がちょっと下がっております。県、国の補助だと60万円が

限度なのですけれども、それに村は上乗せをするような形で90万9,000円という形を

とっておりますので、今後、２分の１までの補助ということは、現時点では考えてご

ざいません。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） この辺も前向きに検討していただきたいと思います。 

  続いて、ハザードマップの件ですけれども、これも非常に、現状のハザードマップ

ですけれども、今、村の学習カレンダーの最後の方に地震危険度マップ、あるいは安

全マップ、安全な避難ルートを確認する際の目安にしてくださいということで、全戸

に配布してあるといえばそれまでですけれども、現状では小さくてなかなか見にくい

のですよね。もう少しこうったものを大きくして、全戸に配布するようなことができ

ないでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

 籏町建設水道課長。 

○建設水道課長（籏町通憲君） 地震のマップにつきましては、以前、Ａ４の形で全村

に配布をしておりますけれども、それでわかりづらいということであれば、今後どん

な方法がいいのか検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） ぜひともそれも検討していただきたいと思います。 

  それと、今年の１月に雨氷災害があったわけですが、こういった倒木も補助がつい

て、整備が徐々に進んでいくかと思うのですが、整備された後の対応というのは現状
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どのように考えていますか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 雨氷の被害の関係ですけれども、災害ということでは

なくて、大きな自然現象だというようなことで国は捉えているのですけれども、とりあ

えずは現状復旧という形の中で森林整備を行った上で、その上でまた必要があれば、

他の事業によって間伐とかも含めた中で対応していきたいというように考えておりま

す。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 現状の中でがけ崩れとか地滑りとか、危険箇所の確認という

のはできているわけですか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 崩壊等の箇所につきましても現地調査は行っておりま

すし、それに対応すべく、村でできないことにつきましては県の治山事業等の取り入

れ、保安林の指定とかいうことも含めまして対応をしていく状況であります。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 私も林業総合センター、塩尻ですけれども、どんな苗木がい

いか、確認を入れてみたのですが、標高が高いということもあって、ヒノキなんかは

なかなか木の成長があまりよくないと。現状を見ていないからはっきりしたことは言

えないけれども、ナラとかアカマツ、カラマツ、どちらの木を植えるにしましても、

まだ現状を見ていないのではっきりしたことは言えないということで、いろいろ調べ

ていただいて連絡をもらうようになっていますけれども、やはり木を植えた後の手入

れが必要だということは言っていました。 

  それで、やはり危険箇所等には、あるいは看板の設置とか注意を促すような処置と

いうのはできているのか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 特に看板等の設置はしてはございませんけれども、や

はり沢沿い等、まだ倒木が多数あるところでもあるものですから、それにつきまして

は県の事業と合わせながら、村単独事業で現在整備を考えております。 
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○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） これから冬に向かっていくわけです。またこれが春先になっ

て、土砂崩れとか雪崩とか、そういった危険性もあるわけですから、危険な箇所には

やはり何らかの形でもって警告等をお願いしたいと思います。 

  続きまして、６番目の災害時の要援護者についてですけれども、これは大分、山形

村も進んでいるようなのですが、これも非常に難しい部分はあろうかと思いますけれ

ども、こういった人たちの現状、名簿はあって、実際に福祉課でもってそういったも

のがすぐわかるような形にはしてあるのか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 災害時要支援者名簿の関係につきましては、先ほど村

長が答弁申し上げました３２１名の同意をいただいている方につきましては、各区の

区長さんを通じまして自主防災会に、更新が毎月というわけにはいきませんが、年２回

ほど更新をした名簿をお渡ししております。 

  同意をいただいていない方につきましても、保健福祉課で厳重に保管しておりまし

て、有事の際はすぐ提供できるような体制をとっております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） 書類でわかる、それはいいのですけれども、白馬村なんかは

地図に印をして、どこにどういうという、名前までは……。ここにはそういう人がい

る、ここの家にもこういう人がいると、そういった管理をしているということなので

すよね。ですから、書類をその都度開くのではなくて、一目見てわかるようなものを

つくったほうがいいと思うのですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 答弁願います。 

  堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 山形村でも、山形村の地図情報システムで一応要支援

者名簿の所在地の点といいますか、チェック、位置情報はつけておりますけれども、

今、システム上、それが課題としましては、何かあったときにすぐ大きな模造紙等に

印刷してここに誰がいるということまではシステムをまだ構築していない状態ですの

で、その辺は今後の課題かと考えております。 

  以上です。 
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○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員。 

○１１番（赤羽千秋君） これも災害時にすぐわかるようなものがあれば、一刻も早く

手を差し伸べていくことができるかと思いますので、そんなことをぜひお願いしたい

と思います。 

  災害におきましては、やはり我々五体満足な者はともかく、そういった障がい者に

対しての手厚い保護という手がなかなか見えていない部分もありますので、今後そん

な村に、ぜひ村長も陣頭指揮をとっていただいて、そんな村になっていっていただき

たいということを最後に申し上げまして、私の一般質問は終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で赤羽千秋議員の質問は終了しました。 

ここで休憩をいたします。午前１１時まで休憩。 

（午前１０時５０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 議会を再開いたします。 

（午前１１時００分） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 小 林 武 司 君 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員、質問事項１「有害獣被害防止柵設置について」

を質問してください。 

小林武司議員。 

          （５番 小林武司君 登壇） 

○５番（小林武司君） 議席番号５番、小林武司です。「有害獣被害防止柵設置につい

て」を質問させていただきます。 

  獣害、鳥を除いた獣害被害を防止するために、村は２７年、たしか１０月だったと

思いますけれども、有害獣被害対策委員会を設け、検討協議してまいりました。そし

て、その結果、防止柵の設置が有効と村長が判断されたわけでございます。 

  それに伴い、柵の種類、設置ルート、費用等を示したわけでございます。高さ２メ

ートル、４段の電気柵、山裾沿い総延長約１８キロメートル。費用も部材費というか

材料費のみで約１億円。そのように示されたわけでございます。 
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  それとともに、この計画を推進するとすれば、その前提条件として地権者の了解を

得ることがまず必要。それから柵の設置作業、またその後の維持管理等は区、地域住

民による協働方式とし、合意を得ることも必要と、お話というか、依頼されたわけで

あります。 

その後何カ月か過ぎて、結果がどうなっているか。また、２９年の予算にも結果に

よっては反映させなければならないということで質問をさせていただくわけでござい

ますけれども、まず、現時点での地権者、大勢ですが、その方の動向といいますか、

意見等あると思いますが、それの状況。また実際に担当する区とか地域住民の皆さん

の賛否の状況は、わかる範囲で結構ですけれども、どういう状況でしょうか。またそ

の判断によって変わるかと思いますけれども、今後の方針をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位４番、小林武司議員の質問にお答えします。質問事項

「有害獣被害防止柵設置について」のご質問にお答えします。 

  １番目のご質問の地権者、区、地域住民の賛否の状況と２番目のご質問の情勢判断

と今後の方針についてでありますが、関連がありますので、あわせてお答えをします。 

  今年の８月に全区長の皆さんへ本年度の有害獣の被害状況と被害対策の有害獣被害

防止柵設置計画について、村の考え方を説明し、連絡班・地域住民の方へ伝えてもら

い、意見をいただくようにお願いをしました。 

  平成２６年度は熊の出没が多く、また、人的被害も発生しましたが、２７年、２８

年については熊の出没は少なかったこともあり、地域が山裾沿いに接しているかによ

って、区の中でも意見が分かれています。 

  また、設置について、村が資材を提供し、作業は地域と協働して実施していくこと

について、作業内容や作業時間も具体的でないことから判断ができないとの意見も多

くありました。 

  まだ全区からのご意見やご要望等はいただいておりませんが、全体的に防止柵の必

要性、また具体的な作業内容等、地域に理解が得られるよう、詳細な説明が必要だと

感じています。 
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今後につきましては、少し時間は要しても、各地区で説明会を開催し、設置や維持

について理解をいただきながら、地域と共有できる方法を調整していきたいと思って

います。 

しかしながら、毎年熊等の出没があることから、地域住民の安心・安全を守るため、

本年は鳥獣被害対策実施隊やシルバー人材センターに依頼し、巡回パトロールを実施

しました。また、ハード面では、里山沿いの緩衝帯整備も実施をしています。  

以上、１回目の答弁を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） 大分状況がわかって、皆さん協力体制なのか、反対の人が多い

のか、数字的にわからないということで、一応、今の時点ではまだまだこれから説明

を細かくして、計画の推進はしていくということで、そんな判断をしていいわけでし

ょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かに、全区からの意見をお聞きしながら進めておりますが、

数値的な要素は決まっておりません。 

  委員会としては設置が有効であるというようなお話をいただいていますので、とに

かく地域の皆さんたちと相談しながら判断するという前提で進めているというふうに

ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） 問題はいろいろ耳に入ってくるわけですけれども、どちらかと

いうと反対というか協力できないというような意見が結構聞こえるものですから、説

明不足だったということもあるし、確かに地権者にしてみても、もし木を伐採するよ

うな場合に非常に障害になる。また、切った木を搬出する場合にも２００メートルに

１カ所ぐらいの入り口だとか搬出道路みたいなものを新たにつくらないと簡単に出せ

ない。また、壊した場合には村の施設ということで、弁償は地権者の方になるという

ようなことになっているということで、全員の地権者から簡単に了解を得るのも難し

いかと思われます。 

また、区や一般の住民ですけれども、非常に細かい説明をしていくと、設置そのも

のも大変ですけれども、後の維持管理等が大変な作業。それを区の当番制で、誰がや

るとか決めたり、そういうのを了承してもらえるか。また、一般的な何人かの口から

は、費用対効果もちょっと疑問だと。 
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また、いろいろな意見があるわけですけれども、非常に被害が大きいのが猿とハク

ビシン、これが農業被害が特に大きいわけですけれども、最近、年にもよりますけれ

ども、イノシシも少なくなっているようです。 

その猿とハクビシンなのですが、電気柵があまり効果がないのではないか。もとも

と猿は学習能力が非常に高いわけだし、また電圧も６，０００ボルト程度で、猿には

あまり効果がない。また、ハクビシンはほとんどが山よりも民家の床下とか橋の下と

か、そういったところに生息というか潜んでいるのが多い。ニホンジカが幸いにも山

形には、ちょっといた形跡もありますけれども、害になるほどの生息、ほとんどいな

いという言い方でいいと思います。 

そういった中で電気柵を１８キロ近くのものを全部山裾にやって、それが費用対効

果、また、それが本当にいい策なのか。柵をつくるのがいい策なのか、そういうこと

もちょっと耳にします。 

また、いろいろ合わせますと、雨氷被害もあって、朝日なども被害が柵にあったわ

けですけれども、それ以前にも西洗馬あたりのニホンザルは非常に繁殖して、柵を越

えるというか、そういうところがあるのだと思いますけれども、被害が大きい。  

○議長（平沢恒雄君） 質問事項を簡潔明快にお願いします。 

○５番（小林武司君） そういったいろいろな耳にすることも一応聞いておいてもらわ

ないと。 

  自然環境にも問題がありはしないか。維持のために除草剤、恐らく１年に何度かま

かなければ人的なことだけでは済まされないと思います。そうなった場合にも、いく

らラウンドアップ系のものを使うと思いますけれども、倍率がある程度高くなると思

います。まく幅にもよりますけれども、ざっと計算すると、少なくとも５００ミリリ

ットルならば１，０００本近く１年にまくのではないかなと予想されるわけで、そう

いったのも環境問題としていいものかどうか。 

  それから、非常時の火災のときに非常に困難を要する。そういったようなことも聞

いております。 

  こういうことを言って、質問というか、もし住民やいろいろ説明のときに聞かれた

場合にどういう村としての説明、対応をしていくか。その辺、お考えがあればお聞き

します。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 平成２６年のときに熊の出没がありまして、人的被害
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があったということで、ケガをされた方が２名ほどいらっしゃったわけですけれども、

そんなこともありまして、検討委員会を村で設置しまして、防止策、防止についてど

うしたらいいかというようなことを検討させていただいたわけなのですが、その中で

防止柵が有効だろうというようなことで報告がありました。 

  この獣類の関係で、特に防止柵については熊とかイノシシとか猿というものに対し

ての防止柵というように捉えておりますし、一番は先ほど議員が言われましたように、

地権者の理解もそうですけれども、地域全体の皆さんにご理解をいただいて設置とい

うことが必要かなというように感じているところでありますし、設置した後について

も、行政と地域で協働して維持していかなければならないというように捉えておりま

す。 

  そんなこともありまして、今回、組織として区にお願いした経過があるわけですけ

れども、区を通して地域の皆さんにこの防止柵の設置についてお考え等とお聞きして

いるというような状況であります。 

  そんな中で、果たして区にお願いしていいのかどうかということも考えていかなけ

ればいけないですし、一番は先ほど言いましたように、必要性という部分をご理解い

ただくということが大事なのかなというように捉えております。その辺をしっかり説

明をしていきながら対応をしていくというように考えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 議員が言われたとおり、この問題については非常にハードルが

高い問題だというふうに捉えております。 

  本当に設置をして、維持管理をして、そしてさらにまた山形村は清水高原という別

荘地も控えております。また、隣の波田地区も柵をつくらないというようなこともお

聞きしますので、総合的に判断をして、どういうふうにするかということは決めてい

く必要があると考えておりますが、それまでに区にお願いしてありますので、区と皆

さんたちと相談するときにお声をかけていただければ説明するというふうな姿勢に捉

えているとご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） 即、やるやらないという、まだ判断の時期ではないということ

かと思われますが、区によっても、また地域の人たちの意見がまとまらない限り、柵

そのものが途中で途切れ途切れというような形は望ましくないわけであります。  



 －６６－ 

  そういったこともあって、反対や協力、同情はするが実際の協力はできかねるとい

う老齢家庭もあると思うし、また、勤務の関係もあるかと思います。いろいろ出てく

ると思いますが、そうはいっても、いつまでも時期を延ばしていいものか。その辺も

考えていただきたいと思います。 

  どちらにしろ、２９年度の予算に編成するならば、早いほうがいいかと思われるわ

けですけれども、今後の説明会なり、判断まで行く予定の行動というか計画はありま

すか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 現時点ではそれぞれ６区のご意見も聞いていない状況

であります。ですので、２９年度の予算については、当初の予算では対応が難しいの

かなというように捉えておりますので、必要があれば補正というような部分もありま

すので、意見を聞いた中で慎重に対応していきたいというように考えております。  

  それと、防止柵だけではなくて、当然、先ほども言いましたように緩衝帯の整備だ

とか、パトロール等の強化を図っているという状況であります。そういうことも含め

ながら、今後、しっかりとした判断をしながら、設置するかについて対応していきた

いということであります。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） わかりました。大変によかったというよりは、ずっと思ってい

ることはこの事業を進めるとともに、今までどおりに檻とか罠とか、防災策を一緒に

やってきているということで、救われるわけであります。 

  その中で、猿の檻、非常に効果的で、上大池でとったおかげで、組の人たちが大変

喜んでいるというような情報もあります。小坂に今度は設置したのも成果が出たよう

でございます。 

  檻の効果が非常に猿にはいいという、効果的だと証明されたわけでございます。今

後、山形もう２カ所ぐらい来れば、猿の関係、かなり改善されるかなと思われるとこ

ろでございます。 

  そういった中で、鳥獣被害対策実施隊の皆さん、非常に骨を折ってもらっているわ

けですけれども、毎年同友会員も減ったりしてきている。そういう中で見回りとか大

変かなと思います。そういった中で、今後少しでも皆さんにずっと続けてもらうとい

うことで、報酬とか人員の増員の対策など、少し検討してもらう必要があるかなと思

いますが、何か考えがありますか。 



 －６７－ 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） やはり議員が言われるように、防止柵がまだ設置でき

ていないという状況で、どうなるかちょっとわからないのですけれども、それはそれ

としましても、他の防止策、他の被害対策というような形の中で、実施隊もそうです

し、シルバー人材センターにお願いするというような、巡回パトロールもそうですが、

その辺強化していきながら、並行しながら対応していきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） わかりました。それとともに、結構早く柵ができて助かるかな

と思っていた、被害を特別受けているような地域もあるかと思います。そういった

方々、簡易電気柵などの補助、今まで上限10万円ですか、補助３０％、その辺も柵が

あまり設置が延びるようであれば、少し増額とか補助率を上げるとか、そういった方

法も価値があるかなと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） それぞれ各個人の方について、防止対策をとっていた

だくということも非常に大事なことだというふうに捉えておりますので、その辺の補

助についても、今の補助率でいいのかどうかということも含めまして、また強化、充

実をさせていきたいというふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） いずれにしましても、毎年影響というのはばらつきがあるとい

うこと。また、山際に全部道路があるわけではないし、また見回り等も大変だし、も

し柵の場合も、道路もあるに越したことはない。できるところは道路もつくっても、

将来的にも柵だけではなくてもいいという、有効だと思います。また、一番いいのは

先ほども村長の内容にもありましたように、緩衝帯の整備は大変に有効だし確実なも

のがあるかと思います。 

  そういったことを継続していきながら、一応、柵は留保という形で進めていっても

らいたいと思います。 

  一応、この問題、これで私の質問を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。次に、質問事項２「農業地帯の交通安全向上対

策は」を質問してください。 

小林武司議員。 
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○５番（小林武司君）  ２番目の質問ですけれども、「農業地帯の交通安全向上対策

は」ということでお伺いいたします。 

  先般の小坂区での行政懇談会で出た質問といいますか、提言ですけれども、農業者

以外の通行が増え、事故も増えている。どうにかならないかというような。またそれ

に伴う標識の増設も望むとの提言があり、そのとき村側は早急に対処すると答えてお

りました。 

  道路環境の整備とあわせながら、運転者に注意を喚起させる方法、事故には原因が

あるわけで、それを取り除きさえすれば事故というものは非常に少なくなったり、な

くなる可能性があるわけです。 

その中で、その後といいますか、今まで検討していたこともあるかと思いますが、

検討されているような具体策がありましたら、お聞かせお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問事項２「農業地帯の交通安全向上対策は」のご質問にお答

えします。 

  行政懇談会で出されたご意見・ご要望等は、現在、担当で取りまとめている最中で

あります。今後、議事録などと合わせ、対応すべき課題などを整理して、各課で必要

な検討を進めていく予定です。 

  ご指摘の農地内での交通安全対策ですが、懇談会の際も話が出たように、特に事故

の多い場所に絞って、当面は任意の注意標識を設置する方向で新年度予算に計上する

よう、準備を進めてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） 新年度予算にまず掲げていただけるというようなことで、大変

前向きだと思います。標識も結構、ストップのような標識でも、１基何万、かなりの

お金がかかると思います。それと、村全体のをしたりとか、全部やるなんていうのは

何年かになると思います。そういった中で、やはり事故が起こりやすい、また、起き

ているようなところを重点的に。 

          （サイレン鳴る） 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。サイレンが鳴るまで質問を中止してください。 
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  小林武司議員。質問を再開してください。 

○５番（小林武司君） 特に利用の多い、先ほど言いました事故が頻繁に起こったり、

起こりやすい、大体見当はつくわけでございますが、そういった道路の、特に今まだ

不足している交差点のストップの標識、また、道路標示、特に役場からグリーン道路

に出る道などは、全交差点にそういうものは、標識は必要かなと思います。それと、

特にその道路のカーブになる地点はどうしても徐行の標識、ならばスピード注意につ

いては、ちょっとあったほうがいいかなとは自分なりに思うわけであります。  

  一番は道路整備とか、そっちは村の責任かもしれませんが、一番、わき見だとかス

マホを使っているとか、運転者自身の不注意による事故がどうも後で聞いてみると、

幾つかあるわけでございます。そういったこともあわせて、どこかで広報なり啓蒙も

していく必要があるかなと思います。 

  一番大事なことは、スピードを落としてさえもらえればということ。それから、農

業者、昔は生田線ということであったが、今は副標識に農業者に注意という副標識が

ついていますけれども、結構ああいうのも有効だと思います。 

  そして、今、消毒などでどうしても大型トラクターでブームのついたのが通るので、

狭い道はやはり一般車はなるべく遠慮してもらう。それは村道だから、それはできな

いけれども、自然に知っている村民は自重してもらうような、そういう方法も必要か

なと思います。また、予算がつくということですけれども、重点的にそういうところ

もやっていただきたいと思います。 

  何か特別ほかに村で今考えていることがほかにありましたら、お聞きしてこの質問

を終わりたいと思いますけれども。お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） ご質問の交通安全対策につきましてはどこの場所がいいの

か、どういう方法がいいのか、検討した中で新年度予算に計上するということです。  

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 小林武司議員。 

○５番（小林武司君） どうもありがとうございました。一応、来年の予算にというこ

とを聞きましたので、なるべく早い時期に改修をお願いして、質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で小林武司議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         ◇ 上 条 浩 堂 君 

○議長（平沢恒雄君） 次に、質問順位５番、上条浩堂議員の質問を行います。 

 上条浩堂議員、質問事項１「山形村健康寿命延伸計画についてを伺う」を質問して

ください。 

 上条浩堂議員。 

         （２番 上条浩堂君 登壇） 

○２番（上条浩堂君） 議席番号２番、上条浩堂です。私からは「山形村健康寿命延伸

計画」全般について伺います。 

  日本中で懸案となっている高齢化率のピークとされる２０２５年が１０年を切り、

近づいてきました。もちろん、我が山形村とて例外ではありません。それに伴い、村

として様々な事態を想定し策を講じてきています。その内容をお聞きするとともに、

今後の課題、問題点等、以下の項目につき伺います。 

 ①当村の「健康寿命延伸計画」の今後の展望をお示し願います。 

 ②ウォーキングコースが決定し、１１月３日に体験会が開催されたが、さらなるコ

ース策定計画があるのかを伺います。 

 ③「山形村健康体操」がバージョンアップされたが、さらなる計画があるのかを伺

います。 

 ④高齢者生きがいづくりの今後の展望を伺います。 

 ⑤認知症初期集中支援チームがスタートし大いに期待されていますが、ここまでの

問題点と今後の対策を伺います。 

 ⑥認知症の方の徘徊が社会的大問題になってきています。村として何か対策案を講

じていますでしょうか。伺います。 

 ⑦生活習慣病「メタボ」予防に対してのお考えをお聞きします。 

 ⑧「未病」に対する考えをお聞きします。 

 ⑨介護予防対策についての考えをお示し願います。 

 ⑩体によいとされる村特産の長いもと、昨年より試験栽培が始まった「アマニ油」

の効用を生かした新たな特産としての売り出し方法等の考えがあるのかをお聞きします。 

 ⑪村民の健康や様々な健康相談窓口である包括支援センターの全般的な活動内容を

伺います。 

 以上、各項目ごとにお答え願います。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 
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 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位５番、上条浩堂議員の質問にお答えします。質問事項

「山形村健康寿命延伸計画について伺う」のご質問にお答えします。 

  まず１番目のご質問の「健康寿命延伸計画の今後の展望」についてでありますが、

本年度から健康寿命延伸推進委員会を起ち上げ、健康寿命延伸検討委員会の報告をも

とに、「健康・栄養・運動・こころの健康」をキーワードとして、今後の取り組みに

ついてご意見をいただいております。いただいたご意見をもとに、具体的な取り組み

を順次行っていきたいと考えております。 

次に２番目のご質問の「ウォーキングコースのさらなるコース策定計画」について

でありますが、今回のコース策定の際にも推進委員会の皆さんから複数のコース案の

提案をいただいておりますので、新たなコース設定の必要性も含め、検討していきた

いと思います。 

次に３番目のご質問の「山形村健康体操のさらなる計画」についてでありますが、

本年度も新しい健康体操を作成中です。本年度中にはＹＣＳ等を通じ、村民の皆さん

にお披露目したいと考えております。 

次に４番目のご質問の「高齢者生きがいづくりの今後の展望」についてであります

が、高齢者の皆さんが自らの知識や経験を生かして、社会参加することができるよう

にシルバー人材センター等へ活動支援や、安心で健康に過ごしていただくために介護

予防の推進や総合的な支援の充実が必要と考えております。 

次に５番目の質問の「認知症初期集中支援チームの問題点と今後の対策」について

でありますが、認知症が疑われる方に対して、初期段階に専門医を交えた支援チーム

により、本人や家族の支援を行っていますが、専門医の協力もいただけ、大きな問題

点は今のところありません。今後はさらに周知を行っていきたいと思います。  

次に６番目のご質問の「認知症の方の徘徊対策案」についてでありますが、認知症

への理解を深めるために、認知症サポーター養成講座の開催やチラシ等の配布を行っ

ています。また、適切な医療及び介護を提供できるよう、相談業務を行っております。  

次に７番目のご質問の「生活習慣病『メタボ』予防に対しての考え」についてであ

りますが、脳卒中や心疾患などの循環器疾患は、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病

が大きく影響しています。この生活習慣病は、普段の運動・食生活・飲酒等の生活習

慣の改善をすれば予防できると言われています。村としても、生活習慣改善の取り組
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みを保健師、栄養士を中心に取り組んでいきたいと考えております。 

次に８番目のご質問の「『未病』に対する考え」についてでありますが、病気では

ないが健康な状態でない体の状態のことと考えますが、早期発見、早期治療が必要と

考えています。 

次に９番目のご質問の「介護予防対策についての考え」についてでありますが、要

介護状態にならないため、生活機能の維持、向上の取り組みが必要と考えており、介

護予防事業のさらなる充実が必要と考えております。 

次に１０番目のご質問の「長いもとアマニ油の効用を生かした新たな特産としての

売り出し方法等の考え」についてでありますが、現在、国の地方創生加速化交付金を活

用し、ビューティー＆ヘルシー産業創出事業として、廃棄される「長いも」と遊休荒

廃農地を活用した作物として期待される「アマニ」の効用を生かした健康等にかかわ

る事業活動として、新たな地域産業の創出を目指しています。本年度はそれぞれ原材

料、加工品での付加価値を高めた製品の検討、研究をしています。 

計画では、この研究結果を踏まえ、実施可能であれば事業として法人化等を考え、

製品販売を展開していく予定となっています。 

次に１１番目のご質問の「包括支援センターの全般的な活動内容」についてであり

ますが、高齢者の方を中心に、村民の皆さんの暮らしをサポートするための拠点とし

て、福祉、介護、健康など、様々な分野から総合的に、本人やその家族を支えるため

の窓口として活動しています。 

 以上、第１回目の質問の答弁でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） 各項目にわたり、一応答弁いただきましたが、それぞれについ

てちょっと細かくお聞きします。 

  昨年、山形村健康増進計画「やまがた『未楽生（みらい）２１』」これが策定され

て、その中に健康に関する状況の報告が載っておりました。医療の状況。虚血症心疾

患、脳血管疾患、脂質異常症、糖尿病、高血圧症、人工透析、これすべて県の値とか

国のレベルをこの山形村は上回っているのですけれども、これに対しての危機感、何

か感じていらっしゃるか、それをまず伺いたします。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 議員のおっしゃるとおり、今言われた疾患が県平均を

上回っているということは重々承知しておりまして、当然、国保ですとか公費の医療
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費にも関係してくるところで、重大な問題として考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） 同じく「未楽生（みらい）２１」の中では、高齢化が急速に進

展する中で、いかに山形村の社会保障費の伸びを縮小するかが大きな課題であると謳

ってあります。 

  ２０２５年がピークということは、もう既に今から、その２０２５年を過ぎたらも

ういいのではないのですよ。十数年、財政的に厳しい状況が続くのではないかと、自

分はそのように思うのですけれども、財政面から、少子化や生産世代の減少、それも

含めて、特に医療費や介護費の増大をどのように抑えていくか、それに対する考えを

お聞きしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 今、医療費のお話が出ましたので、山形村とすれば国民

健康保険がございます。 

  医療費も順当にここ数年、推移してまいりましたけれども、２７年度の後半から医

療費の伸びも出ておりまして、それと相まって、従来からの課題でありますけれども、

生活習慣病を早期に発見して生活習慣を見直していただくために特定健診を受けてい

ただきたいと村民の皆さんにご案内をしているわけでありますけれども、保健福祉課

とも常々検討はしておりますけれども、なかなか受診率が伸びてこない。本当に、受

診をしないまま急に病気が見つかるというような方もいらっしゃるので、これは本当

にいかに住民の皆様に働きかけていくかというのを日々悩んでいるところでもありま

す。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） 受診率のことはまた後ほど触れたいと思いますが、問題があり

まして、受診だけでは死亡率が減らないという大きな問題も別にありますので、その

辺は後ほど触れさせてもらいたいと思います。 

  次に、ウォーキングコースについての再質問したいと思いますけれども、現在のと

ころ、コース説明の看板というのは一切ありません。スタート地点がなろう原だとい

うもので、なろう原を見てきました。折り返し地点が役場ですか、そのコース説明の

看板がない。それは１１月３日の説明会のときに行った方はいいですよ。でも、任意

に行きたい方は、どこからスタートしていいのか、どこを通っていいのかがはっきり
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わからない。ここをもうちょっと説明をしていかなければまずいのではないかと。  

  それともう１つ、できれば村の中心部からスタートして、例えばなろう原へ行って、

そこで休憩して、簡単な食事等をとってまた戻ってくる。そんなコースの方がいいと、

自分はそう思うのだけれども、その辺の検討はされたのかどうか、ちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 上条議員がおっしゃるとおり、今、看板もまだ、村民

の皆様にコースの具体的な案内パンフレットもまだ作成しておりません。 

  今月にもう一度、推進委員会が行われまして、その際に、前回ご参加いただいた議

員の皆さんも大勢参加いただきましたが、アンケート等をいただいた中で、当然、看

板等の案内板の設置等も今後含めて検討していきたいと思います。 

  スタート位置につきましては、一応、周回コースになっておりますので、基本的に

はなろう原公園を出発地点というような設定をしておりますが、当然、トレーニング

センターで、一応、往復という周回の中間点という位置づけにしておりますので、そ

の辺は今後、パンフレット等をつくる場合は、トレーニングセンターから出ていただ

いても、なろうを回ってトレセンに帰っていただけるというような設定は事務局でし

ておりますので、その辺も含めて今後ご案内をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） よくわかりましたので、今後の進展を期待するのですけれども、

村長も以前に申されたウォーキングコースについての考えは、緑豊かな山形の中をウ

ォーキングすると、そういう構想だったのが、意外に村の中心部に来てしまう、そう

いうコースだったもので、ちょっと意外でした。また、このことがメディアに取り上

げられたもので、そっちが先行してしまって説明が後になってしまった。ですから、

その説明は大至急、急いでもらいたい。 

  また、先ほど申した「未楽生（みらい）２１」の中にも年間を通して運動が可能な、

多くの人が気楽に運動に取り組むことができる環境を整えることが必要と、こういう

ふうに定義されているのですけれども、ウォーキング以外に何か考えていることがご

ざいましたら、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） ウォーキングというのが普段の運動のきっかけづくり
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ということで、今回ウォーキングコースを設定したり、体験会ということで、できる

だけ運動を身近に感じていただく第一段階としてウォーキングコースの関係をやりま

した。 

  生涯スポーツという、教育委員会、公民館で実施している他の運動だけではなくて、

高齢者の方が親しめるスポーツもあるかと思います。そういう部分では教育委員会、

公民館とも連携しながら、今後、推進委員会の皆さんのご意見も聞きながら周知をし

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） そのように期待します。 

  次に、健康体操のことですけれども、健康体操が新しいのができた。これは大変結

構だと思っています。 

  ただ、できれば地域で行うスポーツ大会、あるいは村民運動会ですか、そういうと

きにもラジオ体操にかわって行われる健康体操、最初のが健康体操１なら今回のが２、

３というように、そういうふうにして、この山形村をアピールするためにも、この健

康体操のバージョンアップをもうちょっと進めてもらったらいいのではないか。  

最初の健康体操は、座ってやるやつだったよね。それで今回のは一応、立ってやる

やつなのだけれども、一般的なスポーツにはちょっと向かないというか、筋力を伸ば

す程度の体操かなと、そういうふうに考えているのだけれども、今後のバージョンア

ップを、何か計画ございましたらお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 今年度も３本目の健康体操を作成しておりまして、毎

回少しずつ趣旨といいますか目的を変えてつくっております。 

  一応、今年はウォーキングコース等もできましたので、健康体操の中でウォーキン

グ方法等も取り混ぜながらご紹介をしたいというふうに考えておりまして、今、準備

を進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） その点は期待しておりますので、お願いいたします。 

  次の高齢者の生きがいづくりということで、昨年９月の一般質問で一応の答弁はあ

ったのですよね。保健福祉センターいちいの里で歌声喫茶を行って、三十数人の方が
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参加され、大いに盛り上げたと。そういう答弁をもらいましたが、この生きがいづく

りに関して、何かほかのことを、策がございましたらお示し願いたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 高齢者の皆さんの生きがいづくり、先ほどのスポーツ

活動にも関係しておりますが、保健福祉課所管だけではなくて、公民館、教育委員会

とも連携して今後進めていきたいと思います。 

  とりあえず、今、議員さんもおっしゃったカラオケとか歌声喫茶ですとか、また新

しい、介護予防にも関連をしてきますが、そのような事業を今後も取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） それは今、検討中だということで、期待しておます。 

  さて、いよいよ認知症についてのことですけれども、初期集中支援チーム、これ、

２カ月経過したが、まだ相談等、利用状況が１件もないと。そういうことなのでしょ

うか。ちょっと期待外れなのですけれども。ちょっとアピールが足りなかったのか、

その辺はどのようにお考えですか。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 議員さんのおっしゃるように、若干周知が村民の皆様

に行っていない部分もあります。認知症疾患を疑われている場合、医療機関、事前に

受診されている方はもう直接専門医といいますか、主治医の方がいらっしゃって、介

護認定につながります。 

  今回の認知症集中支援チームの関係は、それ以前にはご家庭で少し最近様子がおか

しいという、本当の初期の初期の気づきの部分で対応するような方向性で、一応、こ

の間１件ご相談はいただいております。さらに、周知がまだ不足というふうには重々

認識しておりますので、今後もお知らせさせていただいて、皆さんにご利用いただけ

るよう対応したいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） この認知症ということは、先ほど質問もあったとおり、高齢者

の車の運転とか、そっちにも関連しますので。 

  ちょっと話が変わりますけれども、今、民間でやっている認知症保険というのが結
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構脚光を浴びているのですけれども、これに関する考えと、もしできたら今後この認

知症保険というものに村の補助等を考えていく、そんな方針何かございましたらお願

いします。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 申しわけありません。ちょっと勉強不足で、その辺の

保険の認識がまだ十分できておりませんので、今後確認して必要があれば対応したい

と思います。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） それでは違うことを聞きますけれども、やはり昨年９月の議会

の答弁の中で、認知症予防は血管、肝臓を大事にすることが必要。このような当時の

課長からの答弁があったのですけれども、では、その必要性を村民にどうやって周知

させていくか。例えば今年の健康スクリーニングの診断結果を受けた相談会があった

わけですけれども、その際、個別の指導とかなさったのかどうか。そこをお伺いしま

す。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 認知症疾患には、脳梗塞ですとかそういう要因で認知

症症状が現れる方は治療すれば治る方もいらっしゃいます。あと、アルツハイマーで

すとかそういう部分では、なかなか治療が難しいという部分がありまして、スクリー

ニングの結果報告会とかで当然、高血圧とかそういう方につきましては、今後、脳血

管等の発症が懸念されますので、そういう部分では指導の際に保健師のほうで注意す

るようにといいますか、生活改善を含めて、指導を行っているというふうにしており

ます。以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） わかりました。同じ認知症の徘徊問題というのは、実際に介護

なさっているご家庭にとっては大問題なことで、突然いなくなってしまう。それをま

た探すのに非常に苦労する。 

  そこで、これ、よその自治体なのですけれども、認知症の方の靴にステッカーを貼

って、その方々を見かけたら知らせてもらうような、そんなことを考えているのもあ

るのですけれども、まず認知症の方というのは、むやみにそこらを歩き回るのではな

いようで、徘徊パターンというのが大体決まっているようなので、そのコースにある
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商店の方とか、そういう方々にあらかじめお願いしておいて、見かけたら通報いただ

くと、そういうことをやっているところもございますが、それに対する考えをお伺い

したいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） そういうステッカーというのは、私も勉強不足であれ

ですけれども、何か目印といいますと、ちょっとそういう部分ではなかなか一般の方

が見たときに「あ、この方、認知症」という目印という意味合いなのか、あれなので

すけれども、一応、山形村では、どうしてもそういう徘徊の原因等が認知症というこ

とになりますと、認知症への理解を、地域の皆さんに知っていただいて、もしそうい

う行動とか言動が見られる方は気づきをしていただいて、包括センターなり役場なり

に連絡していただく体制を充実させることが重要だと思っております。 

  認知症サポーター養成講座も、現在、山形村で３００名以上の方が受講していただ

いています。この部分をもっと広げまして、地域でそういう少し気になる方がいたら

すぐ気づきができるような地域づくりも必要かと思っております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） 全くそのとおりだと思っています。認知症講座、今年は区の区

長様はじめ、三役の方々と議会で講座を開かせてもらいましたけれども、もっと輪を

広げればよいかなと、そんなふうに思っております。 

  次のメタボについてのことですけれども、これは最前触れた健康診断受診率、これ

がなかなか実を結ばない。では、その対策というのもなかなか、何回もこの議会でも

伺ったが、いい策がない。 

  そこで、ちょっとこれ紹介させてもらいますが、静岡県に袋井市という小さな市で

すけれどもございまして、ここでは「フッピー健康ポイント事業（健康マイレージ事

業）」を行っておりまして、なぜこれを紹介するかと言いますと、これをやったこと

によって受診率、また診断結果が非常に向上した。そういう報告を紹介されていまし

たので。 

  これは、フッピーというのは、市の名前が袋井市なものですから、鳥のフクロウに

ひっかけて、ゆるキャラがフッピーというらしいのですよね。それで「フッピー健康

ポイント事業」。ここの最大の重要なことは、与えられた課題を受診者が行うのでは

なくて、受診者自らが目標を定める。その達成したごとにポイントを与える。そのポ
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イントをもとに、例えば市内の食事券とか、図書カードとか、そんなのに交換できる

制度だそうで、これは今、結構脚光を浴びているのではないですかね。７日の安曇野

市の一般質問でもこんなことを聞いていましたけれども。 

やはり自分で決めた目標を自分で実践して確認できる。ここに自足性があって、

「やりなさい」というのではなかなか実が上がらない。その対策だと思うのですよね。

山形でもこんなのを検討なさったらいかがかと。そういうことは今まで検討なさった

ことがあるのかどうか。その辺、お伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） ご提言ありがとうございます。そちらの健康のポイン

ト制といいますか、ある程度ポイントがたまりましたら記念品等と交換ということに

つきましては、健康寿命延伸の推進委員会の中でも、そういう健診ですとか運動の持

続性を高めるためには、そういうある程度の付加価値といいますかポイント制を導入

したらどうかということでご意見をいただいております。 

  今現在、検討している部分では、今回のウォーキングコースとか、例えば万歩計で

すとか、そういう部分でひと月目標で何歩歩いたらポイント何点。あと、スクリーニ

ングの健診を受けたら何ポイント。そういうポイントが一定以上になったら何か記念

品等というところは推進委員会の皆様からもご提言をいただいておりますので、その

部分については村も前向きに考えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） 前向きに考えていただいているということで、お願いいたしま

す。 

  次の「未病」に対する考えというのは、自分もこの「未病」というのはよくわから

なかったのですけれども、たまたま今年１０月に東京なのですけれども、この「未

病」に対するシンポジウムがあって、その中にたまたま以前、この山形にもお見えに

なった神奈川県知事の黒岩さんがその中で講演なさっているのですよね。その中で、

食事と運動、社会参加が重要だと、こういう講演をなさっていたもので、ちょっとお

聞きしたわけです。 

  その次の介護予防については、介護ボランティアという考えがちょっとよく理解で

きないのですけれども、介護ボランティアというのはどの程度の範囲を言っているの

か。それをお伺いしたいと思います。 
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○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 今、介護予防のボランティアということで、既に数名

の方にご協力いただいているケースが当たるかと思います。先ほど議員さんがおっし

ゃった歌声喫茶ですとか、いろいろそういう高齢者が集まる場の提供、包括をしてお

ります。そのときに一般の方がお手伝いですとか、そういう部分ではボランティアと

して来ていただいております。 

  実際の介護予防制度の見直しが来年の４月から始まる中では、ボランティアを利用

しての通所介護、訪問介護に代わるサービスというのも国から提示されております。

その辺はまだちょっと村では整備が追いついておりませんので、今後の課題としては

受け止めております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） その介護ボランティアですけれども、無償介護ボランティアを

想定しているのか、ある程度の有償ボランティアを想定しているのか、その辺はどう

ですか。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 現在ご協力いただいている方は、社協のたのみましょ

を通じてご紹介をいただいて、一応、有償ボランティアという形をとっております。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） わかりました。有償と言っても少額なボランティアだと、その

ように理解しております。 

  その次の長いもとアマニ油のことなのですけれども、最近、山形村観光協会、また

商工会で長いもレシピを発表していただいて、この中に大変よかったと思ったのは、

いわゆる農村マイスターの方々のメニュー、また村の飲食店を営んでいる方々の提案。

また、ＪＡ松本ハイランドの女性部の方々の提案。また、村外の方の一般参加のこん

なのが紹介されて、ここにぜひとも長いもとアマニ油を生かした新たなレシピ集、こ

んなものを載せたらどうかと。 

これはただ単に長いもを売り出したいとか、そういうことだけではなくて、村の特

産物を生かした６次産業にもつながる。健康「未楽生（みらい）２１」の中でも地域

特有の食文化を生かして、食生活の習慣をつくり上げていく。こういうふうに謳って

いる。まさにこの長いもとアマニ油、これ絶好だと思うのですけれども、そのために
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は現在行っている推進委員会のメンバーの中に、ぜひとも農村マイスターのメンバー

の方、また村内の飲食業の方、こういう方々もメンバー構成の中に入れて、そうすれ

ばもしかしたら山形の地域食として確立して、村民ばかりではなくて村外にも山形を

アピールできるチャンスが生まれる。このように思うのですけれども、現在の山形村

健康寿命延伸推進委員会ですか、このメンバー構成に対する考え、こんな考えを提案

したいのですけれども、いかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 関係機関と相談しまして対応していきたいと思います。

必要であれば混ぜていただくような形も考えたいと思います。以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） ぜひとも前向きに考えていただきたい。そのようにお願いいた

します。 

  最後の質問ですけれども、地域包括センター、これに対する考えをお聞きしたいの

ですが、村民の重要な相談窓口であるこのセンター、いちいの里の中へ実際に入って

みる。村民の方だって入ってみればすぐわかります。すぐ左に健康相談の大きな看板

はある。では、センターはどこにあるのです？ その地域包括センターの案内板とい

うものは一切ない。それは職員さんに聞けばいいのですけれども、そういうことでは

なくて、内部の職員さんもそれはよくわかっているよね、毎日いるから。でも、外部

から外部というか村民さんがあそこに行ったときに、その存在が大変わかりにくい。  

  そこで本当に小さくてもいいから、何かあそこの受付カウンターでもいいから、

「地域包括センター受付」ぐらいの案内看板をつくったらいかがかと、自分はそうい

うふうに思うのだけれども、担当課の考えをお聞きしたい。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） ご提案ありがとうございます。そのような方向を確認

させていただいて、必要ならば対応したいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 上条浩堂議員。 

○２番（上条浩堂君） いろいろ細かいところをお聞きしましたけれども、いずれにし

ても山形村をアピールするため、また、山形村民が豊かに暮らせるための質問をいろ

いろさせていただきました。 

  どうもありがとうございました。以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で小林武司議員の質問は終了しました。 
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  ここで休憩します。午後１時まで休憩。 

  休憩。 

（午後 ０時１１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午後 １時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 竹 野 入 恒 夫 君 

○議長（平沢恒雄君） 質問順位６番、竹野入恒夫議員の質問を行います。 

竹野入議員、質問事項１「村長の政治姿勢について」を質問をしてください。  

竹野入恒夫議員。 

         （１０番 竹野入恒夫君 登壇） 

○１０番（竹野入恒夫君） 議席番号１０番、竹野入恒夫です。 

  それでは、私は今回、大きな項目で１つの質問をさせていただきます。「村長の政

治姿勢について」。 

平成２５年に百瀬村長は村政の舵を取り始めました。あと約３カ月で任期を終え

ようとしております。民間出身の村長ということで、村民の期待も大きく、大変だっ

たと思います。しかし、９月の定例会で、次期村政の続投を宣言いたしました。そし

て、１２月の議会の冒頭に続投の決意を聞きました。そこで、村政に一緒に携わっ

た者として、村長の政治姿勢について質問いたします。 

１、百瀬久からのおたより、第６号を見ますと「日本一明るく元気な村づくり」

はスローガンではなく、公約で上げたと言っています。公約ならば「日本一明るく

元気な村づくり」の施策が必要です。少年野球や柔道、空手、陸上、少林寺拳法な

どの子どもたちが全国大会で活躍してくれた、これが山形の元気だと言っています

が、これは他力本願であって、村長の公約ではありません。村長の考え方は。  

２、公約で、健康と観光で村を引っ張ると言ってきましたが、その成果は上がっ

たのでしょうか。 

３、健康寿命延伸の件は、一般質問で議論してきました。私が、話がかみ合わず

にいたところ、ところが今年の役職者新年会で突然、松本市の健康寿命延伸都市の
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知恵を参考に、健康寿命延伸検討委員会の答申を受けて進めていく、と言っていま

す。答申より先に村長の施策が何も入っていません。もっとリーダーシップが発揮

できないものでしょうか。 

４、山形村の人口ビジョンは、２５年後には人口８，０００人を割ると予測され

ています。人口の減少は止めなければなりません。山形村に住みたい、山形村で子

育てをしていきたい、山形村でなければいけない、そんな思いをアピールしなけれ

ばなりませんが、そのための施策が必要です。どのようなことをしてきたのか。  

５、村長就任の１年目は行政の勉強で何もしていませんが、第６号のおたよりで

は、清水寺森貫主・小樽からの観光大使が来た、山形村との交流が始まったとあり

ますが、どのぐらいの村民がこの事業に対して、どのような評価をしているのでし

ょうか。 

６、２年目の「夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会」、３年目の「心の歌コンサ

ート」南こうせつは、村長の実績ではありません。村長、知事、清水寺森貫主との

健康会談にしても、一部の村民だけ関心があるだけで、評価はよくありません。一

部の村民に対しての祭りごとです。どのように村長は考えているのか。 

７、４年目、目玉事業の防災無線は３月の私の一般質問で次のように質問しまし

た。戸別防災行政無線機の設置は本当に必要か。松本市・安曇野市のように、拡声

支局だけで十分対応できないか。結果は、拡声支局の対応になりました。あまりに

も自分の感情だけで事業が進み、もっといろいろなパターンの創造が必要ではなか

ったか。 

８、住民サービスの向上を公約にした事業は、ごみ袋の値下げ、国民保険料の値

下げ、未舗装道路の舗装、農業農地整備事業の復活等は、村会議員が一般質問で何

回も質問してきたことを実施したに過ぎません。長いもの網室維持更新は村長の機

敏な対応を評価いたします。 

９、一般質問で多くの村会議員が質問した事項で、村長が積極的になれない事業

があります。 

イ、ふるさと納税の推進。他の市町村ではふるさと納税はうなぎのぼりに増収し

ている市町村が増えている。どうして取り組まないのか。 

ロ、地域おこし協力隊の活用。他の市町村での活躍は素晴らしいものがあります。

村長の考え方は。 

以上で１回目の質問を終わりにさせていただきます。 
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○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位６番、竹野入恒夫議員のご質問にお答えします。質問

事項は「村長の政治姿勢について」のご質問であります。 

  まず、竹野入恒夫議員におかれましては、このたび特別表彰・地方自治厚労省の受

賞、誠におめでとうございます。長年の議会議員として、村にご尽力されてきました

ことに敬意を表し、お祝いを申し上げます。 

  さて、今回のご質問につきましては、１８年にわたり、長年議員活動をされてきま

した竹野入議員のさらなる村政への発展を期待するお気持ちと受け、私の考えをお答

えします。 

  それでは、村長の政治姿勢について、９つの質問がありましたので、順番にお答え

をします。 

  まず、１番目のご質問の「日本一明るく元気な村づくり」についてでありますが、

日本一の狙いは、招集のごあいさつで申し上げましたので、明るく元気な村づくりに

ついて考えを申し上げます。 

  私の基本的な人材育成、または村づくりは、誉めて育てる方式です。元気とはよさ

の発見であります。私の方針は、よいところを伸ばし、悪いところを改善するであり

ますが、ポイントは、山形村のよさを発見し、よさを生み出し、山形村の魅力を積極

的に村内外に発信して、日本一を目指す考えであります。結果は、山形村の実績と捉

えていただきたいと思います。内容的に、スポーツの実績を捉えていただきたいと思

いますが、全国大会に出場するということは日本一の可能性が高いので、山形村とし

ては盛大に歓迎をしてまいりました。常に上位を目指す元気を評価するものでありま

す。村民の取り組みでありますので、一緒に活動をしているものと考えております。  

  例えばこういう日本一もありました。農業予算はＴＰＰ対策で大型農業、企業農業

に大きな予算がつき、地方の中山間地にはつきません。しかし、国としては中山間地

の農業生産性の向上を図らなくてはいけませんので、多目的機能支払交付金事業を全

自治体に加入を求めています。この事業の加入率は、平均は国全体では３５％、長野

県でも４５％ですが、山形村は竹田地区に続き、山形村みどりと環境を守る会が設立

され、村としてはほぼ１００％の加入になっております。１００％の加入の自治体は

初めてでありまして、山形村が日本一の実績であります。国や県の担当者から事業推
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進の立場で感謝されておりまして、いろいろな要望を私たちがしていくにしても、県

や国の提案も聞き入れることが大事と思っています。先人の守ってきた肥沃の大地で

あります。毎年、2,500万円が５年間交付されます。施設の維持管理に活用していた

だきたいと思って、村としてもうれしい事業と思っております。 

  次に、２番目のご質問の健康と観光の成果についてでありますが、大きな成果があ

ったと私は思っております。 

  私は、就任当時から日本における山形村の知名度は低いと思っていました。知名度

を上げるために健康と観光に力を入れ、外からの評価、応援を狙いとしていました。

そこで、長野県の健康寿命延伸日本一の取り組みに加わったり、ＡＣＥプロジェクト

の活動に参加させていただいたりしました。こういった進歩に合わせまして、松本市

の先進都市の活動を参考にしたいということでお話を申し上げた次第です。村として

は、健康寿命検討委員会を経て、健康寿命延伸推進委員会の考え方で、先ほども答弁

させていただきましたが、山形ウォーキング体験等の会が開催されております。  

  健康面では、森貫主の言葉「観光とは光を観る」「光は文化である」と山形村の観

光資源であります清水寺を前面に出し、特産長いもとそばのやまっちそばを阿部知事

や森貫主、小樽の観光大使とともに、清水寺で発信できたことは大きな成果と思って

おります。その結果、長野県庁の特別室に阿部知事が望む「行不由径」の額を寄贈で

きたことは名誉なことだと思っております。 

  また、地域間交流により山形村の発信は商工会と交流のある河津町、小樽、安曇野、

北九州、青木村等々の地域間交流ができたことも、人と人の縁をつなぐ観光の成果で

あります。昨年、今年と、清水寺の参拝客、また唐沢そば集落、新鮮野菜を求めてフ

ァーマーズガーデンに大勢のお客様が来たことは事実であります。 

  次に、３番目のご質問の健康寿命延伸についてでありますが、先ほど上条議員にお

答えしてありますので、私のしたこととしましては、委員会がスタートする前に、この

私の考えを担当に説明してスタートしております。それがリーダーとしての務めと思

って説明をさせていただきました。 

  次に、４番目の質問の子育て施策についてでありますが、まず、経済的支援としま

して、子どもの医療費、１８歳までの無料化を図りました。施設の整備では、子育て

支援センター「すくすく」やふれあい児童館第２児童館、トレセン図書館等、建設・

改築・拡充をして、子育て環境の充実を図りました。近隣市村の皆さんにも評判の施

設で、気持ちよく利用していただいています。 
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  また、「ままフレ」等の仕組みにより、若い奥さんたちの子育て情報の共有化を図

っています。また、妊婦から保育園、小学校、中学校と、子育て情報の一貫化は山形

村の先進的な取り組みと思っております。これはこれから保護者にとっても行政にと

っても利便性の高い子育て相談窓口に発展していくというふうに考えております。  

  次に、５番目の質問の「観光交流事業の評価」についてでありますが、村長就任時

は確かに、３６５日の首長業務の勉強でしたが、特に農業振興で県へ要望、依頼で何

度も足を運びましたが、新任村長の要望を聞いていただくことは大変困難なことを学

びました。 

  そのようなときに京都清水寺・森貫主や、小樽のふれあい観光大使が「健康と観

光」の方針に共感を持ち、交流させていただいたことは、無から有を生み出す活動と

して大きな話題をつくったと評価しております。また、参加をされた方々の評価は高

いですが、参加をされない方の評価は低いです。しかし、山形村のイメージアップを

図ることと取り組んできましたので、今年は県庁の中でも山形村の認知度も上がり、

行政運営に貢献できたと評価をしております。 

  ６番目にご質問の村長の実績についてでありますが、確かにそうです。竹野入議員

の言われたとおりですが、すべての事業は住民の皆さんの実績であります。しかし、

首長は全村民の生命と安全を守りとありますので、全村民の事業は首長の事業と捉え

ています。 

  しかし、私がすべてを企画して運営することは無理なことです。すべてを掌握する

ことはできません。しかし、職員、村民が行うすべての事業は山形村の事業、山形村

の元気であり、山形のよさであります。参加して協力いただいた住民の皆さんの実績

であります。それらはすべて、よくも悪くも村長の実績と思っております。報告を受

けたり、招待を受けたり、たまには悪いことも言われ、知り得た事業は村の事業と認

め、よさを評価することは首長の仕事と思っております。それを誉めなくては、「日

本一の明るく元気な村づくり」はできません。しかし、知らないことがいっぱいであ

ります。これからまだまだ隠れた情報を集めていくことが必要かと思っております。  

  次に、７番目のご質問の防災無線の設置についてでありますが、これは私の検討不

足でありました。特別防災行政無線導入検討委員会を設け、議員の皆様の常任委員会

の視察研修を重ねたご意見を伺いました。再考させていただいたことはよかったと思

っております。大変ご心配をおかけしました。 

  ８番目の質問、「住民サービスの向上」を公約にした事業についてでありますが、
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長いもの網室の件を誉めていただきましたことはありがとうございます。 

  住民サービスの向上につきましては、確かに過去、大勢の議員の皆様にご質問をい

ただいています。できるものから実施するのが行政の仕事でありますが、前向きに検

討して実施をしております。議員に何回も質問され、なかなか実現しないとのご意見

かと思いますが、何度も質問されていることはそれだけ実現が困難な案件と理解して

いただきたいと思っております。 

  難しい案件でも、実現に向けたこともあります。中でも役場の東、大池原・東原地

区の整備事業は、一旦県が停止した事業でありますので復活することは非常に大変な

ことでした。行政経験のない私にとっては貴重な経験でありました。国の事業に入れ

ていただき、県営事業に採択され、停止していた時間を取り戻しましたことはうれし

いことです。関係者の皆様に感謝するとともに、首長として大きな責任を果たしたと

自己評価をしております。これから農業振興にますます国、県、議員、土地改良区と

地区の評議員の皆様とともに、この人脈を広げ、山形村に大きく寄与するものと期待

をしております。 

  次に、９番目のご質問の積極的になれない事業についてでありますが、私も竹野入

議員の積極的な思いと同じでありますが、現在はできない状況にあります。できる環

境になりましたら、すぐにでも検討に入りたいと思っております。 

  この２件とも、担当は総務課の仕事でありますが、総務課の仕事の量を見ますと、

現在の職員の絶対能力が足りておりません。今年、人事異動して大きく強化しました

が、本来の事業を執行するのが精いっぱいであります。その中でも、仕事の成果を上

げるように、業績評価システムを導入し、職員には職制を通じ、事業の動機づけを実

施しております。そこにこの新しい案件を入れても、担当として対応する人がいない

し、時間がない状態であります。 

  ふるさと納税を拡大、推進するには、新企画のお礼の増額計画や多品目を導入する

仕組みの構築から管理運営が必要になります。また、地域おこし協力隊も、数名の受

け入れを期待したのでありますが、申請から受け入れ体制の検討、実施のフォロー確

認、その受け入れするための職員としてのかかる時間がないのが実情であります。こ

のように、現在の職員体制ではすぐにはできませんが、今後、検討させていただきた

いと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思っています。 

以上で第１回目の答弁を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 
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○１０番（竹野入恒夫君） 先ほどはお祝いの言葉をいただきまして、ありがとうござ

います。微力ではございますが、村政発展のために全力で頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、２回目の質問に移ります。平成２６年の村長あいさつの中で、「日本一

明るく元気な村づくり」はスローガンに掲げたと言ったわけです。それが、６号を見

ますと「日本一明るく元気な村づくり」は「スローガンではなく公約で上げた」と言

っています。いつから公約になったのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） スローガンが正解であります。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 私たち、福祉文教常任委員会は、昨年、日本一の福祉のま

ちづくり、東京都の日の出町を視察してまいりました。 

  １、子育て支援日本一のまちづくり。２、長寿化対策、日本一お年寄りにやさしい

まちづくり。３、安心・安全のまちづくりの対策。 

  やはり、日本一の福祉のまちづくりと挙げたからには、それだけの政策というもの

が必要なのですよ。このように３つの政策を出して、それについて細かくいろいろな

ことが謳われているわけです。 

  これに対して、村は政策というものは、ただ単に村長は「日本一明るく元気な村づ

くり」と謳っているだけで、政治の姿勢というものが見えてこないのですよね。この

日の出町の政策の原点は、「人に思いやり、いたわり、支え合う地域社会の実現こそ

が福祉の原点である」ということを念頭に、職員が一丸となって行動しています。本

当に私たちの村の、村長が言っている、公約でもなく、ただスローガンだけで言って

いいものか。こんな状態でまた４年間、百瀬村政が続くと思うと、村民はいたたまれ

ませんよ。どうです、その辺は。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山形村の行政につきましては、総合計画に基づきまして、施策

を決めてやっているのが実情であります。各項目についての活動につきまして、すべ

てに前向きに取り組むということでやっておりますが、挙げてある項目については施

策でありまして、それは職員も私も同じ考え方でやっていると思って、理解をしてい

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 
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○１０番（竹野入恒夫君） 「日本一明るく元気な村づくり」これ、政策でもいいので

すよ。政策なら政策で、村長がこれをもう決めて行けばいいのです。こういうものを

やりたいというものを。それがないから、私はスローガンだけではいけないと、何回

も、就任当初から言っているのですよね。だけど、６号を見ると、急に政策に上がっ

てきているので、その辺のことが、やはり村長をやっているのだから、村長になった

のだから、しっかりした村政の運営をしてもらわなければ困ると思って、こういうこ

とを言っています。 

  今年の、村長の言う、いわゆる元気ですよね。１月の雨氷被害、１０月の台風の被

害。「日本一明るく元気な村づくり」どころではないはずなのですよね。今年はどん

な明るい話題があったのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 雨氷にしろ台風にしろ、確かに被害が生じまして、少し暗くな

ったということは事実でございますけれども、それに対応して、村民の元気を求めて

きた内容は、やはり公民館活動であり、また、健康づくり推進の村づくりであり、そ

してまた、先ほど申し上げましたけれども、スポーツで子どもたちが明るく元気にな

ってくれる。そういうような実情は山形村にはありました。そういうふうに理解をし

ております。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） さっきから言っていますけれども、村長の言っている「日

本一明るく元気な村づくり」なんて、ほとんど村民はわかっていない。村長に携わっ

ているごく一部の人間だけがそう思っているだけで。やはりその辺のことも踏まえた

中の対策、施策というものを立ててもらいたいと思います。 

それと、今年１月の雨氷被害ですよね。何千万円に対して県の補正予算はたった

280万円ついただけだと。今後これはどんなふうにしていくのですか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 金額的に、当初は280万円ということでございますけれども、

この被害につきましては、長野県として支援をするというお約束をいただいておりま

す。したがいまして、これから実際に保安林を含めまして、民有林に対しても対策を

とるわけでございますけれども、そこにおいての対応につきましては、県の事業、ま

た村の事業という形で、財源を確保して取り組んでいく計画であります。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 



 －９０－ 

○１０番（竹野入恒夫君） 来年度に向けて、県の予算がつくというようなこと、本当

に思っていていいわけですか。もう本当に、待ったを許さないような状態の森林の、

雨氷被害の、木を伐り出し、また沢にあるものを片づけるというようなのは、待った

を許さないわけですが、どうなのでしょうね。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かに村民の皆様の本当に、山を持っている皆さんたちはそう

いう思いだと思いますけれども、一応、県の指導を受けながら、協力を受けながらや

るということになっておりますので、そのところは順次進めていくというのが実情で

ございます。 

  木にありましても、間伐してもそれを運び出せないところがありますので、そうい

ったところは倒してそこにきれいに整備しておくとか、運び出せるところは運び出す

とかいうようなことは、その場所場所、またその山の状況に応じて対応するという計

画で進めていますので、私も期待をしております。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） なるべく県の予算を取れるように頑張ってください。 

  それでは、健康寿命延伸の件ですが、答申より先に村長の施策が入っていないとい

うことを言いましたが、この件につきましても、昨年日の出町で研修してきました。

平成２０年９月１５日開催の敬老福祉大会で町長が「日の出町発！ 長寿化対策日本

一お年寄りにやさしい町づくり」を宣言いたしました。平成２１年４月から次の３つ

の施策を約束いたしました。 

１、７５歳以上の方が負担する医療費を無料化する。 

２、７５歳以上になる方が受ける人間ドック受診料を無料にする。現在は７０歳以

上の方が無料だそうです。 

３、健康教室を開催し、お年寄り向けのスポーツを支援するなど、健康管理、健康

増進を図った。 

目耳に水の話に職員が一丸となり、４月からの実施に向けて動いたということが本

当にすばらしいと思ってきました。関係団体との諮問、答申が敏速にできたこと、わ

ずか２カ月足らずの間の行動の早さ、村長のやる気、職員・町民の意思を統一したこ

とがすごいし、しかも１２月議会の可決により、平成２１年４月１日から施行条例を

したということもすばらしいと思います。 

このように、他の町長はリーダーシップをとって行動しているわけですよ。村長も
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健康寿命延伸と言ったからには、リーダーシップをとっていただいて、村長の考え方

をぜひ、話してもらったことがあるのですが、その辺はどうなのですか、今。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 健康寿命延伸の３本の柱は、「ＡＣＥプロジェクト」の「Ａ」

は「アクション」、「Ｅ」は「イーツ（食べる）」、それから「Ｃ」は「チェック」とい

う３本の柱で、長野県から出されておりまして、それを受けた形で山形村も対応して

いるわけでございます。したがいまして、「アクション」は行動する、「イーツ」は減

塩をする、「チェック」は受診をすると、３本の柱というのはもう決まって進めてい

ることでありまして、ただ私はこれを導入したときには、これを早く見えるようにし

たいと、見える化をしようと、こういうことを提案してきたわけでございます。  

  それに向けまして、関係のそういった健康器具というか、そういった知識のある業

者の、会社の皆さんに来ていただいて勉強会を開いたり、そして具体的に展開したり、

そして健康寿命推進検討委員会を起ち上げまして、それから健康寿命延伸推進委員会

になったという経過で進めているのが実情であります。決して村長が単独でやってい

るわけではなくて、組織的に動いて、地域の村民の皆さまたちに理解をしてもらって

やっているのが実情だと思って、理解をしておりますけれども。そのスピードと形に

ついて、遅いではないかと言われましたら、そういうこともあろうかと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） やはりリーダーシップをしっかりとってもらって、早い時

期に健康寿命延伸の方針をしっかり出していただきたいと思います。 

  子育て支援では、１０月の村長の、議会の冒頭で保育園の無料化も視野にしていき

たいということを言っていましたが、どのぐらいの予算が必要で、何年ぐらいででき

ると思っておりますか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 無料化にした場合に幾らの金額かということは計算してござい

ませんが、今、この後、大月議員が質問されます枠の撤廃という、そういうようなこ

との検討については考えておりまして、それからさらに、それを先に行くには無料化

というものを見据えて考えていかなければいけないなという、そういうことをお話し

申し上げた次第でございます。 

まだ年度ごと、具体的にどういうような形でするかというようなことは検討はして

ありません。ただ、山形村が目指す方向は、そういう形に行けば、山形に来ていただ
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ける、また山形で子育てをしたいという、そういう人口減少の対策になるということ

は思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） ぜひ予算のとれるような形で、もっと早い時期に実行して

いただきたいと思います。 

  それでは、４年目の目玉事業であった防災無線についてですが、議会はいろいろな

市町村を視察して村にも発信してきたわけですが、村の担当者も視察もあまり行かな

くて議会の考え方にも耳を貸さなかった点がちょっといけなかったと思うのですが、

村長、その辺はどのように思っていますか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 本件につきましては、先ほどもお答えしたとおり、私の検討不

足という一言に尽きると思っております。これは議員の皆様がいろいろなところに行

かれまして、そういった報告会の内容につきましてもう少しお話を聞きながらやって

いくことも必要だったという、これは反省であります。でも、実際には、今年中には

どうしてもつけたいと、そういうことが決まりまして、今、動いていることが一番私

としてはよろしいことかなというので理解をしています。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） ３月中に完成できることを願っております。 

  今年の新しい事業として、８月７日、村の山の日を制定し登山を行いましたが、４０

名足らずの参加でした。また、１１月３日には初めてウォーキングが開催されました

が６０人足らずの参加でした。 

  この事業は村長最後の任期の目玉として行ったわけですので、村長の後援会に声を

かけてでももっと盛大にできなかったのか。その辺、どうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 一応、広報して住民の皆さんに参加を呼びかけたというような

ことでございますので、集まっていただいた皆さんたちで計画する形にしております。

１００人、２００人という形が来ていただけるということも希望ではありますけれど

も、実際に事業を運営していくときに、運営していく対応というものがありましたの

で、第１回目としか、こういう機会を事業の結果として見て、次に反省をしていくこ

とだろうと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 
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○１０番（竹野入恒夫君） ウォーキングですが、ウォーキングが開催されて６０人ほ

どの人が参加したと市民タイムスに載ったのですよね。村民の方がその日に役場の担

当課に出向いたわけです。昨日のコースの地図をもらいに行ったところ、役場庁舎、

観光協会、福祉センターのどこにも地図がなかったと聞きました。村長の意気込みと

は裏腹に、職員の乗り気はなく、ただ実行したに過ぎません。職員の管理体制という

ものがまずいと思うのです。村長の考え方は。そして今現在はできています。住民課

のカウンターの上に地図が置いてあります。しかし、やった直後に行くということを

考えなかったのか、その辺のやはり職員体制が悪いのではないかと思うのですが、ど

うでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 確かにスピードの行動としてはそうかもしれませんが、一応、

職員としては通常の職務の中でそういう体制を終わらせているということでございま

すので、今、形になって出てきたことに対してはよかったと思っています。スピード

の問題だとは思っておりません。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） やはり事業をやったら最後まで行うというような形を、や

はり職員に植えつけてほしいと思います。 

  ８番の住民サービスの向上を公約した事業ですが、朝日村のようにプレミアム商品

券を何回も出すとか、３歳以上の保育園の無料化を図るとか、そういうのに村長の意

気込みというのが感じられるのですよね。うちの村長には独創性があまりにもありま

せん。この辺はどのように考えているのか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 竹野入議員の言われる独創性というのがちょっと理解できませ

んけれども、山形村自身が「日本一明るく元気な」ということで取り組んでいます。

その姿勢に対しては１つの独創性だと思っております。 

  実際、日本一についても、私が当初、日本一を掲げたときは、日本一美しい村づく

りというのがあったのですね。そのところの４９番目のところで参加をして、それで

山形村も加わるというふうに考えていたのですけれども、その会合自体が結構遠距離

であったり、それからお金がかかってすぐ対応がとれないというようなことで、その

事業についてはやめたわけでございますけれども、日本一美しく取り組む村をつくる

ということ自体は非常に山形村としての独創性を持ったことだと思っていますが、今
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まで行われていました健康づくりにしましても、また、健康と観光ということをメイ

ンでやってきましたけれども、農業の振興につきましても、子育てにつきましても、

また実際に道路、河川、そういったところの整備につきましても、それなりきに新し

い事業として取り組んできておりますので、そういった点は私の考えを聞いてそうい

うふうにやってくれたというふうに理解をしております。いずれにしろ、明るく楽し

く、前にとにかく進むということを進めているのが山形村の姿勢であります。  

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） それはよくわかりました。 

  ９のふるさと納税の推進の関係ですが、昨年はどのぐらいのふるさと納税があった

のか、今年の状況はどんなふうでしょう。また、山形村から他の市町村にふるさと納

税された方は何人ぐらいいて、どのぐらいの金額になっているのか、また今年の状況

はどうでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） ふるさと応援寄附の関係でございますけれども、２７年度

の状況につきましては９月の決算のときに報告をしたと思いますけれども、１３件で

147万円の実績がありました。今年度につきましては、現在のところ５件でございま

して、金額で73万円というような実績になっております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 他市町村にふるさと納税された方はどうでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 今日、税務課長がおりませんので、詳しい数字は持ってお

りません。 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 地域おこし協力隊ですが、あまり整っていないので、受け

入れ体制ができていないので、できないということですが、やはり外部の人を入れて

みると、外部から見た山形村のよさ、こんなものが山形村にはあるんだぞということ

がわかってくると思うのですよ。ぜひそういう意味からでも、体制を整えるというだ

けでなくて、協力隊の活用をしていただきたいと。手が足りないのだったら、ふるさ

と納税の関係に充てたり、いろいろなことができるのではないかと私は思っておりま

す。 
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  １０月１７日に総務産業常任委員会で福井県の池田町を視察してきました。ＮＨＫ

のテレビ番組で、何もない町に観光客が殺到しているという報道をもとに、視察に行

ってきました。メガジップラインといって、鳥の視点で壮大なスケールを体験するプ

ログラム、山の尾根に張られたワイヤーを滑空するものです。４月にオープンして、

９月に３万人を達成しました。売り上げは１億5,000万円ぐらいになったと聞いてお

ります。これは地域協力隊の発想であり、そして運営は第三セクターで地域協力隊が

主になって運営しています。このように、地域協力隊の力を借りると、いろいろなこ

とができるわけですが、その辺、村長はどんなふうに考えていますか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山形村は地域協力隊の協力をいただいておりませんけれども、

今、商工会を通じて、ふるさとプロデューサーという仕組みを去年と今年、続けてや

っております。外部から来た皆さんの力を借りて、山形村の特産品の長いもをＰＲす

る、また新しい事業を展開すると、このような形で取り組んでおります。そんな形で

の外部の力を借りておりますけれども、今後、今、議員が言われますような形できち

んとした地域おこし協力隊の応援を計画していきたいというように思っています。  

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員。 

○１０番（竹野入恒夫君） 百瀬村長になってから、職員の教育が行き届いていないの

ですよね。役場で待たされた、何度も足を運ばないといけない、との苦情もよく聞き

ます。先日も、松本市の方から私に電話がありまして、山形村に書類を提出したいと

いうことで来ておりまして、話があったわけですが、書類を用意しておいてくれと言

って、来たら用意してなくて、結局、手元にある、あなたが持っているその書類でや

ってくださいよという話だったと。わざわざ山形に来て、そんな態度はないではない

かと、大分しかられました。 

  そういうこととか、電話対応にしても悪くて、私も何度も注意してやっと改善され

ました。議会としてもほとんどの方が百瀬村長の政治手腕に対して……。 

          （制限時間のチャイム鳴る） 

○議長（平沢恒雄君） 竹野入恒夫議員に申し上げます。今、制限時間の４０分を超え

ましたので、以上で質疑を終了します。 

○１０番（竹野入恒夫君） はい、ありがとうございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         ◇ 西 牧 一 敏 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位７番、西牧一敏議員の質問を行います。 

西牧一敏議員、質問事項１「村民生活全般について」を質問をしてください。 

西牧一敏議員。 

         （９番 西牧一敏君 登壇） 

○９番（西牧一敏君） 私の質問は「村民生活全般について」ということで、今、村の

方々がいろいろと心配があったり、また興味があったり、何とかならないかというよ

うなことで、５つほど質問したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  まず１番ですけれども、村の道路行政、このビジョンについて。これは地域づくり

の要望の中でやはり一番多いと。ということは、まだまだ村の中で道路というものに

対して不便を感じているということが多々あるということでございますけれども、そ

の中でも森口線で、今、バイパスができて広くなってきていると。これについては多

分、中部縦貫道のアクセスということもあるのではないかと思いますけれども、村に

入ると、そこでＴの字というのか、もうそこで右左に分かれなくてはいけない。アイ

シティのほうへ行くとまたそこでＴの字になって分かれる。今後、その道路というも

のは一体どうなっていくのか。もっと使いやすくならないのかということで、心配し

ています。 

  また、もう１つあるのは、今、四ッ谷のところの道路に関しては、拡幅また舗道と

いうことで整備されて、ある程度、めどがついてきているわけでございます。最近は

どうも北陸からの車が非常に多いと。非常に危ないということで、それについて拡幅

したということは非常にいいことでございますけれども、今、小学校から松本に向か

うところの道というのが、大分狭いというのか危ないと。それについてはアイシティ

の東側のところの拡幅した道路、あれのバイパスとして山形のほうに拡幅できないの

かと。そういうような予定はないかと。これが第１問でございます。 

  第２問については、今の関連でございますけれども、保育園、小学校、この通園、

通学、これについての道について、非常に危ないところがあると。これについて、今

後、村はどう考えているのか。 

それから、３番目でございますけれども、ごみの焼却袋。まず、それに限定したい

と思いますが、焼却袋が松本から山形に移り住むと非常に高いと。当然ながら、行政

側としての負担ということからいったら限度があるということで、村としてはお願い

をしているということは十分わかりますけれども、そのところをどのように住民の
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方々にわかりやすく説明しているのかということ。 

それから４番目でございますが、村民の苦情。先ほど小林議員のほうからも言われ

ましたけれども、ハクビシンとかハト、それからヘビ、スズメバチとか、そういうよ

うな有害の鳥獣類というものに対して、村は苦情があったときにどういうふうに対応

しているのか。また、住民が納得いくような対応ができているのか。 

それから５番目でございますけれども、空き家対策ということ。これは先般、１１

月２６日に東京に行ってまいりました。いろいろな長野県の町村が一生懸命やってお

ります。当村においては、それについての進捗状況、また、これからどういうふうに

していくのか。これについて具体的に説明をしていただきたい。 

以上でございます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位７番、西牧一敏議員の質問にお答えをします。「村民

生活全般について」のご質問にお答えします。 

  まず、１番目のご質問の村の道路政策のビジョンについてでありますが、森口線よ

り南方面の道路延長について、現在、Ｔの字になっているが、今後の延長の考えのお

尋ねです。森口線の延長である村道北６号線と交差する北２号線との十字路となりま

すが、この十字路を東側に回りますと、片側１車線ずつの広い道路で県道とぶつかり

ます。この十字路をそのまま直進しますと、下竹田地区のメイン道路となります。山

形村消防署から唐沢方面に向かう道路にぶつかりますが、この間およそ４２０メート

ルについては、拡幅しても住宅街への車の流れが増加することが考えられるため、計

画はありません。 

アイシティ東側の道路につきましては、県道新田松本線のバイパスとして村道１級

３号線と通称「水代線」まで整備をされております。その先線の道路につきましても、

期成同盟会を組織し、毎年正副議長、正副総務産業常任委員長を理事として、建設事

務所に要望を続けているところですが、昨今の経済情勢から思わしい進展がありませ

んが、粘り強く要望を続けたいと思っております。 

  次に２番目のご質問の保育園や小学校付近の通園、通学道路の安全政策についてで

ありますが、農協南側の変則十字路につきましては、この夏に教育委員会主体で行わ

れました通学路の安全点検の際も議論され、１１月初め松本警察署規制課にも相談に
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行ったところ、路面標示や外側線の内側への引き直し等で道路を狭く見せ、車の速度

抑制をするなども１つの方策ではないかとアドバイスをいただきました。 

記念碑より松本方面の歩道についてですが、以前、この県道には歩道が設置されて

いませんでしたが、当時の村会議員、県会議員のご尽力により、現在の歩道が設置さ

れたところですが、県道用地内での歩道設置ということのようです。 

現状での課題としましては、民地側の生け垣が歩道側へ張り出してきて、さらに通

行しにくい状態にならないよう、区の環境整備や地権者のご理解により整備をしてい

るところであります。 

また、歩道を設置するにあたり現在の基準では幅員２メートルが基準であり、現状

を考えますと厳しいのではないかと思われますが、建設事務所には何か方策がないか

も含め、引き続き要望していきたいと思っております。 

次に、３番目のご質問の焼却ごみ袋についてでありますが、近隣の自治体で可燃ご

み袋を有料化せずに販売しているのは、松本市のみとなっています。他の市村は、可

燃大袋を例にしますと、１袋につき30円、また60円を有料分として加えて、販売価格

となっています。 

当村では、平成１８年から２０年度にかけて、自立に向けた集中改革プランに沿っ

てごみ処理にかかる費用について村民の皆さんに公平に負担していただくために、毎

年９円ずつごみ袋を値上げしてきましたが、平成２６年４月から、要望に応え値下げ

をし、現在の価格となっております。 

転入された方は、この経過をご存じないと思われますので、ごみの減量化、リサイ

クルの推進とともに、ごみ袋の有料について周知を図るように努めています。  

次に４番目のご質問の村民の苦情についてでありますが、鳥類、小動物や昆虫等の

住民からの苦情については、個人の建物や敷地内での発生であることから、苦情の内

容によっては各担当課で現地の確認や対応策について相談を受けています。相談の中

で対応できる業者の紹介等を行い、個人での解決をしていただいています。 

具体的には、ハチの駆除については、個人の敷地内にある巣については現状により

現地の確認や、持ち主から駆除業者に連絡をとっていただくよう案内をしています。

また、ヘビについては、飼育しているものは県の担当になりますが、野生のものは駆

除できないため、対応できる業者の案内はしておりません。 

次に、５番目のご質問の空き家対策についてでありますが、これまでは人口が順調

に増えていたことで、移住、定住促進に関する対策がされておらず、そういった相談
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会に参加する体制が整っていないのが状況でございます。 

空き家に関する体制については、今年度から台帳整備に向けた事前調査を始めてい

ますが、来年度以降、業者への委託も含めて、本格的な現状把握、バンク等の整備、

空き家等の対策計画の策定を計画しています。 

人口減少を抑える中で、移住と空き家は関連づけて考えていかなければならないと

考えております。 

以上、１回目の答弁といたします。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） できることとできないこと、いろいろありまして、非常に難し

いですけれども。 

１番目の質問ですけれども、森口線のところは現状維持ということで非常に難しい

と。クランクであっち行って曲がり、こっち行って曲がりということからいったとき

に何とかならんのかなと。今後の要望として、これは出していかなくてはいけないと

思いますが、アイシティの東側の道路については要望しているということで、努力し

ているということ。それを聞かせてもらって非常に将来的にまだまだ可能性があるの

ではないかと。 

これについては、２番目の小学校の通学、竹田の子どもたちの通学路の狭い舗道、

あそこを歩いて学校に通うということ。今はまだいいかもしれませんが、これは雪が

一旦降ったときには非常に歩きにくい。ましてや今の子どもたちが友だちと歩きなが

らしゃべって、また、遊びながらというとどうしても歩道からちょっと出てしまうこ

とがある。非常に危ないなと思うからこそ、そこにあるのは道路行政の中からいった

ときに、バイパスを早く、１日も早くつくってもらいたい。これについては、やはり

子どもを中心に要望をしてもらいたいと。これについて、今まで、昨今いろいろなと

ころで交通事故で子どもさんが亡くなるというようなニュースも多々聞かせてもらっ

たときに、やはりそうなる前、これは大事なことではないかと、このように思います。

まず安全を確保するということ。これについては、やはり要望を強くしていただきな

がら、また、我々議員としてみても、やはり要望をちゃんと協力していかなくてはい

けない。このように思います。そんな上からいったときに、ぜひそこのところはして

もらいたいと思います。 

先ほどの２番の話ですけれども、村の人たちがよくわからない。なぜかというと、

これ（パネル出す）、ここのところが何番というと、村道西６９号線というところな
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のですね。これが入ってくる。これ見てのとおりに、農協の裏。それから小学校の南

側。ここのところはもう専門の道路になっていますけれども、小学生が歩く。これに

ついて私が調べたときに、一昨年ですけれども、こういうような形で子どもたちが利用

しています。この利用しているのが小学校の通学路で、１７５名の方々。小坂で９５

名、中大池で４０名、上大池で３８名。これは若干今年になると変わってくるかもし

れませんが、このような形で子どもたちがマークして回った。この中で、やはりあそ

こはあれだけ多くの人たちが通るということ。それからいったときに、もっと早急に、

もっとあそこの変則４差路を具体的に安全な方策ができないかと、このように思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 籏町建設水道課長。 

○建設水道課長（籏町通憲君） あそこに横断歩道もあるわけですけれども、新たに横

断歩道の設置というのはなかなか、歩行者だまりをつくったりしなければいけないも

のですから、ちょっと厳しいものがあるのかなと。 

村長の答弁のところでもお答えさせていただきましたけれども、警察署に行って

「ここ何とかいい方法がありませんかね」というような相談をした中では、路面標示

それから今、外側線がどちらかというと車本位で引かれているような状況なものです

から、あの外側線を、子どもたちが通れる幅をもうちょっと広く、要するに車道側を

狭く見せて、なおかつ「子どもたちが歩くところをグリーンベルト、緑色に塗ったり

するような方法も考えていったらいかがですか」というようなご提言を受けたもので

すから、できれば来年度の予算あたりに計上して、着手していきたいかなと。  

  それから、規制のかかります「とまれ」とかいうものにつきましては、村では対処

ができないものですから、公安委員会の管轄になってしまいますので、村でできる範

囲で安全策を考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 具体的に方策をとってくださるということはありがたいのです

けれども、公安委員会にしても、それからＰＴＡの方々にしても、やはり単体ではな

くて皆さん合同でやるというような形で持っていかなかったら形にならない。  

この間、昨日ですか、ＰＴＡの会長さんにお伺いしたところ、年に４回ほど見回り

ということで立っていてもらうと。これは毎日ということになったら負担が非常に大

きいということになりますけれども、子どもはやはり月曜日から金曜日までは学校へ
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は通っているわけでございます。その中でやはり毎日が、極端なことを言えば、危険

な目に遭っているのではないかと、このように思います。 

先ほど見ていただいたこの地図でございますけれども（地図のパネル出す）、この

入ってくるところはいいのですよね。ここのところ、大変申しわけないけれども、子

どもたちが通学路として車の入っていけないところ、その以前のところは車もやはり

仕事で通行する。それから、中学生も通行するということからいったときに非常に見

通しが悪い。その中で事故にならなければいいのになということも多々あります。そ

ういうところを皆さんでチェックしているはずでございますので、１日も早く、時間

制限ということも考えながら、そこのところを交通規制ということは考えられないの

かというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 交通規制はどうかということでございますが、小坂のメイン

道路でございまして、通勤、通学、それから農業車両、いっぱい通っているわけでし

て、それをとめるということになりますと、迂回路だとかそういったもろもろの調整

も必要かというふうに思っております。様々な観点から、先ほど担当課の課長も申し

ましたけれども、いろいろな角度から検討をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） ありがとうございます。本当に、いろいろな角度から検討して

いただきたい。このように思います。 

  次の質問の要項ですけれども、焼却ごみの袋についてということでございまして、

先ほど村長のほうからもいろいろ提案なり話がありましたが、実はこういうことなの

ですよね。松本市は１０枚で72円。これは処理代が含まれていないということで、こ

れは松本市として処理代を税金の中から負担しているということですから72円と非常

に安いと。 

  朝日村は１０枚で109円。山形村に比べれば大分安いなとは思いますが、実はその

ほかに証紙代として600円。これは処理代ということで600円を村民に負担をしていた

だいているということであるわけでございます。そういうふうに表示が非常にわかり

やすい。 

  山形村はどうなっているかというと、１０枚で327円。これは先ほども言ったよう

に、応分の負担を村民にしていただくということでございますけれども、これ実は、
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それぞれの市町村では１０枚で72円とか１０枚で109円とか出ていますが、山形村は

一体この１０枚でどのぐらいの販売ということなのか教えていただきたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） ただいまのごみ袋の関係でございますけれども、山形村

では統一販売価格という方式、今、議員お話しのとおり、証紙代という形で販売価格

とは別に証紙代のみを販売店から役場へ納めるという、そういう方式をとっていると

ころが多いのですけれども、山形村の場合にはいわゆるごみの有料化、先ほど村長答

弁にもありましたけれども、ごみの有料化の方針に従いまして、村のいわゆる有料化

分と、それから業者の手数料合わせてという形で販売となっております。 

  ですけれども、業者のいわゆる販売競争的なものはございませんので、販売価格と

しては１０枚セットで税抜きで320円という形で、どこの店舗でも統一価格という形

になっております。 

  今も有料化のことについてのお話があったかと思いますけれども、作成費が当然か

かりまして、決算報告でもさせていただいているように、村の場合は作成費用を村の

ほうから支出をするという形をとっております。その上で、税抜きで１枚当たり、村

のいわゆる有料分と店舗の手数料で１枚当たり22.3円というものが有料化分として乗

ってきているわけです。作成費の上に22.3円ということですので、この松本平で有料

化がされている中では、山形村は一番低額の設定というふうに、ある意味表現ができ

るのではないかと思います。ですけれども、ご指摘のとおり松本市の場合には無料と

いう、そういう形になっていることも確かでございます。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） ごみのことについて、平成２５年に大月議員がちょっと高いの

ではないかと。というのは何が高いかというと、村民のほうの負担と村のほうの負担

との比率からいったら、村民の負担の比率がちょっと高いと。何とかならんのかとい

うことで検討したときに、平成２６年ですか、安くするということで安くなったはず

でございます。 

  そういうようなことでなったのですけれども、本当の内情ということについては、

実は村の村民の方々は何も知らないところが非常に多いのではないかと。もっと明示

してわかりやすくしてもらいたいと、このように思うわけであります。 

  豊科とか向こうのほうでもやはり証紙代として別に明示してあります。この山形村
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だけが総体的に、私の調べたのは327円でございますけれども、そういう形であると

いうこと。もっと村民の負担が幾らですよということをちゃんと示していただくとい

うことがやはり納得いくこと。 

  また、それに対して、先ほど新居議員のほうからも、もっとごみの減量ということ

を考えなくてはいけないのではないかと、このように言っていますけれども、村民一

体として、やはりごみについて考えていくような場をつくらなくてはいけないのでは

ないかと、このように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） 山形村ではもうずっと、ごみの有料化が始まった当初か

ら、証紙代方式にするのか、それとも上乗せ方式にするのかというところで、ずいぶ

ん当時検討がされたようでありますけれども、ほかの、市は別として村、この松本平

の当地区の村では、証紙代としているところはやはり商工会で委託販売をするですと

か、直接行政が販売するのではなくて、あくまで事業者同士のやりとりの結果、その

証紙代を行政のほうに、村のほうに納めていただくという、そういう方式をとってい

るところがほとんどとなっております。 

  村の中でずっとこのやり方でやってまいりましたので、またこれを証紙代方式にす

るということになると、村民の皆さんももちろんなのですけれども、店舗のほうでも

統一価格だったものが当然変わってきますので、仕入れ先の問題とかもありますので、

いきなり証紙代方式に変えるというのは難しいかとは思われます。 

  ただおっしゃるように、村民の皆さん、お一人お一人になぜ松本市のごみ袋と山形

村のごみ袋の販売価格が異なるのかという点については、説明不足の点もあるかと思

いますので、先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、ごみの分別の手帳、そ

ういったものを発行する際などに、山形はこういう事情で有料化を図っておりますと

いうことはお伝えしていきたいというふうに思います。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） またちょっとごみのことについて、話は変わりますけれども。

これは塩尻市、朝日村、一緒なのですよね、ごみ袋は（塩尻市と朝日村のごみ袋出

す）。朝日村にしては証紙代として600円かかるのですけれども、こういう形で販売を

しているということ。無理かもしれませんけれども、塩尻の場合は塩尻に焼却炉があ

った。今はもう集積になっているだけで、あそこではやっていないですけれども。山

形村は松本市と広域で焼却をしている。今でもやっているわけです。 
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  そういう上からいったときに、安くするためにこういう形はとれないのか。まして

やこれについてはメイド・イン・チャイナでございます。メイド・イン・チャイナで

やはり安く単価を抑えて提供しているということからいったときに、この山形村は日

本の国内で製造しているということ。これについて検討の余地はないのか。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） おっしゃるとおり山形村の場合は国内製造です。という

のは、海外から入れる場合、相当の量を一括購入しないとそれが不可能であるという

ことで、ただ、２６年に焼却袋等、袋の値下げを図った際に、作成業者と打ち合わせ

をして、若干品質を従来のものよりは薄手のものにして、コストを下げるというよう

な、そういう事業者に対する努力も求めたという、そういう経過がございます。  

  また、ほかの市村の状況も伺いましたけれども、複数のところから製作物を取り入

れて、要は指名競争入札のような形で、大きな市になるとそういうことでコストを削

減するというか、あるいは販売する店舗のほうで規格にあったものを販売すればよい

わけで、どこの事業者から仕入れるかというのは店舗の自由裁量に任されていると、

そういったところもございます。 

塩尻市も朝日村もそのような形でごみ袋のほうはしておりますけれども、一連の証

紙代の問題があったこともあって、今、一部は国内販売のものを確か使って、山形村

と同じ事業者が作成している国内販売のものも使っていると。その影響を受けて、若

干、各店舗での山形村の在庫が十分確保できない時期もありまして、各店舗にはご迷

惑をおかけした、そういう経過もございます。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 今、課長のほうから言われまして、そのとおりなのですよね。

実はお願いということで、これ今日なのですけれども「山形村の可燃ごみ指定袋につ

きまして、現在生産中ではありますが、在庫不足につき、恐れ入りますが、お１人様

１セット限りの購入をお願いします」ということなのですよね。 

  前に聞いたときには、中国から入れていると、中国というのは非常に不安定だとい

うことで、もし入らなかったらどうするのだということで、国内生産というのが一番

かたいということの話も聞きました。 

  しかしながら、こうなってくると、どうもほかの町村でもお願いしているというこ

とになったときに、材料が足りないのか、生産能力がないのか。そこでこういうよう

なことになってくる。それ自身、やはり村の方々にしてみれば、非常に不安です。  
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  というのは、ごみというものは、先ほど新居議員のほうから、それを堆肥化すれば

１週間、２週間というのだけれども、今、山形村というのは、もう本当に２日、３日

置いておくと中が腐ってくるし、早く何とかしなくてはいけないというようなことで、

非常に大事なことであり、重大なことであるわけでございまして、そういうことにつ

いて、やはり今までどおりやっているからこのとおりでいくのではなくて、ある程度、

山形村も改革ということを念頭に置きながら、やはり前へ進んでいかないと、村民益

ということからいったら、はるかに取り残されてしまうのではないかと。このように

思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 塩原住民課長。 

○住民課長（塩原美智代君） おっしゃるとおりだと思います。また、来年度、塩尻市、

朝日村では、業者の入札方法等も変更する予定というような話も伺っておりますので、

今年度ほどの混乱といいますか、村民の皆様にご迷惑をかけるようなことはないかと

は思っておりますけれども、重々、また来年度の納品状況について、業者のほうと確

認をしていきたいと思います。 

  一点ご理解願いたいのは、山形村の場合には年度当初におよその枚数を一括購入す

るのではなくて、在庫を少なくするために必要な分だけ発注するという、そういう方

式を従来からとってきておりますので、その点についてはご理解いただければありが

たいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） ぜひ村民の生活にかかわることでございますので、前向きに検

討していただきたい。 

次に、村民の苦情についてということで、先ほど村長のほうから、それぞれの苦情

があったときにはそれぞれの業者を紹介するということで答弁がございました。  

テレビを見ていてもほかのところを見ていても、行政の職員がまず飛んで行ってい

るのですよね。猿が出たと言ったら、捕獲網を持って行政の職員が飛んで行く。当然

ながら警察も一緒に来ているのだけれども、そういうようなことですぐやる課、また、

その中からいったときに、村民が信頼できる行政ということからいったときに、まず

行政の職員がまず最初に現場に飛ぶ。それから、どうしたらいいかということをとも

に考える。業者を紹介して、ここに電話してくださいで帰ってきてしまうようでは、

話にならんわけでございまして、そこのところは一体、今後変えるかどうか、お聞き

したいと思います。 
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○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 村民の皆さんの苦情についてでありますけれども、そ

れぞれが非常に困って、村のほうに連絡をしてくるということであります。内容によ

って、それぞれの担当課ということで村長答弁しておりますし、村の職員もその内容

によってはすぐ現場のほうに出て対応するという体制をとっております。 

結果的に遅れることも出てきますけれども、なるべく現場に行って話を聞くという

体制では行っております。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 非常に大切なことだと思います。やはり村の人たちというより

も、昔からいる人たちにしてみれば、スズメバチにしても、ハチがいるといったら、

これはうちのお守りになるしと言って飾っておくというところもございます。まして

や、ヘビといっても「これはうまいヘビだぞ」と食ってしまうのもいる。 

そういうのはいいのですけれども、村外から来た方々、若い人たちにしてみれば余

計に怖いわけなのです。もうハチ１つにしてもそう、それからハトにしてもそう。先

ほど村長のほうから個人の住宅だというから、村はうかつに手が出ないというような

ことを言っていますけれども、もっと踏み込んで。というのは、先ほど空き家のこと

についても、やはり村はこれから変えていくという話がありました。そういう中から

いったときに、もっと積極的にかかわって、やはりともに村民の悩みを共有できるよ

うにというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） いろいろな事情があるかと思いますけれども、個人の

プライバシーのこともあります。ですので、できることは積極的に対応していきたい

というように考えています。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） ぜひ積極的に、プライバシーとか個人情報というのもあります

けれども、その枠の中だけではなくてしっかりと政策の中でやっていってもらいたい

と思います。 

  続いて、空き家対策といういことでございますけれども、ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、ふるさと回帰支援センター東京というのがありますけれども、それに

ついては承知しているのかどうか、聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 
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○総務課長（住吉 誠君） 具体的にどのような内容かという詳細につきましては、把

握はしておりません。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 聞くところによると、一般法人移住・交流推進機構（ＪＯＩ

Ｎ）というのがあるのですけれども、それには、村は加わっているというふうに聞い

ているのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 今年度加入したというようなことでは聞いております。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 先ほど話ししましたけれども、実は２６日に、私行ってきまし

た。行ったときに、非常に今、困っているというよりも、危機感を持っているという

ことで、そのふるさと回帰支援センターで長野県特集をしてもらった。長野県特集で

こういう移住大相談会というのがあって、約２０カ所、市町村が参加して、ブースを

持って相談に乗っています。これ、東京でやっていますけれども、神奈川、千葉、そ

れから茨城もいましたね。東京は当然ながら多かったです。非常に関心を持っていま

す。 

  その中で、どこが一番関心があるかといったら、こういう表をいただいてきたので

すけれども（表を参考資料として出す）、２００９年から２０１５年まで、これを見

ていくと、長野県というのは結構トップなのですよね。２０１１年から１２年、１３

年、それから１５年と長野県がトップなのです、移住したい。ただ２０１４年が山梨

県に移住したいということでナンバー２になってしまったけれども、それだけ都会の

人たちは長野県にあこがれていると。 

その中で「松本市も暮らしを応援しますから来てくださいよ」とやっています。朝

日村も、朝日ビレッジというのでやっています。ちょっとこれ見たときに、朝日村か

どうかわからなくて、私も「え？」と思ったら「朝日村じゃん」と思って見ました。

中を見ると朝日村のいいところを一生懸命書いてあります。ぜひ来てくださいとなっ

ています。小川村もそうです。いいところ、これを見ていると、「いいなあ。じゃあ、

おれも行ってみようかな。暮らしてみようかな」こういうふうに思うわけでございま

すけれども、山形村はどうもそれについて一足遅いのではないかというふうに思いま

すけれども、いかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 
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○総務課長（住吉 誠君） 移住・定住の関係かと思いますけれども、そちらの面につ

いては非常に、村としては対応について後手後手に回っているというようなことでは

担当課として感じております。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） 村の職員の中で、山形村がどこがいいかといっても、なかなか

気がつかないということも、先ほどほかの議員の方も言っていました。 

この山形村というのは非常にいいところがいっぱいあるのですね。それを、これ調

べて一生懸命発信してくれるのは、この朝日ビレッジ、先ほども３人か４人の議員が

言っていましたけれども、これをつくっているのはどこかといったら朝日村地域おこ

し協力隊という方がつくっているのです。 

  やはりそういうところからいったときに、非常に朝日村はそういうような活動とい

うのか、そういう人たちを使ってうまく発信をしている。発信をうまくしたからたく

さんの方が移住するとは限りません。だけれども、やはり発信しなければいけない。

三澤議員も言っていました。山形村はもっと発信しなければだめだよと。だけども、

こういう形で発信をしていくということは非常に大事なことだし、先ほど村長が何と

言っていたかといったら、非常に村の職員は仕事が多いと。多いから、なかなか手が

回らないと。手が回らないからこそ、やはり国から支援を受けた地域おこし協力隊の

人たちに応援してもらいながら、もっと山形村のいいところを発信するということは

具体的に行かなくてはいけないと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） ご質問については、空き家対策ということなのですけれど

も、空き家対策も含めた中で、移住・定住、それから村からいろいろな情報を発信す

ることにつきまして、なかなか対応は違う市町村に比べると、若干遅れているような

点がありますので、今後、いろいろなご意見等、今日のご意見等含めた中で、今後の

事業等に生かしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 西牧一敏議員。 

○９番（西牧一敏君） いろいろとそういう答弁を聞くのですけれども、答弁の中で一

番あるのは、ほかの町村の意向を見ながら、山形でも決定していきたいと。そのよう

に方針を決めたいというような答弁というのを多々聞くのですよ。 

まず、村長が「日本一元気な村づくり」ということで、村長に一番先になるときに
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それを掲げたと。日本一というのは一番なのですよ。ケツを追いかけているのは日本

一ではないのですよ。 

  それからいったときに、まず、なぜ村がほかの町村がやるから「じゃ、うちもやり

ましょう」これでは日本一にならない。やはり、一番最初に「山形って、こんなこと

をやるんだな」「山形ってすごいな」ここが日本一のゆえんになるわけです。 

  やはりこういうものをつくるかどうか。これについてだって、補助金があってつく

っているのです。そういうことからいったときに、なぜそれが山形ではできないのか。

お答えを願いたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

          （制限時間のチャイム鳴る） 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に対して、村長、答弁願います。 

○村長（百瀬 久君） できないわけではなくて、やっているのですけれども、たまた

まそれと同じようなものができていないということなのですね。長芋のレシピにしま

しても、それから商工会も観光協会も山形村を日本一にするためにＰＲをして一生懸

命やっているのです。そういう場面と比較してもらって、何もできていないのではな

くて、たまたま西牧議員が持っておられた、それはないという。そういうふうな形で

理解をしてもらいたいと思いますけれども。山形村としては日本一のＰＲするような

形の事業をやってきております。 

○９番（西牧一敏君） 終わりでございますけれども、ありがとうございました。頑張

ってください。 

○議長（平沢恒雄君） 制限時間４０分を過ぎたので、終了いたします。 

以上で、西牧一敏議員の質問は終了させていただきます。 

次に移る前に休憩といたします。会場内の時計で２時半まで休憩ということですの

で。 

  休憩。 

（午後 ２時２３分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午後 ２時３０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         ◇ 増 澤 武 志 君 

○議長（平沢恒雄君） 質問順位８番、増澤武志議員の質問を行います。 

 増澤武志議員、質問事項１「有害獣被害防止柵について」を質問してください。 

増澤武志議員。 

         （７番 増澤武志君 登壇） 

○７番（増澤武志君） 議席番号７番、増澤武志です。今回は、有害鳥獣被害防止につ

いて質問いたします。先ほど、小林武司議員が質問いたしましたが、なるべく重複し

ない範囲で質問したいと思います。 

  野生鳥獣による農作物被害は近年全国的に深刻化しています。被害増の要因は必ず

しも明確になっておりませんけれども、地球温暖化による降雪量の減少と鳥獣生息域

の拡大、過疎化や老齢化に伴う里山の荒廃、耕作放棄地の増加、ハンターの高齢化、

主要人口の減少等が挙げられています。 

村は現在被害防止対策として有害獣被害防止柵を山裾に設置する計画を立てており

ます。村が柵の資材を購入し、設置は区が中心となり区民、村民が設置工事を行う官

民協働方式として提案、区長会や各区で説明会が行われています。 

しかし、区の中でも直接の被害を受けている地区と受けていない地区、また農家と

非農家の間でもなかなか理解が進まないという現状があるように見受けられます。  

そこで、鳥獣被害の現状と今後の対策について伺います。 

質問１、村の鳥獣被害の状況はどうか。また、被害の原因について、村の見解を伺

う。 

質問２、国の鳥獣被害防止特措法に基づく実施事業の内容と財源は。 

質問３、捕獲檻や狩猟による成果はどうか。 

質問４、鳥獣被害防止事業の中で、村が調査、参考にした事例はどこか。 

質問５、柵設置にかかる村民の要望や期待、また疑問や懸念はどう把握しているか。 

以上、通告に基づく質問であります。ご回答をお願いいたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、質問順位８番、増澤武志議員の質問にお答えします。

質問事項「有害獣被害防止柵について」のご質問でございます。 

  まず１番目のご質問の村の鳥獣被害の状況、また被害の原因についてでありますが、
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平成２７年度の被害実績は、鳥類による農作物被害は、果実、野菜被害等、被害面積

で１２３アール、金額で275万2,000円であります。獣類では、水稲、野菜類で、被害

面積１２９アール、金額で204万円で、合計２５２アール、金額で479万2,000円であ

ります。平成２６年度もほぼ同じ数値であります。 

  また捕獲数ですが、平成２７年度実績で、鳥類で１，０９８羽、獣類で８１頭、う

ち熊は３頭の捕獲であります。 

  平成２６年度は鳥類が９９０羽、獣類で４８頭、うち熊は１１頭と、熊の出没が多

かった年であります。 

  本年度は１１月末までの実績で、鳥類が９０６羽、獣類は７５頭、うち熊は３頭の

捕獲であります。ここ２、３年は農作物の被害及び捕獲数については横ばいの状況と

なっています。 

  また、被害の原因については、議員の言われるように、里山の荒廃、奥山の餌の不

足、生息環境の変化等、いろいろな原因が複合しているかと思います。 

  次に２番目のご質問の国の鳥獣被害防止特措法に基づく実施事業の内容と財源につ

いてでありますが、実施事業の内容は駆除等経費、広報費、調査研究費で、駆除等の

経費については防護柵、電気柵、罠、檻等の購入、設置費、猟友会、実施隊の活動経

費であります。 

  財源については、特別交付税で５割から８割が交付されます。平成２７年度一般会

計の林業費等で、罠、檻等の購入や猟友会、実施隊の活動費等の対象事業費は296万

7,000円に対し、237万4,000円の特別交付税が交付されています。 

  また、今回防止柵設置を予定している事業については、鳥獣被害防止特措法の一部

改正により実施できるもので、支援事業の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用する計

画をしています。 

  次に３番目のご質問の捕獲檻や狩猟による成果についてでありますが、捕獲檻につ

いては猿の対策の大型捕獲檻を現在、村内２カ所に設置しており、大きな成果を上げ

ています。また、熊についても、それなりに成果があります。罠については、イノシ

シ、ハクビシン等の小動物の捕獲のほとんどは罠によるものです。狩猟についての成

果は不明であります。 

  次に４番目のご質問の鳥獣被害防止事業の中で村が調査、参考にした事例について

でありますが、被害防止事業として近隣市村、松本市、朝日村、麻績村の事業で、内

容や設置方法を参考にしています。 
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  次に５番目のご質問の柵設置に係る村民の要望や期待、また疑問や懸念の把握につ

いてでありますが、先の小林議員の質問でお答えをしたように、現在、村内全区から

のご意見やご要望等はいただいておりませんが、全体的に防止柵の必要性、また具体

的な作業内容と地域に理解が得られるよう詳細な説明が必要だと感じています。 

  今後につきましても、少し時間を要しても各地区で説明会を開催し、設置や維持に

ついて理解をいただきながら、地域と共有できる方法を調整したいと思います。  

  以上、１回目の答弁でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） それぞれお答えをいただきました。また細かくやっていきます

が、鳥獣被害の状況につきまして、ただいま３年分の状況をお聞きしました。鳥類、

それから獣類等、１２３アール、１２９アールということで、本当に限られた面積な

のかなと。山形村の全耕地から考えると、限られた面積なのかなと。そして、被害金

額も合計で479万円ということで、被害そのものの金額というものがわかりました。 

  それに対して、質問でありますけれども、柵を設置するにあたっての経費というの

はどのぐらいでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 防止柵の設置の経費でありますが、防止柵の規格等に

つきましては、高さが約２メートル、金網が１．６の電気柵が０．４という４段であ

ります。金属製ということで、耐用年数は１５年。以上等を計画しております。  

  これは松本市の実績になるのですけれども、１メートル当たり約5,500円というよ

うなことで、これは資材のみであります。村の山裾沿いの総延長が約１８キロという

ことでありますので、メートル当たりの金額を掛けますと約１億円の事業費が必要に

なってくる。これはあくまでも材料という部分で、村で計画しているのは、労力は地

域の皆さんにお願いしていったらどうかというものでございます。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） ありがとうございました。１８キロにわたって設置をする。単

価5,500円で、設置費の材料代だけで１億円ということであります。 

  毎年の被害が480万円ぐらいとしますと、かなりの経費については高いものであろ

うと。耐用年数１５年としても、かなりのものであろうと思います。要するに、被害

額との費用対効果、これをどう見るかでありますが、村長、この点については。見解
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をお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 獣によりまして被害を受けるということになった場合は、これ

はどうしても避けなければいけないということでございますけれども、その被害を最

小限に抑えるような形をして、やはり投資対効果を見ていくことが必要かというふう

に私は思います。したがいまして、村の税金を、住民の税金を有効に使うというよう

な観点から判断していかなければならないというふうに思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） やはり使うものは税金でありますので、貴重な財源ということ

で慎重にならざるを得ないと思います。 

  質問２のほうですけれども、国の鳥獣被害防止特措法、これに関する事業というの

は、これ、平成１９年制定の法律なのですけれども、市町村や農家が主体となって行

う被害防止の取り組みに対して国が支援するという中身であります。かなりの分につ

きまして特別交付税として戻ってくるということで、通常の５割から８割ということ

でかなり財源的にはこういった事業を続けていくことがやはり大事なことであろうと

思いますので、これにつきましてはきちんと続けていっていただきたいというふうに

要望いたします。 

  さて、そのほか捕獲檻等々、質問事項がございましたけれども、特に猿檻につきま

しては、上大池と小坂に２カ所設置をされ、上大池地区に関して大分大きな被害があ

ったところが、猿の一群れを捕獲したという話を聞いておりまして、成果が上がった

ということであります。柵が猿に関しては効果がないのですけれども、やはり、檻と

か罠等につきましてはそれぞれの効果があるというふうに私は伺いました。そういう

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 猿対策としまして、大型檻でありますけれども、これ

につきましては２７年度に上大池地区に１基、それから今年でありますけれども、小

坂地区に１基設置をしております。 

  実績でありますけれども、罠も含めまして、２７年度の実績で２８頭を捕獲してお

りますし、２８年度につきましても、２９頭の捕獲をしておりますので、猿に対して

は非常に有効な方法となっております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 
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○７番（増澤武志君） ありがとうございました。やはり設置した檻が有効に活用され

ているということは大変好ましいことであろうと思います。それによって被害が確実

に減っていると。こういった状況をつくっていくことが大事だと思います。 

それにつきましては以上で終わりますけれども、柵をつくるという、そのものに、

これはいい面もあるだろうが弊害もあるだろうと思います。弊害というのは考えられ

ないのでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 山林等の整備という面では非常に支障になるのかなと

いうようには捉えております。 

  それと、それぞれいろいろな地形等によって条件があるわけですけれども、特に山

形村の場合につきましては清水高原に別荘という部分もございます。そんなこともあ

りますので、ゲートという部分が設置をしなければいけないということでありますの

で、設置については開閉が頻繁に行われるような形になりますので、高原での別荘地

の人たちにとっては、都合が悪いのかなというようには捉えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） 別荘地を持っているという特殊事情もございます。確かに、う

ちの周りに柵を張られれば大変だと思います。そのほかに、やはり山林整備という意

味もございました。 

  あと、村長が健康寿命延伸ということで、森林セラピーだとか森林浴とか、そうい

ったことを効用として訴えてきましたけれども、そういった山裾から山道に入るとい

うことができなくなるという恐れがあります。散策をするという意味からいっても、

山裾から山道に気軽に入るということができなくなってしまいますが、やはりそうい

うこともあると思います。 

  それから、里山整備ということで、赤羽課長のほうからありましたけれども、間伐

作業の邪魔だとか、木材搬出の大変な邪魔になる。 

  今、塩尻市では、１２月議会で小口市長が森林公社の設立ということを公約いたし

ました。これは、塩尻市は山林を生かすということで、たまたま県のＦパワープロジ

ェクトという事業が塩尻市内で行われておりますけれども、やはり山林を生かすとい

う、またそこでもって産業化していくという考えがあってのことです。そうなります

と、やはり柵というのは、あればあったでいい点もありますが、あることによっての
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弊害というのはやはり考えなければいけないと思います。 

  またもう１点、この１月に雨氷被害がございました。朝日村では大きな柵の被害が

あったということで、もし柵がなければお金がかからなかったという、そういった意

見も村民の中にはあるわけであります。 

  また、火災時の消火活動、これも恐らく大変なことになろうかと思います。 

それと柵があることによっての弊害といいますと、当然のことですが、定期的なメ

ンテナンスというのが必要になります。隣の朝日村では、毎年春先に村民総出とはい

いませんが、地区総出で柵の点検を行っている。また、壊れていれば修理をするとい

うことを、毎年毎年、年に２、３回、それぞれ出るということをやっているそうであ

ります。そういったことも村民に知らせながら、本当に必要なのかということをやは

り言うべきだと思います。いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 先ほど増澤議員の質問の中で、原因というようなこと

もちょっと言われたのですけれども、猟友会員が少なくなってくるとか、高齢化だと

か、いろいろな要因があるわけです。 

  村としては、やはり安心・安全だという部分のご理解をいただいて、設置という部

分、それと猟友会員も当然少なくなってきているということもありまして、協議会の

ほうでは防止柵が有効だよという部分というのは、当然、猟友会員も少なくなってい

るということも含めまして、設置が必要だという意味合いもあります。そんなことも

ありますので、まずは住民の安心・安全という部分でご理解をいただきたいというよ

うに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） よくわかります。やはり答申につきましては、私も尊重してま

いりたいと思いますけれども、やはり柵設置以外に有効な方法がないのかということ

も考えていくべきだと思います。 

  そこで、私、ちょっと調査をしてまいりましたが、たまたま「地方議会人」という

雑誌がございます。この雑誌ですけれども（「地方議会人」出す）、この１０月号、こ

れは全国の市議会議長会、町村議町会が共同編集をしているという雑誌でありますが、

１０月号で塩尻市の例が紹介されておりました。塩尻市の「ＩＴＣを活用した鳥獣被

害対策」ということで、センサーネットワークによる鳥獣被害の対策であります。 

  そこで先日、私は塩尻市役所へ参りまして調査をしてまいりました。塩尻市は担当
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がどこかといいますと、農林部とかでなくて情報政策担当、企画政策部情報政策課と

いうところが担当しておりました。 

  ちょっとこれの紹介しますので時間をいただきますが、塩尻市は情報通信技術の基

盤を大変整えておるところでございまして、各種のセンサーというのを利用しており

ます。その一例が、子どもの見守りシステムというシステムを持っております。その

システムを使っての鳥獣被害対策ということをやったわけであります。 

この事業概要が、ちょっと紹介しますと、北小野地区であります。場所は北小野地

区。これは山林と農地が接する中山間地域であります。耕地面積が２７．５ヘクター

ル。稲作中心でありますが、野菜等、馬鈴薯等への被害が増加しているという地区で

ありました。 

数年前からイノシシの食い荒らし、あるいは稲を倒すという、ミステリーサークル

のように稲が倒れているという、そういったイノシシが活動するということがありま

した。そこで、金網だとかトラロープを張っての対策をしておりましたが、もう無理

だということでありました。 

この被害につきましては、２３年度、この２７．５ヘクタールの耕地面積の８５％

が被害を受けたという事例であります。こういう状況があったようであります。  

対策として２種類のセンサーを利用したということです。まず、獣検知センサー。

これは動物から発生する熱を感知して、近づきますと警報音と光で威嚇をし追い払う

というシステムのようであります。と同時に、出没事項と場所をメールで登録した携

帯電話に知らせると。猟友会員だとか、あるいは地区の農家に知らせるというもので

あります。 

電源は太陽光を利用しているために電源線を引っ張る必要がないと。 

大きさなのですが、１メートルぐらいのもので、簡単に持ち運びができて、移動が

できるというものだそうであります。 

もう１個のセンサーが捕獲検知センサー。これは検知された場所、検知をされたと

いうのは動物が出るという場所です。そこに今度は捕獲センサーを置いて、罠とか檻

をそこに掛けると。檻に入ると、小さい動物は反応しないのですが、大きな動物が入

ると反応して、成獣を捕まえると。子どもを捕まえてもあまり意味がないので、大き

な動物を感知するというようなセンサーを使っているようであります。この獣検知セ

ンサーでもって検知された場所ですので、確実に檻は、罠は効果をあらわすというこ

とであります。 
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そこで、この被害の状況がどうなったかといいますと、２３年度が８５％の被害を

受けていた面積が２４年度は２０％、２５年度では０％。０に減ったということであ

ります。こういった事例が隣の塩尻市で行われているということ、これはご存じだっ

たでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） ちょっと時期はあれですけれども、たしか三澤議員が

やはりそのことに関して質問、ＩＴを使った有害鳥獣対策というようなことを質問さ

れたかと思います。 

  その中で、塩尻は防止柵は設置しないというような考えがございまして、ＩＴを使

って、見守り隊とかもそうなのですけれども、鳥獣のほうにも生かしているというよ

うな、総合戦略の中でＩＴの事業を使っているということは聞いておりますし、それ

なりの成果もあったことも聞いていますが、ただ、最終的にやはり、どうしても猟友

会の方たちの協力が必要だということが出てきます。その辺のところを調整しながら

対応していくということであれば、非常にいいのかなと思いますけれども、猟友会員

も先ほど言いましたように、だんだん減ってきているというような状況の中で、なか

なか本当に機械だけでは対応が難しいのかなというようには捉えますが、やはりそう

いうことも今後考えていかなければいけないというようには思います。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） 一端を紹介したところでありますけれども、やはりこういった

塩尻のシステムも、地区全体が一体となって協力をする。そして、猟友会等々と緊密

な連絡をとるということが前提であります。ただ設置をしたということではなくて、

そこに至る話し合いを頻繁に持ってきたという前提がございますので、そういった活

動を通じて成果に至っているということだと思います。 

  その地区の方の声を紹介しますと「今までは、朝、畑に行ってみて、荒らされてい

る。田んぼに行ってみて、荒らされている。もう本当にがっかりしてしまって、耕作

意欲を失ってしまった」と。そういった方たちがやはり耕作放棄に至っているという

ことを言っております。 

  そこでこの検知センサーをつけたおかげで、出没する時刻だとか場所がメールで届

くのです。獣の動きというのが見える化されたという意味であります。検知した場所

に確実に罠を仕掛ければ捕れるという、そういった見通しが立ってきたということで

もって大変被害が減ったという、目に見えて被害が減ったということで、意欲も湧い
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てきたという、そういったことを言っています。 

  やはり、地区全体が一体として取り組む。農家、それから猟友会、それから区だと

か、常会だとか、そういったところが一体で取り組むという、そういった準備をちゃ

んとするということが前提ですので、これは１つの事例として紹介しますが、ぜひこ

れはやはり村としても視察するなり、研究をしていただきたいと思いますが、そうい

ったおつもりはありますでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 山形村の場合につきましては、非常にどこかだけの被

害ということではないこともありますけれども、地域一丸となって対応していくとい

うことは、やはりそれぞれにご理解をいただくということですので、そんな事業も含

めた中で検討していきたいというように考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） ぜひそれなりにいいシステムがあるということで紹介をいたし

ました。また、このシステムにつきましては、以前、百瀬村長が勤めていらっしゃっ

たコンピュータメーカー、首都圏メーカーと、その系列の塩尻市内のソフトウェア企

業が地元で開発したセンサーシステムです。したがいましてこれは地産地消といいま

しょうか、地元の産業を発生化するためにも大変大きな力になりますので、そういっ

たことにつきましてもご考慮いただきたいと。 

  百瀬村長、小口市長とも同じ会社にいらしたわけですから、こういった情報等も入

れていただくという考えはございますか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） この情報は、先ほども赤羽課長が言った三澤議員の話の後、す

ぐ確認をしまして小口市長から情報をいただいております。それでもし採用するよう

だったら協力はするというような話はいただいておりまして、これはやはり地域の皆

さんと検討しながら行く形だなと思っております。 

  情報化の、たまたまこういった部分に相当造詣の深い職員がいたものですから、こ

ういう形になったということを聞いております。塩尻市としては成功したということ

の話であります。理解しています。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） ぜひともそういった横の連携だとか、あるいはそういった系列

の連携をとっていただきたいと思います。 
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  私が塩尻市で取材をしてまいりまして感じたところを申し上げますと、柵設置とい

うのが唯一絶対の鳥獣被害対策ではないなということを私は確信をいたしました。  

  塩尻市は鳥獣柵の設置は一切考えていないということをお聞きしましたが、先ほど

申し上げましたとおり、山林や木材資源をこれから生かしていくという考えに基づい

て森林公社の設立等も検討しておるようでありますが、やはり山林や森林に対して、

山林や森林の木材としての利用。そして間伐材等につきましては、バイオマス発電に

よる地域エネルギーに回していこうという、将来の構想があるわけであります。  

そういったことを考えながらいきますと、やはり柵を設けて、人里と山を隔離する

ということが絶対的な整備ではなくて、やはり森林や山林を利用して、これからもっ

と、人が入ることによって雇用を創出し、またエネルギーもそこからバイオマスを得

られ、木材資源を活用しての雇用促進等々、そういった面での複合的な視点が必要だ

と思いますが、村長、これについての所感はいかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山は治山治水で大事に整備していかなければならないものと思

っております。ですから、里山の整備とか、それから適当な間伐をして守っていくと

いうことが前提でありますので、そういった面から含めると、柵がすべてだというふ

うには考えていませんので。それはやはり地域の人たちと相談していかなければいけ

ないことだと思いますけれども、いろいろなメリット、デメリットを考えながら対応

していくことかなと考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） 塩尻市の担当課長とも話をしてまいりましたが、ぜひともこれ

は広域連携で鳥獣被害対策に取り組む必要があるのではないかと。鳥獣に関しては市

町村境は関係ありませんので、これも広域で取り組む必要があろうと。 

  したがって、地方創生交付金につきましても、広域での取り組みの事業認定を受け

る必要があるということで、塩尻市さんではなかり積極的に、山形村、朝日村と含め

て、いかがですかということを言っておりました。その点いかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

  では、赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 確かに議員言われるように、広域での連携が非常に大

事になってきます。 

  現在、松本広域鳥獣被害防止総合対策協議会というのが３市５村で構成されて、平
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成２３年の７月に設置されております。これにつきましても、先ほど言いました特措

法での関係での広域という部分での交付金の申請の受け皿というようなこともありま

すので、こういう協議会を活用した中で、地方創生の交付金もそうですけれども、広

域での対応をしていくということが重要になってくるのかというように思います。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） ぜひとも広域、しかも塩尻市というのがこの通信システムのク

ラウドを持っているわけです。したがいまして、この塩尻市は、全国からビッグデー

タの分析なんかを請け負っているということを聞いています。例えば大分県あたりか

らも、このデータを、塩尻市のこのクラウドを活用した分析をお願いしている。 

あるいは安曇野市あたりでは、これは猿の関係なのですけれども、猿に首輪をつけ

て猿の群れをＧＰＳで追いかけていると。なぜかというと、猿の群れというのはねぐ

らが毎日変わるのだそうです。毎日ねぐらが山の中で変わっていて、一時、人家に一

番近いところにねぐらを設ける。その後の翌日、人家を襲う、畑を襲うために、一番

近いところに来る。その猿の行動を塩尻市でもって受けて、安曇野市に教えている。

そうすると、翌朝必ずここへ来るよということがわかるものですから、それでは地域

住民が花火だとか笛だとか太鼓だとかを持って脅しに行くと。そうすると、猿がまた

去っていくと。そういうやり方をやっているという。非常に塩尻のクラウドを使うと

いうのは全国的にも多いようでありますので、そういったことも含めて、山形村が自

前で整備するのではなくて、そういったものを使えるということをやはりもっと有効

に考えて積極的になっていただきたいと思います。 

この件に関しては、紹介なのですけれども、私は柵の有効性というものを否定する

ものではありませんが、柵だけがこの鳥獣対策の手段ではないということを申し上げ

たいと思います。柵設置ありきで進んで行っては、ちょっと先んじてしまうというふ

うに思います。 

やはり村民全員の問題として扱うということになりますと、被害のあった方にはち

ゃんとした対策をしなければならない。しかし、被害がなかったとはいえ協力、この

問題に関しては関心を持っていただくということをもっと進めて行っていただきたい

と思います。 

そして、最もいい方法として、柵であるのか、あるいは今言った様々な方法があり

ますし、こういった技術というのは日進月歩、毎年毎年、進歩しているわけでありま

すので、いい方法を模索をしていくということが大事ではないかと思います。  
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最後に、この雑誌に載っていた農林水産省の鳥獣対策室からのお願いなのですけれ

ども、鳥獣被害というものに対して、やはり対策が不十分だということであります。

「現実には深刻な鳥獣被害を背景として、それぞれの集落における十分な要因分析が

できていないまま捕獲や侵入柵の設置等が行われている場合もある」と。問題はこう

いうことだということです。十分な要因分析ができていないままに設置をする。これ

は行き過ぎだということであります。 

やはり、地域における被害の発生要因を把握した上で対策を計画し、着実に実行し

ていく。そのためには集落における話し合いを積極的にしてくれと。これは国が言っ

ていることです。まさに山形村に必要なのがこのこと。ぜひともこういった方向で考

えていっていただきたい。話し合いを積極的にやっていただきたいということであり

ます。 

この点に関しては、いつ、どのように、また年限を決めるか決めないか等あると思

いますけれども、やはり村民に知らせる。それから、方向を押しつけるのではなくて

知らせていくということ。それから、自分たちでできることは何かということも含め

てやっていく。そのほうがいいと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） やはり山形村の本当に安全・安心というような形でいった場合

につきましては、住民の人たちとも相談をして、いかに、どういうような形をとって

いくかということかと思いますけれども。塩尻市のクラウドのセンサーつきの防止に

つきましては非常にいい話も聞いておりますし、開発費は、もう塩尻市にあるから、

使うのに対しては有効利用すればいいよという話もいただいていますから、これから

の検討の中に大きなウェートとして占めていくことかなと思っています。 

  柵については、皆さんたちが興味のあることなものですから、きちんと話し合いを

しなければいけないというふうに思っています。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） ぜひとも慎重な対応をお願いしたいと思います。 

  それと方式につきまして、官民協働方式、これにつきましてはこれからの行政手法

としては必要だろうと思います。検討する必要があると思いますが、ただ、これが、

行政の下請けであってはならないというふうに思います。住民側が主体となって、住

民の願いを実現するような、そういった官民協働を、官と民の連携で行う。これが官
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民協働だと思いますので、決して下請けを頼むといったような考えでいていただいて

は私は間違いだと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 決して下請けだというふうには思っておりませんので、それだ

けご理解をしておいていただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤武志議員。 

○７番（増澤武志君） そのようにお願いします。 

  一連、今回の柵につきましては私も懸念を持っていたものですから、今回改めてお

聞きしました。やはり今、区の役員の皆さん方も大変苦慮されているということを私

も目にしておりますので、ぜひともいい方法を、柵に限らずいい方法をということで

お願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で、増澤武志議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 籠 田 利 男 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位９番、籠田利男議員の質問を行います。 

 籠田利男議員、質問事項１「村の中心部の空洞化について」を質問してください。  

 籠田利男議員。 

         （６番 籠田利男君 登壇） 

○６番（籠田利男君） 議席番号６番、籠田利男です。「村の中心の空洞化について」

質問します。 

  山形村は昭和５５年に農業者トレーニングセンターが、新田松本線、県道２９１号

線というそうなのですが、もう１つ、塩尻鍋割穂高線、県道２５号線と、２つダブっ

たこの道だそうなのですが、この沿いに建設。昭和６１年に役場新庁舎が竣工。そし

て２年後にエポック館が竣工。そして４年後の平成４年にはミラ・フード館がオープ

ンしたと。また、５年後の平成９年にはふれあいドームを竣工し、２８年度には商工

会館を現在のところへ移転したと。村の中心は一気に山形村のバイパスともいえる現

在のまっすぐな道路沿いに集結した。ここを中心として村が栄えることが先人の人た

ちの夢であったわけです。その後、先人の人たちの思いのとおりに、ＪＡのスーパー

ができて、アップルランドが開店し、またドラッグストアもでき、コンビニも開店し

た。ここまで先人の人たちの思いの夢のとおりに来ました。 
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  しかし、村の南東の外れ、また北東の外れに大型スーパーの開業が始まると同時に、

村内の店舗は姿を消し始め、今現在、コンビニ１店舗のみとなってしまいました。先

人の人たちの夢をこの３０年で終わらせてよいのか、村長にお聞きしたいと思います。  

  質問１、これからの商業振興、買い物支援対策は。 

質問２、農産物の加工施設、６次産業化の対策は。 

質問３、山形村の地域における賑わい創出対策は。 

質問４、山形村は道祖神の村。歴史、民俗の伝承対策は。 

質問５、村民が集い、触れ合う複合的な施設の対策は。 

  今日は村の中心部の空洞化について、５つの質問をしたいと思いますので、お願い

します。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に答弁願います。 

  百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位９番、籠田利男議員の質問にお答えします。質問事項

「村の中心部の空洞化について」のご質問にお答えします。 

まず、１番目のご質問のこれからの「商業振興、買い物支援対策について」であり

ますが、山形村の商業は大型商業施設の出店や後継者不足等による商店の廃業等によ

り、商業を取り巻く環境は一層厳しい状況となっております。 

そうした中、商工会と連携のもと、研修会や情報提供の充実などの支援体制の強化

を図り、地域小売店の振興、活性化の推進を行っていきたいと考えております。  

買い物支援対策については、買い物に福祉バスを利用している方のために運行見直

しを行い、利便性の向上を図ります。また、宅配サービス等の紹介を行っていきます。 

次に２番目のご質問の「農産物加工施設、６次産業化の対策について」であります

が、村の加工施設につきましては、３月村議会定例会の一般質問で籠田議員にお答え

しましたが、エポック館の加工施設を使用して製品販売をしていくには販売用の施設

整備が必要であり、また、販売先の確保や組織体制を構築しなければなりません。  

そんなことから、加工施設での販売の必要性や設置場所等、スタートから考えてい

くことになるとお答えしました。 

また、６次産業化でありますが、現在、事業実施している経営体については、収益

につながる情報等提供を行い、起業希望者については経営規模が拡大することにより、

所得の向上にもなり、雇用創出にもつながります。このことから６次産業化の取り組
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みについてはこれからも支援が必要だと思います。 

次に、３番目のご質問の「地域における賑わい創出対策」でありますが、村の土地

利用計画では、役場庁舎を中心に、公共系、業務系として誘導していますが、相次ぐ

スーパーマーケットの撤退は村民生活、特に老年世代の生活に大きく影響しています。  

今の時代ニーズをよく把握した、中心市街地の活性化を図る必要があると考えてい

ます。単に商店の出店ばかりでなく、村内外を結ぶ地域内公共交通などの充実も考慮

していく必要があると思っています。 

基本的には、現在の土地利用計画に沿った誘導ができればと考えていますが、イン

バウンドや交流人口等を見込んだ新たな人の流れを想定した仕組みや施設整備なども、

場合によっては必要ではないかと考えております。 

次に４番目のご質問の「歴史、民俗の伝承対策について」でありますが、地域の歴

史、文化等に関し、学びの機会をつくるとともに、住民が主体的に学び、学んだ成果

を発揮できる場づくりや活動が重要と考えています。 

ふるさとを愛し、ふるさとに誇りと愛着を持つことが地域文化等の伝承や、さらに

これらの地域文化等を活用した新たな地域の価値の創造につながっていくと思われま

す。 

次に５番目の質問の「村民が集い触れ合う複合的な施設の対策について」であります

が、住民等から整備が求められている施設や、現状では手狭で機能確保の面から課題

があり、拡充整備が必要と思われる施設について、今後の整備のあり方等を総合的に

考えていきたいと思っております。 

このような考えを進めるにあたっては、小さな拠点づくりを視野に、効率性や多世

代交流といった視点も十分踏まえながら、複合施設の内容や財源確保の可能性につい

て、具体的に研究を進めてまいりたいと考えています。 

以上、１回目の質問の答弁とします。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） おおまかなことは今、村長のほうから答弁いただきましたけれ

ども、１つずつご質問したいと思います。 

  質問１「これからの商業振興、買い物支援対策は」ですが、先ほど要旨のところで

述べさせていただいたように、村の商業は飲食の店舗を残し、買い物できる店舗は村

の外れでの営業となってしまいました。 

  毎日の生活に欠かせない食料品、日用品、薬品なども、高齢化しつつの山形村、人
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口構成を見てもわかりますが、戦後の団塊の世代の人たちももうすぐ高齢化社会に突

入します。最近の高齢者の運転する悲惨な事故を見ても、買い物は村の中心に必要と

考えますが、村のほうはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） 村の南北に大型店が出店しております。そうした中で

その大型店と共存共栄できるような環境づくりということが必要には、籠田議員が言

われるように、なってくるかと思いますけれども、なかなか小売店等について、この

村の中心でということは非常に難しい問題でもありますし、大きな課題も持っている

というふうに捉えております。 

  その一番は、商工会と連携をしながら、大型店と共存共栄ができるような誘致とい

うことも必要なのかなというように、村のほうでは考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） いろいろバスで送り迎えしてくれたりということもいろいろ考

えていただいているようなのですが、やはり買い物というのは、我々もそうですが、

思い立ったときに買い物に行くというのがほとんどの方だと思います。完璧にメモし

て準備して、なんていうのはなかなか、そんなことではなくて、「これが食べたい」

「これがほしい」というときに、初めて買い物に行ってこようかということで行かれ

るかなと思います。 

  そんなときに、我々といいますか、高年齢になってくる方々というのは、若い人た

ちに比べて安さもゼロではないですけれども、やはり物もたくさんの物が、たくさん

の物の中から選びたいときは、そのときは無理をしても人を頼んでも、お友だちでも

誰かとも行けるのですけれども、今日ちょっと欲しいというものがなかなかそばにな

いということ。注文してから宅配で持ってきてもらうのには時間がかかったり、なか

なか村の中心にないことには買い物に非常に不自由だということを感じられます。  

  そんな中で、たくさんの大きな店舗が必要というわけではなくて、とりあえず用意

できるもの、買えるもの、そういう店が必要かなと。そんなことで最低限のお店が必

要ではないかなと。山形に来れば、薬屋さんも外れに行けばあるのですけれども、な

かなか薬も、あそこまで行くのが大変だということで、お年寄りの姿を見ているとな

かなか行けないという姿が見受けられます。 

  そんなことを見ますと、ぜひとも近くへ何とか、これは村として用意しなければい

けない１つのことだというふうに感じますのでよろしくお願いしたいと思いますが、
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いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 今、議員さんから、村としてということなのですけれども、

やはり村というよりは商工業者の方がそういうことは一番慣れているということでご

ざいますので、村としては企業が出てきた場合は支援をするという立場でございます

ので、企業支援につきましては商工振興条例に盛ってございますので、そういった中

では支援をするのはやぶさかではないかと思いますけれども、村が直接店を立地する

というところはなかなかこれは困難というか、考えられないと言ったらおかしいので

すけれども、そのかわりに買い物支援者対策につきましては福祉バスの今、運行計画

を見直しておりますので、そんな中、それと、現にあいている土地もあるのですけれ

ども、現に使われておりますので、そういった様々な調整ということも必要ですし、

できればそういった土地に何とか出店というか、そういうことが出てくればありがた

いかなと思っておりますので、村もいろいろな情報をさせていただいておりますので、

そんな期待もしているところでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） 今、副村長のほうから、商工会のほう、応援していただけるよ

うなことを村長からもまた伺っておりますけれども、もう１つ不安材料があるのです

が、これは村に１つしかないそこのＪＡのスタンドなのですが、このスタンドも閉鎖

の噂まで出ているということです。既に給油機も１機減らしております。今、２機し

かない中での給油になりますので、混むときは少し並ばないといけないというような、

そういう状況まで発生しております。 

  ちょっと考えますと、大きく農業をやっている方というのは、本当に大きなトラク

ターで、とてもではないがポリタンクでは間に合わない容量が入るというような、そ

ういうトラクターを持っておられる方、この方が給油されるには、トラクターのまま

スタンドに見えられると思うのですけれども、これが、そこにスタンドがなくなった

ときにはアルプスグリーン道路を越えないとスタンドがないという、そういうことに

なるのですよね。そうなったときに、大変なことが考えられるのではないかなと。  

  やはり低速のものが走りますので、当然、混雑も考えられたり、また、そこへ行く

まで運転している方にとっても非常に大変な距離ということになりますので、ここら

辺のところも、村がスタンドを経営なんてことはできないと思いますけれども、これ

についても村のほうでなんとかしなければいけないという、そういうようなお考えは。
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応援、先ほどの商工会のそれもそうですけれども、ともにそのような形で何か支援策

というものを考えておられますでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽産業振興課長。 

○産業振興課長（赤羽孝之君） ＪＡの関係のスタンドでありますけれども、ＪＡも合

併して何十年経つわけであります。その前のときの各それぞれの市村にスタンドも１

店舗ずつあったかと思われます。 

ＪＡのほうから聞いた内容でありますけれども、やはり松本地区のこの山形の近く

には７つだかのスタンドがやはりＪＡの関係であるのだというふうに伺いました。そ

うした中で、どのスタンドも赤字で厳しい状況だというふうに聞いております。そう

した中で、ＪＡのほうもある程度合理化するというようなことも聞いておりますし、

経済連からの指導もあるようであります。 

そんなこともありますけれども、村としてはなるべくこの山形にあるスタンドを利

用していただいて、農家の方もそうですし、通勤で使っている方もそうなのですが、

残していくような形で、村民みんなで応援をしていきたいというようには思っており

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） 本当に、今、課長のおっしゃられるとおりだと思います。ぜひ

とも何かそういう、残さなければいけないというのを、村民を挙げて、恐らくそうは

いっても、南の方が多いかと思うのですけれども、北側の方になりますと、アイシテ

ィのほうへどうしても行ってしまって、松本側のスタンドでということになるかと思

いますけれども、できる限り中心から南の人に対しては、スタンドを残すための１つ

の手段としてそんなお願いをやはりしていかなければいけないのではないかと。放っ

ておくばかりではなくて。最近、セルフになって、値段の安いところ、安いところと

いう形になっているものですから、余計それが歯止めが効かないような状態にもなっ

てくると思いますけれども、ぜひともそんなことで何とかしていかなければいけない

ことは事実でありますので、お願いしたいと思います。 

  質問２のほうへ入らせていただきたいと思います。「農産物の加工施設、６次産業

化の対策は」でありますが、この質問は前にも質問させてもらった覚えがあります。 

今の加工施設では狭く、また、加工機械も古く、限界の中、だましだまし使用して

いる状態と聞いております。また、新しい加工品の許可も取れないのが実情です。こ

れでは村におけるたくさんの野菜や果物があっても、６次産業化とはなりません。国
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も後押ししている今、至急考える必要があります。これに対してはどのようなお考え

でしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 確かに今、加工施設としてはエポック館の中にありますけれ

ども、非常に手狭ということで、品目も限られているということを聞いております。

加工友の会の方からもそんな声も直接聞いております。ですから、現状では限られて

しまいますので、何らかの拡張なりということは当然考えていかなければならないと

いうふうに思っております。具体的にはまだ何の計画もないのですけれども、ご要望

等も聞いておりますので、どういったふうにしていったらいいかというのは今後、早

急な検討課題というふうに思っています。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） 先ほどの、最初の村長答弁でも伺っておりますし、前向きにと

いう考え方は聞いておりますけれども、１つずつの中でお答えにならなければいけな

いこともありますので、お願いしたいと思いますが。 

先ほど出ておりましたけれども、マイスターの方たちがつくってくれた１０１品の

長芋のレシピ。これに対して、商工会と観光協会がまた２０品のレシピが加わりまし

た。先ほど、外部からの方の募集もあって２０品になっております。今、１２１品の

長芋料理があるということになります。そして、村の代表的なそばもあります。よい

加工施設ができれば、大勢の村民の雇用にもなります。１日も早く手を打つ必要があ

りますので、今、副村長がおっしゃられたようによろしくお願いしたいなということ

を思います。 

  質問３になります。「山形村の地域における賑わい創出対策は」ということですが、

今現在、山形村で賑わいの創出を考えたときに、お盆の山形じゃんずら、そして秋の

道祖神とそば祭りでありますが、この２つだけでは村の賑わい創出にはなりません。

また、アイシティの若い村の人たちが頑張ってくれてもいます。村の外れでイベント

をやるとなってしまって、なかなか村の中心の賑わい創出とはなりません。今、賑わ

い創出となっている各地の様子を見ても、常設のイベント会場が必要と思います。先

ほど少し触れて、そんなことも必要だということをお聞きしていますが、これに対し

てもう少しお教えいただければと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 今、大きな村の事業は確かに、山形じゃんずら、夏祭り、それ
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から文化祭、それから道祖神と新そば祭り、そういうような形で行われております。 

それは昔からの伝統で行われているわけでございますけれども、そういうような形

のイベント会場というようなことになりましたときには、それだけでは利用できない

というふうに思いますが、先ほど加工施設の話もございましたけれども、加工施設の

ところは、実は先日、内閣地方創生推進事務局の藤原審査官という方が見えまして、

エポック館の困ったところは何かということを聞きに来られました。これは直接、そ

こでつくられたものが販売ができないという現状に対して、そういうものを今の状態

で何とかできないかというようなことに対してはいろいろな規制があるということ、

規制緩和の対象で調査に来られたのですけれども、今の現状でやろうかという話の中

では、今、実際に使われている皆さんたちがそれをつくって販売していくというよう

な形態ができなければ無理かと思うし、今の場所ではできないというような形が当然

考えられますので、それを６次産業化にしていった、そういうような形の施設にでき

たときに、そういった部門のところと一緒に賑わいができるような形にできればとい

うことは考えられるなという考えはこの報告を受けて感じましたけれども。 

  いずれにしろ、今の状況の中で、あの狭いところではだめだけれども、それをつく

れる環境に整備して、生産をして、それを山形の新鮮な野菜を使って、加工して、そ

こで売れるということになると、つくっている人たちは当然、対応することは大変だ

と思うのですけれども、商工会を通じて販売するとか、そういうまたどこかの事業主

にお願いして販売するとか、そういうようなことは考えられることかなというふうに

思いました。いずれにしろ、単独でのこういった建設は難しいことだというふうに思

います。今の段階では。そんなことを答弁します。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） ありがとうございます。今年で２７回目の道祖神とそば祭りで

すが、先日、反省会もありましたけれども、２７年前は６００食だったのですね、先

日もお話ししましたけれども。今年度は１，４７３食ということですね。倍を超えて

いるわけなのです。それだけ大勢のお客さんが見えているわけなのです。それも村外

の方が非常に多くて、これからが、いずれにしても、いろいろなイベントができる全

天候型のそういう常設会場が賑わい創出には欠かせないのではないかなと、そのよう

に思っております。今、村長からもお話をいただきましたけれども、これについては

そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

  ４番目の質問になります。「山形村は道祖神の村。歴史、民俗の伝承対策は」とい
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うことなのですが、今、村民の中から伝承館の要望が出ております。旧役場の建物は

老朽化がひどく、耐震性が足りないとのこと。村民の歴史は村の財産と考えます。そ

のためには必要な施設はありますが、村内外からの方が見えて、見てもらえるような

施設にする必要があります。場所、施設についてのお考えは難しいとは思いますけれ

ども、そんなところでちょっと触れた説明というかお話があれば、お聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（平沢恒雄君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 籠田議員さんおっしゃられるとおり、いろいろな機関、団体

等から伝承館を早急に整備する必要があるということで、ご提言とかご意見等をいた

だいております。 

やはり地域の文化を守り、伝えていくというときには、それなりに保存、活用する

施設というものがやはり必要ですので、できるだけ早急に伝承館は整備していきたい

というふうに考えています。 

ただ、課題としましては、相当の経費がかかると予想されますので、その財源をい

かに確保していくか。その見通しができれば、どんな整備内容で、どこにどのような

規模でというところへ具体的に進めていけると思いますが、いずれにしましても財源

の確保ができれば早急に対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） 財源がなければ確かに何もできないのは事実です。もう１つ、

前に村長、ちょっと村長のほうからそんな言葉をいただいたのですが、私、上大池に

いますので、上大池には村の無形文化財があるわけなのですね。おかめひょっとこが

あったり、獅子舞があったり、これはお祭りのときに若い人たちまで今、引き継いで

上大池のほうには代々それを残していかなければいけないということで、保存会とい

うものが区の予算の中で毎年引き継がれてやってきております。 

  そんな中で、おかめひょっとこや獅子舞や、そういうものが非常に、女の子はまた

浦安の舞ですか、やっております。そんなあれも、１つの重要な、歴史を伝えるため

の、これも伝承として伝えていかなければならない１つの大事なことかなと。物ばか

りではなくて、そういうこともやはり教え伝えて、そして後から村をよくしてくれる

子どもたちに伝えていかなければいけないのではないかということで思っております。

これは中大池、小坂にも、舞殿を引くあれがあるのですけれども、それと同時に、上

大池の場合はそういうものもあるわけなのですが、これについては教育長、どうでし
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ょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 根橋教育長。 

○教育長（根橋範男君） 伝承文化として、やはり保存していく、またそれを伝えてい

くということは、とても大事なことだと思います。 

では、具体的にどのように守り、伝えるかということになるのですけれども、村と

しては指定文化財として指定をしているだけで、特にそのために財政的な支援をする

とかいうことは現在しておりません。 

  ただ、民間の各種の団体の中で、そういった伝承文化について保存をしていくのに

必要な経費については助成をするという制度があるものですから、もし必要があれば

そういった財源を活用していただいて、地域の中で映像で伝えるとか、足りない備品

を充足していくとかといったものもあるものですから、ぜひ積極的にもし活用してい

ただければ、こちらで持っている情報は伝えていきたいと思いますので、ぜひ地域の

中で頑張っていただいて、地域の固有の文化を伝えてほしいなというふうに思ってい

ます。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員。 

○６番（籠田利男君） 誠にありがたいことで、ありがとうございます。私も小学校１

年だか２年のころ、舞殿に乗って、そしてまたその後、息子が乗って、これからじき

に孫が乗るのではないかなというような、伝わってきているので、本当にこれから、

どこでも伝えていくことができたらと思います。 

やはり伝承館ではなくて、伝承館だけでは利用度に問題があります。人が集まる場

所、気楽に寄れる場所、そこに寄れば楽しい場所、そこへ行けばおいしいものがある

場所、食べられる場所、そんな場所にすることが大事かなと思います。山形村のすば

らしさ、山形村のよさを村内外の人に知ってもらうために必要だと思います。  

  ５番目の質問になります。「村民が集い、触れ合う複合的な施設の対策は」という

ことで、最後になります。 

  今まで４つの質問をしてまいりました。この４つの要望を考えますと、多快的な建

物になるかなと思います。今こそ国の目標であるふるさと創生、ひと・まち・しごと

を生み出す施設を国の支援の中で計画するときかと思います。先人の人たちの夢を、

村の中心から栄えたいという思いを、我々が継承していく必要があると思います。最

後に総合的に考えたお考えを村長にお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。

お願いします。 
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○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） ふるさと伝承館は私が就任当時、建設の意思があるかというこ

とで、小林議員から一般質問されたことで「ある」と答えた経過がございます。しか

し、伝承館１つではなかなか財源が確保できない、いい財源がないということで、検

討すると。でも、どういうものをつくったらいいかということは検討していただこう

ということで、教育委員会のほうに文化財保護委員の皆さんたちとともに案を検討し

ていただいたことがございます。教育委員会のほうから、文化財保護委員会の皆様た

ちの意見をまとめた形で、こういった伝承館をこれから建設を考えてくださいという

ことをいただいてあります。 

  したがいまして、これが実現するためには建設委員会というか、またさらにどうい

うふうな形にするかということをさらに検討するステップに行くわけでございますけ

れども、実は清水寺の山門や本堂の屋根のほうの修復のほうの事業が出てきましたの

で、やはり単独では難しいし、お金がかかるし、また、公共施設の維持更新をしなけ

ればいけないということで、今ある財源を使うということは非常に難しいということ

で、延び延びになっているような実情であります。 

  しかし、伝承館のために財源を確保するというのは、いいのはありません。したが

いまして、何かほかのものと一緒にした複合施設をつくるということも申し上げてま

いりましたけれども、具体的ないい方法がなかなか見つからないできたのが現状であ

ります。 

  しかし、今、地方創生の、地域を元気にするためのアイデアを出せというお話があ

りまして、そういうような案の中に伝承館、さらには今、施設として足りないという

ことでまた検討を求められています図書館とともに、先ほど出てきました加工施設、

それから図書館、老人の皆さんが集まる場所とか、寄り合う場所とか、そういうもの

を何か形としてできないかということの相談に行ってまいりました。地方創生局、ま

たは総務省、それから農林水産省のほうの地方創生の係のところにお願いして、何か

いい方法がないかということの活動を開始しました。 

  実際に、伝承館も、単なる今のものを使うではなくて、先ほど言われましたように

お祭りの要素のところを残すとか、また、今年は、山形村では村の偉人であります中

村太八郎の副読本ですか、子どもたちへのあれをつくったり、それから清水寺の紙芝

居をつくったり、そしてまた永田広志の生涯というような本が出されたりということ

で、やはり山形村の偉人の人たちのそういう歴史があるのですが、そういうものを一
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緒に合わせた山形の文化というものを発信する。さらには、今、松本空港が国際化と

いうようなことで、かなりインバウンドも含めて山形村に来ていただける話が上がっ

ておりますから、そういう人たちを引き込んで、山形村を知っていただいて、山形村

の産業に結びつけるというような、そういうような拠点が、小さな拠点という手もあ

りましたけれども、そういうものでできないかという動きを始めたということを、果

たしてこれはどういう形で実現するかはあれなのですけれども、とにかくいい知恵を

貸しいただきたいと。そういうものが多分、何かいい財源がありませんでしょうかと、

こういうようなことで、まち・ひと・しごと、地域創生の力を借りてやろうかという

動きを始めたということだけ回答させてください。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 籠田利男議員、よろしいですか。 

○６番（籠田利男君） はい。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で籠田利男議員の質問は終了しました。 

  ここで休憩といたします。場内の時計で、５５分まで休憩を行います。 

  休憩。 

（午後 ３時４５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午後 ３時５５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 大 池 俊 子 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位１０番、大池俊子議員の質問を行います。 

 大池俊子議員、質問事項１「障がい児の放課後等デイサービスについて」を質問し

てください。 

 大池俊子議員。 

         （１番 大池俊子君 登壇） 

○１番（大池俊子君） 議席番号１番、大池俊子です。今日は「障がい児の放課後等デ

イサービスなどについて」の質問をしたいと思います。 

障がい児の放課後等デイサービスは、現在「すばる」にて社会福祉協議会でこの４
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月より実施されています。日中一時をやめて放課後デイに変更されました。平成２４

年から児童福祉法が変わり、児童発達支援事業と放課後等デイサービスに移行しまし

た。障害者自立支援法から障害者総合支援法となっています。障がい者の自己負担は

１割負担になっています。昨年もこの１２月に一般質問で取り上げていますが、その

後の実態について伺いたいと思います。 

それでは質問事項１つ目としまして、山形村における障がい児の状況は。保育園、

小学校、または養護学など、中学など、状況を教えてください。 

２つ目に、放課後の対応は。すばる、児童館、その他など。 

３つ目に、自己負担が発生したことで、利用しにくくなってはいないかどうか。そ

の状況をお願いします。利用率の負担軽減を村単独で行わないか、再度、この問題に

ついては質問したいと思います。 

それでは、これで１回目の質問とします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問順位１０番、大池俊子議員のご質問にお答えします。質問

事項「障がい児の放課後等デイサービスなどについて」のご質問でございます。  

  まず、大池俊子議員におかれましても、このたび特別表彰、地方自治功労賞の受賞

をされました。誠におめでとうございます。長年の議会議員として、村にご尽力され

てきましたことに心より敬意を表し、お祝いを申し上げます。 

  それではご質問にお答えします。まず、１番目のご質問の「障がい児の状況」につ

いてでありますが、保育園においては、基本的生活習慣の形成や、集団での活動、友

だちとのかかわり方などで、個別支援の必要なお子さんがおり、山形保育園で６名、

やまのこ保育園で４名ほどおります。また、他にもそれぞれの苦手な活動、生活場面

で支援の必要なお子さんが年々増えている状況です。 

  また小学校においては、学習面や生活面で困難を抱えており、特別な教育支援が必

要な児童は、現在２８名ほどおります。このほかに課題が認められる児童も若干名、

見受けられます。なお、学習面や生活面で困難を抱える児童の在籍率は増加傾向にあ

ります。 

  次に、２番目のご質問の放課後の対策についてでありますが、障がい児の放課後の

対応としては、小学生は放課後児童クラブ、小学生、中学生、高校生は放課後等デイ
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サービス、日中一時支援等を利用しています。また、家庭で過ごされている方もいま

す。 

ふれあい児童館で行っている放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭

にいない小学校に就学している児童に対し行っています。１２月１日現在で、登録は

８９名です。その中で支援学級入級のお子さんや、障がいを持ったお子さんをお預か

りしています。個別対応の必要なお子さんには、支援員を加配し、子どもが安全に安

心して過ごせるよう配慮しています。 

放課後等デイサービスは、学校通学中の障がい児に対して、生活能力向上のための

訓練等を継続的に提供することにより、自立を促進するとともに、居場所づくりの推

進を目的としており、児童発達支援管理責任者等を配置し療育というところに重点を

置きサービスを行います。このサービスを利用されている場合は、計画的に相談を行

い、利用調整し目標を設定し、関係機関の役割や、他機関との調整、家族支援等を行

うようになっています。 

日中一時支援は、日中見守る人がいないため、一時的に見守りが必要な障がい者等

の日中の活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援や一時的な休息を図る目的

で行われています。それぞれ、どこを利用するかは、障がいの特性、子どもの発達段

階や家庭の状況等を加味した中で、それぞれの施設を選択していただいています。  

次に３番目のご質問の自己負担が発生したことで利用と利用率の負担軽減について

でありますが、まず、利用負担が生じており、利用しにくくなっていないかについて

は、先にも申し上げましたが、日中一時支援と放課後等デイサービスは事業自体が異

なるため、利用を選択するということになっております。継続して日中一時支援を利

用したい方には、近隣市村の事業所を紹介して利用いただいております。村内に児童

に対する日中一時支援がないという点では、ご不便をおかけしていると思います。 

次に、「利用率の負担軽減を村単独で行わないか」は、利用者負担は生活保護受給

世帯、市町村民税非課税世帯は利用料の負担はありません。 

世帯の市町村民税所得割が28万円未満の方は4,600円、28万円以上の方は3万7,200

円です。負担額は利用料の１割について算定します。世帯の上限管理になっています

ので、兄弟で利用している場合も、世帯の市町村民税所得割額が 28万円未満の方は

4,600円になります。 

利用料の９割と負担上限額を超えた利用料は、国が２分の１、県が４分の１、村が

４分の１の負担があります。 
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この事業に関しては、近隣自治体で補助しているところはありません。 

障がい児をお持ちのご家庭は、医療費や通院費、必要な補助具等の購入等、様々な

ご苦労、ご負担があると承知をしています。今後は近隣市町村の動向を見ながら、前

向きに検討していきたいと考えております。 

以上、１回目の答弁でございます。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） 質問に入る前に、先ほど村長のほうからお褒めのお言葉をいた

だきました。本当にありがとうございます。気を引き締めて、また議員活動を行って

まいりたいと思います。 

  それでは、２回目の質問なのですが、１つ目の質問で、保育園、小学校、また中学

などに行っているお子さんですが、その中で、今、巡回相談というのを村で行ってい

ますが、その状況を、障がいのあるお子さんに対して行っていると思うのですが、そ

の状況がわかりましたら、状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） 巡回相談の様子ということなのですが、今日、資料

を持ち合わせていませんので、覚えている限りでお答えさせていただきます。 

  巡回相談は山形保育園とやまのこ保育園、２つの保育園に関して行われております。

年少児、年中児、年長児という形で回らせていただいています。 

  山形保育園については、年間十数回行っております。やまのこ保育園についても５

回は行っているというふうに承知していますが、その中で巡回相談は、松本養護学校

の教育相談の先生、それから教育委員会の教育相談の峯村先生、それから小学校との

連携がありますので、小学校のコーディネーターの先生お２人にお願いしております。

それから、村の関係者としましては、保健福祉課の保健師、子育て支援課の保健師が

巡回に立ち会いまして、いろいろなお子さんの様子、あるいは家庭の状況等を踏まえ

た支援をさせていただいております。その中で、就学に関してこの子はどういうふう

にしていこうかというようなところも検討した上で、保育園の中にまたお返しして、

保育園の中でまたそのお子さんについて検討していただいているというような状況で

す。 

  小学校につきましては、そのような形の中で、またそこに保育園の主任保育士、あ

るいはやまのこ保育園の崟園長を加えまして、巡回相談を年４回行っております。今

年度からは、小学校から中学校も巡回相談のほうに加わってもらえないか、というこ
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とでご相談したところ、年２回、今のところ実施しているというような状況です。  

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） この巡回相談いうと、２つの保育園、小学校、また中学まで今

年は広げてやられているということで、障がいを持つお子さんたちの状況はこの巡回

によってどのように変わってきたか。わかる範囲で、簡単でいいのですけれども。  

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） 障がいをお持ちのお子さん、あるいは困り感のある

お子さんについては、その都度アドバイスをしておりますので、その時点で、次回巡

回に行ったときにどのように変わっているか、どのような手立てをしたのか、その手

立てでどのように変わったのか、というようなところを検証させていただいて、その

子の困り感というのを、保育園、小学校、中学校の中で減らしていけているというふ

うに思っておりますし、小学校のコーディネーターの協力がありますので、就学の際

には非常にスムーズに、障がいだとか困り感を持っているお子さんたちがスムーズに

小学校に適応できるようなシステムになっていると思います。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） １つ目の質問に対しては、障がいを持つ子どもさんが年々増え

ているということで、そういう配慮というのも非常に必要になってきていると思いま

すし、また巡回相談によって保育園から中学までの連携というものが非常にとりやす

くなって、スムーズに段階的に動けるというか、移行できるのかなと思っています。

これからもぜひ続けて、この点については続けて行ってほしいと思います。 

  ２つ目の放課後の状況はということで、すばる、それから児童館、放課後児童の状

況についてですが、日中一時がなくなったために、日中一時の利用のために村外へ行

っているお子さんも何人かいると思うのですが、すばるについては日中一時をやって

いる時点では、初め十何人という予定でしたが、非常に少ないということを聞いてい

ます。そういう点で今の状況はどうか、わかる範囲でお願いします。 

  それから、児童館、放課後児童についてなのですが、２８年４月１日から地域生活

支援事業の実施についての一部改正ということで、厚生労働省 社会・援護局 障害

保健福祉部 障害福祉課長ということで通達が来ていると思うのですが、その中に、

放課後児童クラブも含まれていますが、放課後児童クラブが含まれたことによって、
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この通達が来たことによっての児童館、放課後児童クラブでの話し合いというか、そ

ういうのは実際に今年行われてきたかどうかというのをお聞きしたいと思います。こ

れを新たに加えられたりということで、その点についてお伺いしたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） すばるは社協のほうのものなのですけれども、そち

らのほうが日中一時から放課後等デイサービスというふうに変換したことで、登録者

はそんなに変わっておりません。今のところ１５名の登録がおりまして、実際に利用

されている方は１１名ということになっております。 

  それから、ふれあい児童館の関係のほうですけれども、その通達というのは、障が

い児の療育支援ということに関して、ということでよろしいでしょうか。 

  ふれあい児童館のほうでは、障がい児も現在、先ほど村長のほうで答弁があったよ

うに、支援学級に行っているお子さん、あるいは病名がついているお子さんについて

支援させていただいております。 

  その中で、構成員等はそれぞれのところで研修、外部のそういう障がい児、発達支

援の関係の研修に出向いておりますし、ふれあい児童館の中で研修も独自に行いまし

て、先生たち皆さんが障がい児に対する指導ができるような形で取り組んでいます。

スキルアップ研修のほうにも行っておりますので、そういう職員がまた帰ってきて、

皆さんに、指導員の方たちに教育するというような方法もとっております。 

  現在のところ、放課後児童クラブの人数は８９名なのですけれども、加配の先生を

３人配置しまして、困り感のあるお子さんが１０名ほどおりますので、その方たちに

対応していただいているというような状況です。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） この研修会に行ったり、また開いているということなのですが、

どのくらいの回数をやられているのか、お願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） ふれあい児童館の放課後のほうでは、今のところ、

独自では１回行われております。その１回の中で、今年度からその１０名のお子さん

については毎日毎日の様子を日誌に書きまして、次の方にお渡しするというような形

をとっております。ですので、その研修会の中で、そのお子さんの様子をどのように

観察して、どのように次の人に伝えて、スキルアップするような形でそのお子さんを

見るかというようなところに重点を置いて、１回開いておりますが、その後の研修と
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いうのは行われておりません。 

  ただ、子育て支援課のほうでは、子育て支援関係者等研修会というのを年６回計画

しておりまして、その中の５回が今終わったところです。そういうところにもふれあ

い児童館の先生に出てきていただいて、研修を受けております。 

  県のスキルアップ研修会というのもありますが、こちらのほうも２人の職員が現在

２回研修のほうを修了したところで、もう１回ありますので、そこに後日出ていただ

くというような形になっております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） この１０人の困り感のある子どもさんたちを見るのは、みんな

個々に状態が違うと思うので、ぜひ何回も研修会を重ねているようですが、続けて皆

さんに十分に、他の児童館の子どもたちと十分に生活できるような体制に盛って行っ

てほしいと思います。 

  あと、すばるのほうも登録者は１１人いるということなのですが、実際、常に利用

されている方の人数なんかわかりましたらお願いします。まだ、しっかりわからなけ

ればいいのですけれども。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） 先ほど、登録が１５名で、常時利用されている方は

１１名ということになります。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） それでは３番目の質問に入りますが、自己負担が発生したこと

で利用しにくくなっていないかということですが、何人かの利用者の方に伺いました。 

昨年の１２月にこの放課後等デイサービスに移行することによっての説明会に７、８

人出られたということで、その中で、利用料が発生したということで利用しにくくな

っている家庭も出ています。 

  兄弟関係でおられる方で、全員が出せなくて１人だけにしているとか、また、利用

料が発生するということで日数を減らしているという話もお聞きしている中で、先ほ

ど、村独自ではまだ行わないということですが、やはり、せっかくすばるで、また児

童館は利用料の発生がないのですが、そのことで利用しにくくなっているというのを

見れば、前回も質問の中で、介護保険においては介護負担軽減というのを村独自でや

っています。すばるにおいての利用者も、1万5,000円の中の２分の１を６人分で9万
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円ということで当初取ったのですが、そのほかに利用負担軽減というので200万円取

ってあります。 

  そういう点から見ると、子どもさんというのも、今、個々にお聞きしましても、月

に何回かお医者さんにかかったり、確かに軽減措置とかはとられているのですが、非

常に大変なことで、実際に利用しにくくなっている方も出ている中で、介護保険と同

じように、例えば２分の１とか、そういう軽減はできないものか、再度考え直してほ

しいということで、今回出したわけですが、また、障がいを持つお子さんたちも人数

的にいったらそんなに、全体の子どもたちから見たら多くはないのですよね。そうい

う子どもさんたちに対しても、利用負担軽減というのをここでもう一度考え直してほ

しいということで、再度出しました。 

昨年１２月から説明会を聞く中で、利用しにくくなったという、それでやむなく、

昨年の一般質問の中ではそれぞれの、日中一時とか村外に行っているお子さんも、そ

の子の状態に一番合ったところに行っているのだという答弁をいただいていますが、

そればかりではないというのをいろいろ話を聞く中でわかってきましたので、そうい

う点で利用負担軽減というのも考えてほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 中村副村長。 

○副村長（中村俊春君） 放課後デイサービスの関係は、今年４月から始まった社協で

やるということでありまして、自己負担があるということで、もともと日中一時と放

課後デイサービスとは種目というかあれが違うので、先ほども言いましたように放課

後デイサービスはかかった費用の半分は国、残りの４分の１ずつが県と村ということ

で補助政策になっております。 

  この間も松本市の放課後デイサービスの状況が市民タイムスに出ておりましたが、

非常に増えているということで、松本市では市の負担が1億5,000万円ですか、という

ようなことになっております。 

  介護保険と同じように村独自で軽減策が考えられないかということでございますけ

れども、これについては財政面のこともございますので、これからまた２９年度の予

算編成に入っていきますので、どういった制度設計がいいのかということも考えなけ

ればいけませんので、そこら辺も様々な面でもありますので、検討させていただきた

いなというふうに思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） 今回の放課後等デイサービスの件を出したのは、やはり相談者
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のほうから非常に利用負担が、金額が出てきたということで、困っているというか、

そういう使いにくくなったという声を聞く中でこれを出したわけですが、やはり子育

て、日本一子育てしやすい村づくりという点から見ても、健常な子どもさん以上に障

がいを持つ家庭というのは負担が非常に重いものがあると思いますので、ぜひ今後、

２９年度の予算編成に向けても、考えていってほしいと思います。 

  村長に最後に聞きたいのですが、やはり日本一子育てしやすい村づくりという点か

ら見て、この一番弱い立場にある人たちも日本一子育てしやすい村というのの恩恵を

受けてもいいと思うのですが、そういう点でどういうふうにお考えかをお聞きしたい

と思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 障がい児をお持ちの家庭は本当に大変だということは十分承知

をしております。先ほどもお答えしましたけれども、前向きに検討するというふうに

進めていきたいと思っていますので、お答えいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） 障がいを持つお子さんは人数的にいってもそんなに多くないと

思います。金額的にいっても、違う市とかと比べたらずっと負担も少ないものである

と思いますし、やはり村独自で介護保険の負担軽減なんかもやってきたわけですが、

やはり山形の、先ほど村長が言われたように、他の市町村ではまだ行っていないとい

うことでありますけれども、やはり山形の子育ての目玉としてもこの点ぜひ考えてい

ってほしいということを希望しまして、今回の質問を終わりにしたいと思います。  

○議長（平沢恒雄君） 以上で大池俊子議員の質問は終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

         ◇ 大 月 民 夫 君 

○議長（平沢恒雄君） それでは、質問順位１１番、大月民夫議員の質問を行います。 

 大月民夫議員、質問事項１「『多子世帯』保育料の軽減支援策」について質問して

ください。 

 大月民夫議員議員。 

         （８番 大月民夫君 登壇） 

○８番（大月民夫君） 議席ナンバー８番、大月民夫です。山形村議会初の試みの休日

議会開催にあたりまして、大勢の皆さんにご来場いただきましたことに心から敬意を
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表します。並びに、快くご理解、ご協力いただきました行政執行機関各位に感謝をい

たします。 

近年、特に国政におきまして、民意が反映されにくいというもどかしさからか、各

種選挙の投票率が示すように、お任せ民主主義が助長する傾向が年々強まっている感

がして気がかりです。行政と住民の間を極力身近で風通しをよくすることが地方の活

力を生み出す源だと思っております。議会はその橋渡し役としての活動を展開してま

いります。今回の休日議会がそんな意味での突破口となりましたらうれしく思います。 

それでは、本日の締めくくり役として務めさせていただきます。 

初めに「『多子世帯』保育料の軽減支援策」について質問をいたします。 

総務省は先般、昨年度実施されました国勢調査の人口確定値を公表いたしました。

山形村は前回調査の５年前と比べ、３０人減とほぼ横ばいを維持しましたが、地域に

よってはこの５年間で１０％以上の人口減となった町村も数多くあり、地方自治崩壊

の警鐘が一層高まる脅威を感じざるを得ません。 

山形村も現状を楽観視する余裕はありません。人口の社会増並びに自然増を生み出

す子育て支援策になお一層磨きをかける必要性を感じ質問をいたします。 

昨年９月の第３回定例会で「子ども・子育て支援制度のさらなる拡充を」と題して

議論をさせていただきました。村長からは「少子高齢化の中、福祉充実を進める観点

から、前向きに進める検討をする」との意向が示されまして、提言しました「子ども

医療費助成を中学卒業から高校卒業（１８歳）までの拡充」を本年の４月より実施す

る英断をいただきました。 

そこで今回は、もう１つの提言事項でありました「多子世帯向け保育料の支援策」

について質問をいたします。 

昨年の議論で、同時入所の場合に限り適用されております「第２子の保育料を半額、

第３子以降は無償化する」現制度の同時入所要件の撤廃を求める、いわゆる子どもさ

んがお２人以上おられる世帯で子どもさんが保育園に一緒に通っているとかいないと

かまったく考慮せずに、第２子は半額、第３子以降は無償化しますと宣言する制度の

検討着手をお約束いただきました。あのときから１年有余経過いたしました。この間

に、本年４月より国は所得制限は設けましたが、同時入所要件を撤廃した支援がよう

やくスタートし、環境は好転を見せました。 

今日までの前向きにと位置づけていただきました検討の経緯と見通しをお示し願い、

並びに村長の子育て支援への意気込みをお聞かせください。 
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以上、冒頭に基づいた質問といたします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） それでは、質問順番１１番、大月民夫議員の質問にお答えしま

す。質問事項は「『多子世帯』保育料の軽減支援策」のご質問でございます。 

  まず、検討の経緯と見通しでありますが、国から指示された幼児教育の段階的無償

化に向けた取り組みは、年収約360万円未満の世帯に対する従来の多子軽減における

年齢の上限を撤廃するという内容でした。このことを受け、村でも今年４月１日付で

条例を改正し取り組んでまいりました。 

  国の取り組みに加え、年収枠を撤廃し、多子軽減における年齢の上限を撤廃するこ

とについても検討いたしましたが、本年度計画しています防災行政無線整備事業を施

行しなければいけない中、今年度予算の中では財源的に困難があると判断し、今年は

見送っております。 

  近隣市村の状況も把握しておりますので、財政状況を見ながら、前向きに検討して

いきたいと考えております。最終的には、将来的に保育料無料化というのが検討かと

いうふうに思っておりますので、ご支援をお願いします。 

  子育て支援の意気込みでありますが、村の将来を担っていく子どもは未来の村を託

す村の宝であると考えています。 

  行政としましては、平成２７年度作成した子ども子育て支援事業計画の中で、基本

目標として、①健やかに産み育てる環境づくり。②子育て家庭を支援する仕組みづく

り。③豊かな子ども時代を過ごすための社会づくり。④次代を担う心身ともにたくま

しい人づくり。⑤子どもと子育て家庭にやさしい村づくりの５つの目標を上げて、保

護者の皆様、地域の皆様のお力添えのもと、総合的に事業を進めております。  

  今後、保護者、地域の方々、行政が一体となり、未来の山形村を担っていく子ども

を育み、子育てしやすい環境を整えるために、一層力を注いでいく所存であります。

子育て支援を充実させることが長期にわたる少子化対策、人口対策であり、地域づく

りであると思っております。 

  山形村で子どもを育ててよかった、山形村に住んでよかったと言ってもらえる村づ

くりをしたいと思っております。 

  以上、１回目の答弁でございます。 
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○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 子育て支援に関する村長の意欲という点では、今、了解いたし

ました。ただ、今回の提言事項、まだまだおぼろげで、明快ないつからという答弁は

いただけないというのはちょっと残念ではあります。そんなことで、今の現況という

か、周りの情勢とか、その辺も含めた話をちょっとだけさせていただきますので、お

聞き取り願います。 

  冒頭申し上げたとおり、人口減少の歯止めをかけるには、まずは転入やＵターン、

Ｉターンもそうなのですが、などによる社会増、それと、出産による自然増をいかに

生み出せるかによるものといえそうです。言いかえますと、山形村の魅力の発信力と

子育て支援の本気度をいかに示せるかにかかっているということになります。 

  子育ての各種施設の入り具合、また、そこに集う児童の人数的な適正度、これは、

山形村は他には全く引けをとらない、かなりの魅力があるという、そういう評価は本

当に各方面から言われております。 

  そこであえて求められますのが、子育てに関する経済的支援、これが近隣町村より

見劣りすることのないようにという、そういう思いで私は執拗にこの質問を繰り返さ

せていただいております。 

  県内の数多くの町村はもう本当に早くから、人口減少の危機感を深刻に募らせ、３

歳児以上のお子さんの保育料無償化に踏み切る自治体はこの中信地区でも増えており

ます。即座に山形村も無償化を打ち出すには、少々私もハードルが高いかと思われま

すので、今後の財政状況、長期見通しの中でも研究題材にはかなり重点項目としてと

どめておくことは要望しておきます。 

  そこで当面は、今回提言させていただきました、近隣では実践しております松川村

さんの村民への通知文書を引用させていただきますと「児童に生計同一の兄、姉がい

る場合、保育料は無条件で第２子は半額、第３子以降は無償といたします」という通

知文書が村民に配られております。この制度を一刻も早く打ち出していただき、その

決断を待ち焦がれている皆様が村内並びに村外にも相当数いらっしゃるということを

しっかり心にとめていただきたいという思いをいたします。 

  そこで、もう１つだけ申し上げます。先月、長野県議会が県庁で主催しました地方

自治政策課題研修会、これは多くの、山形も同僚議員と出席したのですが、そこで話

題になった話をちょっとだけ申し上げます。 

  日本創生会議が公開した２０１０年から２０３０年の２０年間に各市町村の２０歳
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から３９歳までの女性人口がどの程度減少するかというデータです。これは長野県

７７市町村全て減少するのですが、ほとんどが半分になってしまう。５０％、ひど

いところは７０％減ってしまう。そういうデータでした。 

  その中で我が山形村ですけれども、長野県７７市町村の中で、下條村、南箕輪村、

それに次いで３番目に山形は減らないよと、そういう高い評価をいただいておりまし

た。 

  ただ、私は思うのですが、この判断材料の中には、子育て支援対策は着実に、当然

に実践する村だろうという要素が必ず含まれていると思います。そういった意味で、

やはり遅れをとってはいけないと思います。 

  前置きが長くなりました。この１年間の検討経緯の中で、もしこれを実践したらど

のぐらいの予算がいるか、そのくらいの算定はしてあるかと思いますので、その辺を

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬子育て支援課長。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） 年齢上限を撤廃した場合ということで、今行ってい

ない方の対象人数が９７名おります。現在の徴収額ですと、1,850万円ほどの予算が

必要になってくるというふうに試算しました。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） ありがとうございました。 

  この制度がもう少し実践して、今子育て世帯、これから子育て世帯になろうという、

そういった皆様、要は人口増の問題ということなのですけれども、出生率について、

これも先ほどの例の研修会であったのですが、団塊の世代と呼ばれる私たちの年代が

誕生した時期ですけれども、１９４８年前後、これを第１次ベビーブームと言ってい

るのですが、このときの出生率が４．３２だったそうです。そしてその子どもたちの

時代といわれる１９７０年前後の第２次ベビーブームの出生率は２．１４。そして直

近の２０１３年前後の第３次ベビーブームの出生率は１．４前後まで落ち込んでいる

と言われております。 

  いろいろな要因があるのですが、要因で最も大きいのは、やはり実収入が伸び悩ん

でいる半面、直接税や社会保険料、それから公的年金保険料などの負担が徐々に徐々

に膨らんで総務省のデータからは、びっくりしてしまうのですけれども、ここ２０年

間に月額で平均７万円可処分所得が減っていると言われています。これ、総務省の発
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表ですので、間違いないと思いますけれども。 

  厳しい状況は簡単には改善されないと思いますが、そうはいっても、地域全体で子

育てをするという観点からの、力強い行政支援を期待をしたいと思います。 

  今、まさに口コミのネットワークの時代です。「子育てするなら山形村で」という

評価がこの松本平中信地区で広がる結果が得られるよう全力を尽くしていただきたい。

そんなふうに思っております。何とか早期に、もう少し前向きにいま一度検討する。

その辺の意欲をいま一度、村長にお伺いしたいのですが。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 招集のごあいさつで申し上げましたけれども、人口減少の対策

の中の２つ目の要因は人口を増やすということを申し上げたかと思いますけれども、

それはまさに子育てしやすい村であることということになっておりますので、山形村

としても、本当に子どもたちのためにできるような形ということで前向きに検討する

というふうにお答えをさせていただきます。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） できるだけ早期の実現を期待しております。 

  一応、この項目の締めくくりの質問とさせていただきますが、少し余談になります

し、また通告もしてありませんが、ちょっとご容赦をいただきたいと思うのですが、

この１年間検討をしていただいたという、その土台で質問させていただくのですが、

私ども議会は先進的な議会に足を運んで、改革事例のご教授をいただきながら、自ら

を律し信頼を得られる議会を日々目指しております。 

  そこで最新の事例で、まだ議員間の協議もこれからというところで、まだ取りまと

めに入っていないのですが、本日のような一般質問での発言の重み、これを質問者並

びに答弁者ともに認識を極める方策として、一般質問で「検討します」と答弁した事

項、そのことにつきましては、その後、どのように検討したのか、あるいはどのよう

に対応したのかを次の定例会までに議会へ書面で報告いただくという取り組みをして

いる議会がございます。いろいろ聞いてみましたら、どうも市議会レベルではかなり

以前から常識の範疇のようであります。町村議会でもようやく浸透し始めているよう

であります。 

  山形村議会も井の中の蛙ではおられません。質の高い一般質問への脱皮を目指して、

今後、議会で協議を行い、まとまりましたらまた正式に申し入れる予定でございます。 

ちなみに、本日、これまで１０名の議員の論戦の中で、今後検討いただくという答
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弁をいただいた事項は、現状、４２点ありました。行政サイドのスピーディな業務運

営に弾みがつくという専門家の意見もございます。突然のあれで申しわけありません

けれども、村長の所見をお伺いし、この質問は終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 検討する内容を書面にて提出するという、そういう仕組みであ

るというお話はなかなか前向きだというふうに思っております。 

検討するということは、やはり検討していかなくてはいけないことなものですから、

言葉としてはそのように表現はさせてもらいますけれども、実際にはいかに動くかと

いうことなものですから、本当に書面で提出できるぐらいな形の内容を展開していき

たいと、今後は、そういうふうに思っております。今、そういう世の中の議会のあり

方というものを聞かせてもらったと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 一問よろしいですか。 

大月民夫議員、質問事項２「『空き家』適正管理の推進について」を質問してくだ

さい。 

大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） それでは、「『空き家』適正管理の推進」につきましての質問に

入らせていただきます。 

  近年、地域から発せられます環境整備要望で、空き家の適正管理不備による雑草や

樹木による各種障害、並びに獣の繁殖拠点を生み出すなどの弊害も生じ、改善を求め

る声が著しく増大しております。核家族化の流れの中で、今後ますますエスカレート

する可能性もあります。行政サイドの対応スタンスにつきまして、お伺いをしてまい

ります。 

  最初に、地域（住民）から、空き家における弊害の改善要望を受けつけた際の行政

としての対応手順のマニュアルをお聞かせください。 

  次に、シルバー人材センターが行政と連携して取り組むとしております空き家管理

のサポート制度につきまして、制度概要と周知方法についてお伺いをします。  

  続いて、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく固定資産税の住宅用地の

特例が除外される特定空き家指定につきまして、判断基準並びに現時点で該当すると

思われます住宅の有無をお聞かせ願います。 

  最後に、国の基本方針に即した空き家対策計画の作成、並びに専門家を交えた協議

会の設置が各市町村に求められておりますが、当村の対応計画をお示し願いたいと思
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います。 

  以上、通告に基づく質問でございます。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問事項２「『空き家』適正管理の推進」のご質問にお答えし

ます。 

  まず、１目のご質問の空き家における弊害の改善要望を受けた際の対応手順につい

てでありますが、まずは弊害となっている状況をお聞きし、現場を確認します。税務

課で保有する固定資産税のデータ等で所有者が判明する場合は、対応を依頼します。  

  すぐ対応を依頼できる場合は問題がありませんが、所有者の所在がわからない、連

絡がつかない、所有者が亡くなって相続されていないなど、すぐに解決につながらな

いケースが増えていると思われます。 

  今後、増加が見込まれます相談に対して、適正な対応をとって行けるよう、村の体

制も強化していかなければならないと考えております。 

  次に、２番目のご質問のシルバー人材センターの空き家管理のサポート制度の概要

と周知方法についてでありますが、シルバー人材センターは所有者との契約に基づい

て、目視確認、写真、報告書の送付にかかわる空き家等の状況確認や、敷地内の除草、

植木の剪定などを行います。 

  村は、所有者等から管理業務の相談を受けた場合に、シルバー人材センセーの紹介

をします。 

  今後、シルバー人材センターと調整の上、準備が整い次第、広報紙、ホームページ

等で周知する予定としています。 

  次に、３番目のご質問の固定資産税の住宅用地の特例が除外される特定空き家指定

についてでありますが、数軒あると認識しています。 

  次に、４番目のご質問の空き家対策計画作成協議会の設置の計画についてでありま

すが、協議会の設置、計画の作成にあたっては、特措法にあるとおり、区長など地域

の方や法務、不動産、建築等に関する有識者に協力を依頼し、通り一遍のものではな

く、村の実情に合ったものをつくらなければならないと考えております。 

  専門知識を有しない村職員だけでの対応には限界があるため、先進地の取り組みを

参考にしながら、業者への委託も視野に入れ、来年度から基本的に指導する予定であ
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ります。 

  以上、第１回目の答弁とします。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 再質問に入る前にちょっと確認させてください。多分、昨年だ

ったと思いますが、村内の空き家の情報を収集して、私も何点か出した記憶があるの

ですけれども、村内の空き家の状況把握作業が行われたと思われます。空き家といっ

ても、住宅はもとより、倉庫とか店舗とか工場、畜舎とかいろいろあるのですが、そ

の物件内容別の把握とか、その辺までやっておられるのかどうか。 

  それともう１つは、空き家の状況分析。例えばそのまま使用できる空き家なのか、

修繕すれば使用できるのか、１、２年で特定空き家になってしまっているのか、既に

特定空き家になっているのか。その辺の区分けをした状況把握ができているのかどう

か。 

それと最後に、現状の空き家と言われているところの所有者は全て明らかになって

いるのかどうか。その辺の現状の掌握はどの辺までできているのか、お聞かせいただ

けますか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 村内の空き家の状況の把握についてでございますけれども、

今、村のほうでは約９０軒くらいあるというようなことで、総務課のほうでは数字を

把握しております。 

  この数字につきましては平成２６年のときに、職員を中心に全村回った中で、外観

からの調査かと思いますけれども、調査をした中で、それぞれ、どこの家が空き家か

というようなことで全て調査したということでありまして、今年度、それぞれ台帳を

今整備しているというような状況でありまして、結局、税務のそれぞれ課税データの

ほうから、建築年とか所有者についてはある程度把握しておりますけれども、それぞ

れの、本当に住むには危険なのか、まだ大丈夫なのかという判断につきましては、あ

る程度、今後統一的なものを設けた中で、それぞれ１軒ごとにまた再調査というよう

なことで、１軒１軒、また確認したいというようなことでは考えております。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） わかりました。９０軒、まあまあかなと思うのですけれども。

私、もっとあるかと思ったものですから。 
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  ただ、先ほど、最初の村長の答弁の中で、特定空き家に分類されそうなのは数軒あ

るという答弁だったのですが、この状況は村として今後どういうふうにするとか、と

りあえずは放っておくのか、それとも空き家の所有者がわかっていれば何らかの交渉

をしているのか、その辺、教えていただけますか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） ご質問のほうで、固定資産税というようなことでありまし

たので、多分、そこら辺ということで、村では２、３軒というようなことでは、ちょ

っとまだ具体的にと言われると課税の問題がありますので、あまり具体的にはお答え

できない点もありますけれども、固定資産税の関係で、一応２、３軒というようなこ

との把握であります。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 村民から、空き家でちょっとこういう問題があってという苦情

があった場合は、先ほど、まずは現地へ赴いてという、そういう対応をしていただけ

るというお話なのですが、通常ですと、一般的なマニュアルというのは、苦情に基づ

いてまず現場確認。内容によっては所有者の承諾をとって立ち入り検査。改善を要す

る場合は猶予期間を定めて措置的な指導を所有者に依頼する。所有者が承諾してもら

えれば、それを通報者に、また逆にフィードバックするというのが一般的な、基本的

な流れだと思うのですけれども、今、具体的に対応したもので、このような事例はこ

んなふうにやって処理したというような、公表できるものがあったら、１、２点でい

いのですけれども、紹介いただけますか。 

○議長（平沢恒雄君） 住吉総務課長。 

○総務課長（住吉 誠君） 空き家というわけではないのですけれども、所有者がいな

いというか、所有者が住んでいないというようなことで、草がぼうぼうで、どうにか

ならないかというようなご相談が年に数件あります。それについては、村の職員が現

場を確認した中で、所有者がわかるものについては所有者のほうに連絡して、環境整

備をしていただくというようなのがありますし、所有者がなかなかつかめないという

ような事例もあります。そういうときには、近隣の方、連絡長さんとかそこら辺に、

もし近隣の方でご協力いただいて環境整備等やっていただけるならというようなこと

でお話しして、そういう近隣の方でやっていただいたというような事例もございます。 

  以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 
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○８番（大月民夫君） わかりました。非常に、ある意味では微妙というのですかね、

非常に対応が難しい面もあるのですけれども、今回、国で策定された特別措置法とい

うのは、正直言って相当な権力を行政に与えたという、やはりその辺の認識はきちっ

と踏まえた上での対応をやっていかなければいけないと思います。 

  やはり、所有者に言ってスムーズに運ばないケースというのは多々あると思うので

すけれども、これは国の指導のマニュアルですけれども、こんな流れになっておりま

す。 

  まず第１段階は、必要な措置について助言、指導を行う。これは当然ですよね。そ

れで改善が見られない場合は、必要な措置の、今度は勧告を行うと。それでも改善が

見られない場合は、今度は猶予期限、いつまでというのを定めて改善命令をいま一度

出す。それで期限内に、正当な理由がなくですけれども、正当な理由がなく改善され

ない場合は、市町村が強制退去できると。改善費用は所有者に請求できる。そんなシ

ステムになっているようです。 

  ただ、村内でそんな劣悪な手法で問題解決に至るケースはないことを信じてやみま

せんが、そこで先ほど申し上げたシルバー人材センター、このお力による空き家管理

サポート制度は、村内に居住されておられない空き家所有者の方にはかなり朗報では

ないかと、私、思っております。 

  先ほど、村長、大体概要をおっしゃっていただいたのですが、年間契約を結びます

と、年４回、現地確認作業を行って、状況を写真撮影し、データを所有者にフィード

バックすると。その中で除草とか剪定作業が要する場合は、別途打ち合わせしながら

作業もシルバー人材センターさんで請け負っていただける。そんな流れなようです。  

  今後、広報活動に力を入れていただくということなのですが、問題発生時に、特に

村外におられる所有者の方もおられると思いますので、そういうところへも口頭でき

ちっと周知していただくとか、もしパンフレットでもあれば送ってやるとか、そんな

ような形で積極的にこれは活用すべきかと思いますけれども、いま一度、その辺、お

願いいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 堤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） 空き家等のそういう苦情、総務課等からこちらに、シ

ルバー人材センターへのつなぎ等あった場合は、連携しまして積極的にご案内をして、

対応をしていただくように周知したいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 
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○８番（大月民夫君） 空き家につきましては、本当に全国津々浦々にわたりまして、

深刻度は千差万別でしょうが、今回、先ほど申し上げたのですが、国の法律で廃屋化

したいわゆる特定空き家の取り扱いを自治体が踏み込んだ対応ができるとしたことは

大きな権限移譲であり、課せられた責任は重いと言わざるを得ません。 

  全国の空き家の数というのは、最新データでは８２０万戸といわれております。住

宅総数に占める割合としたら、それが１３．５％にあたるそうです。 

  そんな中で長野県は空き家数が最新で１９万４，０００戸。これを空き家率という

形にしますと１９．８％、かなり高いですね。山梨県に次いで全国で２番目に空き家

率が多い県にランクインしてしまっていると報じられています。 

  当村におきましても、今後肝心なことは、廃屋化したいわゆる特定空き家になる前

に空き家を活用する方策をいかに生み出すか。ネットワークを駆使しながらでもシス

テムをつくり出すことに英知を集めていただきたいと思います。いずれにしましても、

村としての空き家対策計画を早期に作成し、村の方針を村民に周知することが先決に

なろうかと思います。 

  そのためにも、先ほど村長がおっしゃっていたのですが、専門家を交えた協議会の

設置を優先すべきかと思われます。来年度というお話があったのですが、協議会発足

のニュースは数多くの自治体でスタートしたと報道されておりますが、やはり専門家

として司法書士、建築士の皆さんが中心になって、そこに村民の皆さんがタイアップ

するという形が主流のようです。来年度スタートという意味では、そういった専門家

の人選びは早急にもう手がけたほうがいいかと思いますけれども、その辺の決意をお

聞かせください。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 空き家についてのいろいろのご提案、また状況のお話をいただ

きました。確かに、山形村は９０数軒の空き家があると。 

         （サイレン鳴る） 

○議長（平沢恒雄君） 村長、サイレンがやむまで答弁を休んでください。 

  村長、答弁を再開してください。 

○村長（百瀬 久君） 今まで山形村の空き家については、所有者が明確であり、そう

いう対応についても、即、村が管理をするというような状態のものではないというふ

うにお答えをしてきましたけれども、今、議員が言われましたように、国からこうい

う指示が出ているということですが、この対象は本当に廃屋というかそれに近いよう
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な状態で、地域の住民の皆さんたちに迷惑をかけたり、危険を及ぼすというものだと

いうふうに思っております。 

  では、山形村の９０軒がそういうものがないかというと、それに近いものはあろう

かと思っておりますので、そういうような形につきまして、今後、来年度に向けてと

いうことでございましたけれども、きちんとした形の対応をしていくというふうにお

答えをしたいと思っています。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） よろしくお願いします。 

  それでは、この質問、最後の質問をさせていただきます。 

  たしか、２、３日前の新聞報道ですが、松本市が新年度から空き家に関する専門の

窓口を開設すると報じられておりました。 

山形村でも、やはり専門的に常時というわけにはいかないかもしれないですが、そ

ういう取り扱いは困難としましても、住民課、産業振興課、総務課、ちょっと何とも

言えないのですが、やはり空き家になってしまうけれどもどうしようとか、そういう

悩みを持っている村民はきっとおられると思うのです。役場としても、空き家相談窓

口というのですか、空き家相談を受けつけますよという、これはすみませんけれども、

新年度ではなくて即そういう窓口を開設してもらいたいという、そういう要望を申し

上げたいと思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） 山形村に行政相談員という制度がございますので、そういった

相談はすぐ言ってもらっても対応が可能かと思っておりますので、お願いします。  

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） そういうことも相談を受けつけますよというアピールをよろし

くお願いします。これでこの質問を終わります。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。次に、質問事項３「『松本空港』国際化に向け

た山形村の将来構想」を質問してください。 

  大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 本日の一般質問は、地域振興、環境問題、子育て支援、高齢者

の支援等々、多方面の角度から論議をいただいてまいりました。いよいよ、今日の最終

項目となりました。 

  最後は活力を見出す可能性を秘めた、少し希望に満ちた話題で締めくくらせていた
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だければと思っております。松本空港国際化に向けた山形村の将来構想につきまして、

取り上げさせていただきます。 

長野県は、信州松本空港の国際化に向け、本格的に始動したと報じられております。

外国人客誘致で地方空港の競争がますます激しくなると言われる中で、松本空港は東ア

ジア主体のチャーター便を積極的に誘致して、実績を積み上げて定期便化につなげたい

と指針が示されております。 

松本空港まで車で１０数分の優れた立地条件に恵まれた山形村としても、ターゲット

を絞り込んだ海外との交流ネットワークの構築に向けた検討着手が望まれます。  

山岳高原としての観光地づくりの一翼を担うアプローチと、ときには村民が癒しの海

外旅行を気軽に体験できる特典につながる環境づくりを生み出すことに期待をしたいと

思います。 

村長の将来構想としての具体的アクション等お持ちでしたら所見をお聞かせください。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） ただいまの質問に、村長、答弁願います。 

 百瀬村長。 

         （村長 百瀬 久君 登壇） 

○村長（百瀬 久君） 質問事項３「『松本空港』国際化に向けた山形村の将来構想」

のご質問にお答えします。 

 山形村は松本空港と隣接しており、非常に身近な存在であります。しかし、これま

では、利用促進施策が中心だったため、山形村民にとっては身近でありながら、どこ

か遠い存在であるようにも思えました。 

 県の取り組みに合わせて、空港利用の外国人観光客などを呼び寄せられる仕組みを

つくり、受け入れられるような体制ができないものかと検討してまいりたいと思って

おります。 

 村の観光農園での収穫体験や郷土料理、民泊などの滞在で、体験農業や地域イベン

トへの参加など、我々が何気なく過ごしている日常を、外国人観光客等へ体験しても

らえる仕組みと体制が整えば、次第に国際的な認知度が高くなるのではないかと考え

ております。 

 以上、第１回目の質問の答弁とします。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） 時間があまりなくなったものですから最後に、いろいろ言いた
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いことがあったのですが、２つばかり抜粋して申し上げますので、それをご答弁いた

だいて終わりにさせてください。 

  去年、平成２７年度というのは、４５年ぶりだと言われているのですが、日本から

海外に行く、観光などで出国する人より、海外から日本に訪れる観光客が多かったと

いうことらしいです。一応、長野県は松本空港の目指す姿として次のように掲げてお

ります。 

リージョナルジェット、リージョナルというのは、座席数が５０から１００のこと

をいうみたいですけれども、それにより信州と全国各地、東アジアを結ぶ空の玄関口

であるとともに、その立地を生かした観光、賑わいの拠点とするとしております。本

年度から来年度にかけて、県と地方自治体などで構成するプロジェクトチームを設置

するとしております。 

  山形村の次世代を担う皆さんのためにも、決して乗り遅れることのないように、山

形村アピールをお願いしたいと思うのですが、このプロジェクトチームは要請があっ

てもう既に参加しているのか、これからなのか、その辺をお聞かせいただけますか。  

○議長（平沢恒雄君） 百瀬村長。 

○村長（百瀬 久君） プロジェクトチームへの要請というのは聞いておりませんが、

もしあれば、そういう形で参加して、本当に乗り遅れることなくして対応していくの

が村のこれからの将来だと思っております。 

○議長（平沢恒雄君） 大月民夫議員。 

○８番（大月民夫君） プロジェクトチームをつくるという県の資料を後で提供します

ので、これ、もし松本市だけで進められたらちょっと嫌だなと思うので、その辺の確

認をお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（平沢恒雄君） 以上で、大月民夫議員の質問は終了しました。 

  これで一般質問はすべて終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎散会宣告 

○議長（平沢恒雄君） それでは、本日の会議の日程はすべて終了しましたので、これ

にて閉議し散会といたします。 

（午後 ５時 ８分） 


